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（1）収益的収入及び支出

収　入

　第１項 営 業 収 益

　第２項 営 業 外 収 益

　第３項 特 別 利 益

　※１　うち仮受消費税及び地方消費税　563,525,983円

　※２　うち仮受消費税及び地方消費税　　1,799,792円

　※３　うち仮受消費税及び地方消費税　　　　　　0円

支　出

当 初 予 算 額

補

正

予

算

額

地方公営
企業法第
２４条第
３項の規
定による
支 出 額

円 円 円

10,051,896,000 0 0

　第１項 営 業 費 用 9,748,355,000 0 0

　第２項 営 業 外 費 用 277,041,000 0 0

　第３項 特 別 損 失 16,500,000 0 0

　第４項 予 備 費 10,000,000 0 0

　※４　うち仮払消費税及び地方消費税　318,469,268円

　※５　うち仮払消費税及び地方消費税　     15,052円

　※６　地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の規定による超過支出　13,532,841円

　資金不足の解消に充てるため、企業債（特別減収対策） 650,000,000円を借り入れた。

0 

0 

予 備 費 支 出 額

円

0

0

自 動 車 運 送
事 業 費 用

第１款

第１款

0

区 分

区 分

自 動 車 運 送
事 業 収 益

0

当 初 予 算 額

円

0

0

0

0

18,293,000

0 

0 

円

9,040,577,000

7,901,457,000

1,120,827,000

予 算

0

0 

予 算

0 

補 正 予 算 額

円

0

0

地 方 公 営 企 業 法
第２４条第３項の
規定による支出額に
係 る 財 源 充 当 額

流 用 増 減 額

円

令 和 ３ 年 度 川 崎 市 自 動

0

－6－

額

額

円

818,503,855 

797,575,276 ※４、６

7,343,136 ※５

3,585,443 

10,000,000 

1,120,827,000

地方公営
企業法第
２６条第
２項の規
定による
繰 越額

備 考

0

円

9,040,577,000

0 0

0

0

不 用 額

10,000,000

277,041,000

決算額

円

9,233,392,145

9,748,355,000

円

16,500,000

合 計

円

10,051,896,000

7,901,457,000

円

0

円

10,051,896,000

1,107,333,512

277,041,000

18,293,000

予算額に比べ
決算額の増減

円

△ 312,674,444

9,748,355,000 8,950,779,724

合計
決算額

16,500,000

10,000,000

車 運 送 事 業 決 算 報 告 書

小 計

円

8,727,902,556

0

地方公営
企業法第
２６条第
２項の規
定による
繰 越 額

※３

0

0

269,697,864

△ 298,295,581

△  13,493,488

0

7,603,161,419

17,407,625

0

△　　 885,375

※２

12,914,557

備考

※１

－7－

（2）資本的収入及び支出

収　入

　第１項 企 業 債

　第２項 国 庫 補 助 金

　第３項 県 交 付 金

　第４項 一 般 会 計 補 助 金

　第５項 固定資産売却代金

　第６項 その他の資本的収入

支　出

当 初 予 算 額

予

備

費

支

出

額

流

用

増

減

額

地方公営企業法
第２６条の規定
による繰越額

継
続
費
逓
次
繰
越
額

円 円 円 円 円

1,571,371,000 0 0 51,870,500 0

　第１項 建 設 改 良 費 1,047,405,000 0 0 51,870,500 0

　第２項 企 業 債 償 還 金 495,950,000 0 0 0 0

　第３項 投 資 18,016,000 0 0 0 0

　第４項 予 備 費 10,000,000 0 0 0 0

18,016,000

小　　　計

12,000 0 12,000 0

区 分

予　　　　　　　　　　算　　　　　　　

円

当 初 予 算 額 補正予算額 小 計

地 方 公 営 企 業 法
第 ２ ６ 条 の 規 定
に よ る 繰 越 額 に
係 る 財 源 充 当 額

第１款
自 動 車 運 送 事 業
資 本 的 収 入

円 円 円
1,011,488,000 0 1,011,488,000 51,000,000

814,000,000 51,000,000814,000,000 0

35,386,000 0 35,386,000 0

157,365,000 0 157,365,000 0

187,000 0 187,000 0

区 分

予 算

補
正
予
算
額

第１款
自 動 車 運 送 事 業
資 本 的 支 出

円 円

0 1,571,371,000

0 495,950,000

0

0 10,000,000

0 1,047,405,000

  資本的収入額が資本的支出額に不足する額 583,934,124円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

4,538,000 0 4,538,000 0

－8－

継 続 費 逓 次
繰越額に係る
財 源 充 当 額

合 計

円 円 企業債収入減額内訳
0 1,062,488,000

 する額
0 865,000,000

0 35,386,000

0 4,538,000

0 157,365,000

0 12,000

0 187,000

額

合 計

地 方 公 営 企
業 法 第 ２ ６
条 の 規 定 に
よ る 繰 越 額

継
続
費
逓
次
繰
越
額

合 計

円 円 円 円 円

1,623,241,500 1,338,684,019 0 0 0

1,099,275,500 824,718,719 0 0 0

495,950,000 495,950,000 0 0 0

18,016,000 18,015,300 0 0 0

10,000,000 0 0 0 0

収支調整額 74,994,800円で補填し、なお不足する額 508,939,324円は、特別減収対策企業債で措置した。

700 

274,556,781 及び地方消費税

12,895 895 

　　　額

決 算 額
予 算 額 に 比 べ
決 算 額 の 増 減

円

備 考

円

621,000,000 △ 244,000,000

(1)翌年度へ繰下発行

0円

754,749,895 △ 307,738,105

(2)不用額
15,748,000 △  19,638,000

計 244,000,000円

113,493,000 △  43,872,000

0 △　　 187,000

決 算 額

翌 年 度 繰 越 額

不 用 額 備 考

円

284,557,481 

0 

10,000,000 

(うち仮払消費税

244,000,000円

4,496,000 △　　  42,000

74,994,800円）

－9－
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　　　（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位　円）

　(1) 6,939,472,010

　(2) 100,163,426 7,039,635,436

　(1) 85,448,930

　(2) 585,785,581

　(3) 3,621,795,094

　(4) 3,146,383,984

　(5) 591,821,366

　(6) 12,672,100

　(7) 588,403,401 8,632,310,456

1,592,675,020

　(1) 3,227

　(2) 519,121,002

　(3) 8,500,000

　(4) 370,184,500

　(5) 96,644,165

　(6) 111,080,826 1,105,533,720

　(1) 1,703,597

　(2) 96,132,560 97,836,157 1,007,697,563

584,977,457

令和３年度川崎市自動車運送事業損益計算書

運 輸 収 益

運 輸 雑 収 益

諸 構 築 物 保 存 費

２　 営　 　業　　 費　　 用

１　 営　　 業　　 収　　 益

車 両 保 存 費

４ 　営　 業 　外 　費　 用

他 会 計 補 助 金

運 転 費

運 輸 管 理 費

減 価 償 却 費

営 業 損 失

３　 営　 業　 外　 収 　益

受 取 利 息 及 び
配 当 金

雑 収 益

支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

雑 支 出

経 常 損 失

一 般 管 理 費

自 動 車 重 量 税

負 担 金

長 期 前 受 金 戻 入

国 庫 補 助 金

－10－
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　(1) 17,407,625 17,407,625

　(1) 12,914,557 12,914,557 4,493,068

580,484,389

3,480,387,466

0

4,060,871,855当 年 度 未 処 理 欠 損 金

５ 　特 　　別　 　利　　　益

そ の 他 未 処 分
利 益 剰 余 金 変 動 額

６ 　特 　　別　 　損　　　失

過 年 度 損 益 修 正 損

当 年 度 純 損 失

前 年 度 繰 越 欠 損 金

固 定 資 産 売 却 益

－11－
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資 　　 本　　 剰　　 余　　

586,803,875 0

（注）この計算書における△表記は、減少、損失または欠損を示すものである。

当年度末残高 274,399,113

当年度純損失 0 0 0

当年度変動額 0 0 0

処分後残高 274,399,113 586,803,875 0

令　和　３　年　度　川　崎　市　自　動　車

（令和3年4月1日から

前年度末残高 274,399,113 586,803,875 0

資 本 金

受 贈 財 産
評 価 額

そ の 他
資 本 剰 余 金

－12－

（単位　円）

 金

△ 4,060,871,855△ 4,060,871,855586,803,875 △ 3,199,668,867

0 △ 580,484,389 △ 580,484,389 △ 580,484,389

△ 580,484,389 △ 580,484,389

△ 3,480,387,466 △ 3,480,387,466 △　 2,619,184,478

0 △ 580,484,389

586,803,875

586,803,875 △ 3,480,387,466 △ 3,480,387,466 △　 2,619,184,478

運　送　事　業　剰　余　金　計　算　書

令和4年3月31日まで）

剰　　 余　　 金

資 本 合 計

欠　　 損　　 金

資 本 剰 余 金
合 計

未 処 理 欠 損 金 欠 損 金 合 計

（繰越欠損金）

（当年度未処理欠損金）

－13－

処 理 後 残 高 274,399,113

（注）この計算書における△表記は、減少、損失または欠損を示すものであ

令 和 ３ 年 度 川 崎 市 自 動 車 運 送

資 本 金

当 年 度 末 残 高 274,399,113

－14－

（単位　　円)

586,803,875 △ 4,060,871,855

る。

事 業 欠 損 金 処 理 計 算 書

資 本 剰 余 金 未 処 理 欠 損 金

586,803,875 △ 4,060,871,855

（繰越欠損金）

－15－
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　　令和３年度川崎市自動車運送事業貸借対照表

　　　 　 　 　

　　　 　　 　

1 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　 2,127,215,348 　 　

3,202,173,673 　

　 △ 1,424,788,429 1,777,385,244 　 　

　 1,122,577,035 　 　 　

　 △ 773,377,290 349,199,745 　 　

　 7,965,408,730 　 　 　

　 △ 6,478,833,169 1,486,575,561 　 　

　 47,880,050 　 　 　　

　 △ 25,337,341 22,542,709 　 　

　 476,035,587 　 　 　

　 △ 351,967,885 124,067,702 　 　

　 22,945,800 　 　 　

　 △ 11,109,300 11,836,500 　 　

75,276,743

　 　 5,974,099,552 　

　 　 　

800,800 　 　

12,502,631 　 　

11,393,827

　 24,697,258 　

1,575,000

18,015,300

　 19,590,300

　 　 6,018,387,110

　 　

2 　 　

1,203,219,346

1,015,520,404 　

△ 258,332 1,015,262,072

ウ

(3)

現 金 預 金(1)

カ

ク

減価償却累計額

建 設 仮 勘 定

投資その他の資産

そ の 他 投 資ア

車 両

イ

エ

土 地

建 物

減価償却累計額

構 築 物

減価償却累計額

ウ

工具器具及び備品

減価償却累計額

オ 機 械 装 置

減価償却累計額

　　　　　　(単位　円)

固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア

   (令和4年3月31日)

　資　　産　　の　　部

そ の 他
無 形 固 定 資 産

無形固定資産合計

未 収 金

イ 公債償還準備金

固 定 資 産 合 計

貸 倒 引 当 金

投資その他の資産
合 計

(2)

流 動 資 産

キ リ ー ス 資 産

減価償却累計額

イ 施 設 利 用 権

有形固定資産合計

無 形 固 定 資 産(2)

電 話 加 入 権ア

－16－
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10,590,065

70,620,000

24,270,104

529,591

　 2,324,491,178

　 8,342,878,288

　 　

3  

   

  
3,121,220,000   

2,260,000,000   

 5,381,220,000  

 8,717,100  

   

3,125,738,330   

 3,125,738,330  

 8,515,675,430

4   

   

  
469,830,000   

 469,830,000  

4,195,752  

1,584,488,560  

57,822,301  

146,452,943  

   

296,544,065   

 296,544,065  

39,452,060  

 2,598,785,681

前 受 金

建設改良費等の

るための企業債

(4) 未 払 費 用

イ

リ ー ス 債 務

引 当 金

その他の企業債

前 払 費 用

そ の 他 流 動 資 産(6)

(4)

流 動 資 産 合 計

(3)

リ ー ス 債 務

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

固 定 負 債

引 当 金 合 計

(6) 引 当 金

(5)

ア

(1) 企 業 債

(2)

資 産 合 計

企 業 債 合 計

るための企業債

(3)

(3) 未 払 金

ア

財 源 に 充 て
建設改良費等の

財 源 に 充 て

企 業 債 合 計

ア

(2)

退職給付引当金

(1) 企 業 債

(7) そ の 他 流 動 負 債

賞 与 引 当 金

流 動 負 債 合 計

　負　　債　　の　　部

ア

前 払 金

(5) 貯 蔵 品

－17－



（第1,854号）令和４年（2022年）11月10日 川 崎 市 公 報

－ 4022 －

5 　 　 　 　

　 　 　 　 　

306,587,548 　

　 △ 228,503,858 78,083,690 　

　 386,649,551 　 　

　 △ 347,099,533 39,550,018 　

　 75,158,510 　 　

　 △ 44,032,457 31,126,053 　

1,067,453,390 　

　 △ 805,639,359 261,814,031 　

　 50,426,202 　 　

　 △ 32,913,950 17,512,252 　

  428,086,044

 11,542,547,155

  

6 　  274,399,113

7    

   

586,803,875   

 586,803,875  

   

　   
　   

4,060,871,855  

  △ 3,474,067,980

 △ 3,199,668,867

  8,342,878,288
 

長 期 前 受 金

ア 受贈財産評価額

収 益 化 累 計 額

資 本 剰 余 金

一般会計補助金

収 益 化 累 計 額

その他長期前受金

イ

県 交 付 金

繰 延 収 益

(1)

国 庫 補 助 金

剰 余 金

収 益 化 累 計 額

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

オ

受贈財産評価額

資 本 金

(1)

ウ

エ

収 益 化 累 計 額

収 益 化 累 計 額

ア

4,060,871,855当 年 度 未 処 理
欠 損 金

ア

(2) 欠 損 金

資 本 剰 余 金 合 計

　

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

欠 損 金 合 計

　資　　本　　の　　部

剰 余 金 合 計
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注記 

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

 ア 貯蔵品 

    個別法または先入先出法による原価法による。 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

ア 有形固定資産（リース資産を除く。） 

(ｱ) 定額法または定率法による。（平成１０年４月１日以後に取得した建物にあっ 

ては、定額法。） 

(ｲ) 主な耐用年数 

     建物 ６～50 年 

     構築物 ３～60 年 

     車両 ５年 

     機械装置 13～17 年 

     工具器具及び備品 ３～20 年 

イ 無形固定資産（リース資産を除く。） 

    定額法による。 

  ウ リース資産 

(ｱ) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。 

(ｲ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。 
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(3) 引当金の計上方法 

  ア 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上している。 

  イ 退職給付引当金 

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度の退職手当の期末要支給額に相 

   当する額を計上している。 

  ウ 賞与引当金 

職員の期末・勤勉手当の支給及び期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払 

いに備えるため、当事業年度末における支給及び支払見込額に基づき、当事業年度 

の負担に属する額を計上している。 

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項 

ア 消費税等の会計処理 

    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。 

なお、控除対象外消費税額については、当事業年度の費用として処理している。 

 

２ キャッシュ・フロー計算書に関する注記 

 重要な非資金取引 

(1) ファイナンス・リース取引による資産の取得 

当事業年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、

それぞれ次のとおりである。 

   リース資産 5,160,000 円 

   リース債務 5,676,000 円 
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３ 貸借対照表に関する注記 

(1) ファイナンス・リース取引に係るリース債務 

リース債務は、消費税及び地方消費税相当額を含んでいる。 

 

４ セグメント情報に関する注記 

(1) 報告セグメントの概要 

川崎市自動車運送事業会計は、本市及び本市周辺の区域内における市バス事業の 

  単一セグメントであるため、記載を省略している。 

 

５ その他の注記 

(1) 長期継続契約に係るリース債務 

   通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務の

うち、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約に係るものは次のとおりで

ある。 

   短期リース債務 4,195,752 円 

   長期リース債務 8,717,100 円 

(2) 退職給付引当金の目的使用による取り崩し 

当事業年度において、職員の退職手当として 351,232,630 円を支給するため、退

職給付引当金 351,232,630 円を取り崩している。 

(3) 賞与引当金の目的使用による取り崩し 

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当及び期末・勤勉手当支給に係る法定

福利費として 905,025,122 円を支給するため、賞与引当金 323,499,972 円を取り崩

している。 

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第552号
　　　議決された予算の公表について
　別紙の予算は、令和４年９月２日招集の令和４年第４
回川崎市議会定例会において、令和４年10月14日に原案
のとおり可決されましたので、地方自治法（昭和22年法
律第67号）第219条第２項の規定により公表します。
　　令和４年10月18日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

令和４年度川崎市一般会計補正予算
令和４年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算
令和４年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会
計補正予算
令和４年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
令和４年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計補正予
算
令和４年度川崎市介護保険事業特別会計補正予算
令和４年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算
令和４年度川崎市墓地整備事業特別会計補正予算
令和４年度川崎市一般会計補正予算

　　　令和４年度川崎市一般会計補正予算
　令和４年度川崎市の一般会計の補正予算は、次に定め
るところによる。
　（歳入歳出予算の補正）
第�１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
7,455,327千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳
出それぞれ892,464,046千円とする。
２�　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと
の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１
表歳入歳出予算補正」による。
　（繰越明許費）
第�２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第
１項の規定により翌年度に繰越して使用することがで
きる経費は、「第２表繰越明許費」による。
　（債務負担行為の補正）
第�３条　既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第３
表債務負担行為補正」による。
　　令和４年９月２日提出
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

第１表　歳入歳出予算補正
歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計
17　国　庫　支　出　金 千円 千円 千円

168,033,021 3,757,157 171,790,178
1　国　庫　負　担　金 127,088,599 209,536 127,298,135
2　国　庫　補　助　金 40,449,914 3,547,621 43,997,535

18　県 支 出 金 40,119,371 10,666 40,130,037
2　県 補 助 金 9,614,844 10,666 9,625,510

21　繰 入 金 94,562,374 785,563 95,347,937
1　基 金 繰 入 金 91,564,774 785,563 92,350,337

22　繰 越 金 100,000 2,901,941 3,001,941
1　繰 越 金 100,000 2,901,941 3,001,941

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 885,008,719 7,455,327 892,464,046

歳　出
款 項 補正前の額 補　正　額 計

1　議 会 費 千円 千円 千円
1,696,516 2,896 1,699,412

1　議 会 費 1,696,516 2,896 1,699,412
2　総 務 費 89,611,006 64,658 89,675,664

6　選 挙 費 722,265 64,658 786,923
3　市 民 文 化 費 8,982,548 47,727 9,030,275

1　市 民 文 化 費 8,982,548 47,727 9,030,275
4　こ ど も 未 来 費 135,841,657 1,938,295 137,779,952

1　こ ど も 青 少 年 費 48,048,329 1,290,034 49,338,363
2　こ ど も 支 援 費 87,793,328 648,261 88,441,589
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5　健 康 福 祉 費 180,172,060 4,334,577 184,506,637
1　健 康 福 祉 費 9,555,564 3,412,120 12,967,684
5　障 害 者 福 祉 費 53,563,340 10,445 53,573,785
7　公 衆 衛 生 費 28,179,607 912,012 29,091,619

7　経 済 労 働 費 26,127,049 306,661 26,433,710
1　産 業 経 済 費 987,040 20,000 1,007,040
2　商 工 業 費 1,879,370 △ 31,602 1,847,768
3　中 小 企 業 支 援 費 22,392,492 268,263 22,660,755
5　労 政 費 606,892 50,000 656,892

10　ま ち づ く り 費 21,150,272 59,970 21,210,242
2　計 画 費 556,191 59,970 616,161

11　区 役 所 費 18,168,943 38,176 18,207,119
1　区 政 振 興 費 13,520,827 38,176 13,559,003

12　消 防 費 17,185,738 129,730 17,315,468
1　消 防 費 17,185,738 129,730 17,315,468

13　教 育 費 112,549,701 392,813 112,942,514
6　社 会 教 育 費 3,398,159 25,869 3,424,028
7　体 育 保 健 費 12,201,288 311,968 12,513,256
8　教 育 施 設 費 12,700,250 54,976 12,755,226

15　諸 支 出 金 120,591,153 139,824 120,730,977
1　繰 出 金 120,591,153 139,824 120,730,977

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 885,008,719 7,455,327 892,464,046

第２表　繰越明許費
款 項 事　　　業　　　名 金　　　額

7　経 済 労 働 費
1　産 業 経 済 費 国　際　経　済　交　流　事　業

千円
20,000

3　中 小 企 業 支 援 費 中　小　企　業　支　援　事　業 268,000
5　労 政 費 労 働 福 祉 事 業 25,000

合　　　　　　　　　　　　　　　計 313,000

第３表　債務負担行為補正
1　追　加

事　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

わ く わ く プ ラ ザ 施 設 整 備 費 令和4年度から
令和6年度まで

千円
250,441

新 川 崎 地 区 学 校 新 設 事 業 費 令和4年度から
令和6年度まで 9,979,888

2　変　更

事　　　項
補　正　前 補　正　後

期　　　間 限　度　額 期　　　間 限　度　額

令和４年度土地借上料 令和５年度から
令和48年度まで

千円 令和５年度から
令和48年度まで

千円

1,189,203 7,933,128

　　　令和４年度川崎市国民健康保険事業特別会
　　　計補正予算
　令和４年度川崎市の国民健康保険事業特別会計の補正
予算は、次に定めるところによる。
　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
472,498千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳
出それぞれ�123,223,385千円とする。
２�　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと
の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１
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表�歳入歳出予算補正」による。
　　令和４年９月２日提出

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

第１表　歳入歳出予算補正
歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

６　�繰 入 金
千円 千円 千円

12,907,884 96,019 13,003,903
１　�繰 入 金 11,884,843 96,019 11,980,862

７　�繰 越 金
1 376,479 376,480

１　�繰 越 金 1 376,479 376,480
歳　　　　入　　　　合　　　　計 122,750,887 472,498 123,223,385

歳　出
款 項 補正前の額 補　正　額 計

１　�総 務 費
千円 千円 千円

3,666,495 96,019 3,762,514
１　�総 務 管 理 費 3,302,881 96,019 3,398,900

６　�基 金 積 立 金
25,882 376,479 402,361

１　�基 金 積 立 金 25,882 376,479 402,361
歳　　　　出　　　　合　　　　計 122,750,887 472,498 123,223,385

　　　令和４年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸
　　　付事業特別会計補正予算
　令和４年度川崎市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特
別会計の補正予算は、次に定めるところによる。
　（歳入歳出予算の補正）
第�１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
49,533千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ353,490千円とする。
２�　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと
の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１
表歳入歳出予算補正」による。
　　令和４年９月２日提出
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

第１表　歳入歳出予算補正
歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

２　�繰 越 金
千円 千円 千円

30 49,533 49,563
１　�繰 越 金 30 49,533 49,563

歳　　　　入　　　　合　　　　計 303,957 49,533 353,490

歳　出
款 項 補正前の額 補　正　額 計

１　�母子父子寡婦福祉資金
貸付事業費

千円 千円 千円
303,957 49,533 353,490

１　�母子父子寡婦福祉資金
貸付事業費 303,957 49,533 353,490

歳　　　　出　　　　合　　　　計 303,957 49,533 353,490

　　　令和４年度川崎市後期高齢者医療事業特別
　　　会計補正予算
　令和４年度川崎市の後期高齢者医療事業特別会計の補
正予算は、次に定めるところによる。
　（歳入歳出予算の補正）
第�１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
857,739千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ19,839,834千円とする。
２�　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと
の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１
表歳入歳出予算補正」による。
　　令和４年９月２日提出
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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第１表　歳入歳出予算補正
歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

４　�繰 越 金
千円 千円 千円
2 857,739 857,741

１　�繰 越 金 2 857,739 857,741
歳　　　　入　　　　合　　　　計 18,982,095 857,739 19,839,834

歳　出
款 項 補正前の額 補　正　額 計

２　�後期高齢者医療広域連
合納付金

千円 千円 千円
18,171,134 856,964 19,028,098

１　�後期高齢者医療広域連
合納付金 18,171,134 856,964 19,028,098

３　�諸 支 出 金
37,530 775 38,305

１　�償還金及び還付加算金 37,530 775 38,305
歳　　　　出　　　　合　　　　計 18,982,095 857,739 19,839,834

　　　令和４年度川崎市公害健康被害補償事業特
　　　別会計補正予算
　令和４年度川崎市の公害健康被害補償事業特別会計の
補正予算は、次に定めるところによる。
　（歳入歳出予算の補正）
第�１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
123,374千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ194,166千円とする。
２�　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと
の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１
表歳入歳出予算補正」による。
　　令和４年９月２日提出
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

第１表　歳入歳出予算補正
歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

４　�繰 越 金
千円 千円 千円

15,028 123,374 138,402
１　�繰 越 金 15,028 123,374 138,402

歳　　　　入　　　　合　　　　計 70,792 123,374 194,166

歳　出
款 項 補正前の額 補　正　額 計

１　�公害健康被害補償事業
費

千円 千円 千円
70,792 123,374 194,166

１　�公害健康被害補償事業
費 70,792 123,374 194,166

歳　　　　出　　　　合　　　　計 70,792 123,374 194,166

　　　令和４年度川崎市介護保険事業特別会計補
　　　正予算
　令和４年度川崎市の介護保険事業特別会計の補正予算
は、次に定めるところによる。
　（歳入歳出予算の補正）
第�１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
2,278,919千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ110,928,416千円とする。
２�　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと
の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１
表歳入歳出予算補正」による。
　　令和４年９月２日提出
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

第１表　歳入歳出予算補正
歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計
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３　�国 庫 支 出 金

千円 千円 千円
23,536,595 75,394 23,611,989

１　�国 庫 負 担 金 18,459,039 61,899 18,520,938
２　�国 庫 補 助 金 5,077,556 13,495 5,091,051

４　�県 支 出 金
15,169,626 △511 15,169,115

１　�県 負 担 金 14,411,903 △1,739 14,410,164
２　�県 補 助 金 757,721 1,228 758,949

６　�支 払 基 金 交 付 金
28,037,255 △42,387 27,994,868

１　�支 払 基 金 交 付 金 28,037,255 △42,387 27,994,868

８　�繰 入 金
18,280,683 886,878 19,167,561

１　�一 般 会 計 繰 入 金 17,132,961 43,805 17,176,766
２　�基 金 繰 入 金 1,147,722 843,073 1,990,795

９　�繰 越 金
1 1,359,545 1,359,546

１　�繰 越 金 1 1,359,545 1,359,546
歳　　　　入　　　　合　　　　計 108,649,497 2,278,919 110,928,416

歳　出
款 項 補正前の額 補　正　額 計

１　�総 務 費
千円 千円 千円

2,487,534 568,932 3,056,466
１　�総 務 管 理 費 2,487,534 568,932 3,056,466

２　�保 険 給 付 費
101,146,930 340,616 101,487,546

１　�保 険 給 付 費 101,146,930 340,616 101,487,546

４　�地 域 支 援 事 業 費
4,889,033 9,826 4,898,859

１　�地 域 支 援 事 業 費 4,889,033 9,826 4,898,859

６　�基 金 積 立 金
35,235 1,359,545 1,394,780

１　�基 金 積 立 金 35,235 1,359,545 1,394,780
歳　　　　出　　　　合　　　　計 108,649,497 2,278,919 110,928,416

　　　令和４年度川崎市港湾整備事業特別会計補
　　　正予算
　令和４年度川崎市の港湾整備事業特別会計の補正予算
は、次に定めるところによる。
　（歳入歳出予算の補正）
第�１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
43,063千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ4,931,264千円とする。
２�　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと
の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１
表歳入歳出予算補正」による。
　　令和４年９月２日提出
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

第１表　歳入歳出予算補正
歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

５　�繰 越 金
千円 千円 千円
1 43,063 43,064

１　�繰 越 金 1 43,063 43,064
歳　　　　入　　　　合　　　　計 4,888,201 43,063 4,931,264

歳　出
款 項 補正前の額 補　正　額 計

２　�諸 支 出 金
千円 千円 千円

817,831 43,063 860,894
１　�積 立 金 72,567 43,063 115,630

歳　　　　出　　　　合　　　　計 4,888,201 43,063 4,931,264
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　　　令和４年度川崎市墓地整備事業特別会計補
　　　正予算
　令和４年度川崎市の墓地整備事業特別会計の補正予算
は、次に定めるところによる。
　（歳入歳出予算の補正）
第��１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
74,865千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ447,916千円とする。
２�　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと
の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１
表歳入歳出予算補正」による。
　　令和４年９月２日提出
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

第１表　歳入歳出予算補正
歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

４　�繰 越 金
千円 千円 千円
1 74,865 74,866

１　�繰 越 金 1 74,865 74,866
歳　　　　入　　　　合　　　　計 373,051 74,865 447,916

歳　出
款 項 補正前の額 補　正　額 計

１　�墓 地 整 備 事 業 費
千円 千円 千円

344,466 74,865 419,331
１　�墓 地 整 備 事 業 費 344,466 74,865 419,331

歳　　　　出　　　　合　　　　計 373,051 74,865 447,916

　　　令和４年度川崎市一般会計補正予算
　令和４年度川崎市の一般会計の補正予算は、次に定め
るところによる。
　（歳入歳出予算の補正）
第�１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
11,009,666千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ903,473,712千円とする。
２�　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと
の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１
表歳入歳出予算補正」による。
　　令和４年10月13日提出
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

第１表　歳入歳出予算補正
歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

17　�国 庫 支 出 金
千円 千円 千円

171,790,178 11,009,666 182,799,844
２　�国 庫 補 助 金 43,997,535 11,009,666 55,007,201

歳　　　　入　　　　合　　　　計 892,464,046 11,009,666 903,473,712

歳　出
款 項 補正前の額 補　正　額 計

４　�こ ど も 未 来 費
千円 千円 千円

137,779,952 2,091,940 139,871,892
１　�こ ど も 青 少 年 費 49,338,363 2,091,940 51,430,303

５　�健 康 福 祉 費
184,506,637 8,917,726 193,424,363

１　�健 康 福 祉 費 12,967,684 8,917,726 21,885,410
歳　　　　出　　　　合　　　　計 892,464,046 11,009,666 903,473,712

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第553号
　　　市道路線認定に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第８条の規定に基づき、
市道の路線を次のように認定します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、一般の縦覧に供します。
　　令和４年10月19日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市道
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整理番号 路線名
起　　　　点

重要な経過地
終　　　　点

31 小 倉
第22 2号線

幸　区 小倉２丁目 1115番 25先
幸　区 小倉２丁目 1115番 16先

32 下 小 田 中
第230号線

中原区 下小田中３丁目 1004番 ３先
中原区 下小田中３丁目 1003番 １先

33 栗 木 台
第 9 5 号 線

麻生区 栗木台１丁目 50番 ６先
麻生区 栗木台１丁目 ４番 46先

34 王 禅 寺 東
第 ３ 号 線

麻生区 王禅寺東６丁目 27番 ３先
麻生区 王禅寺東６丁目 27番 18先

以下余白

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第554号
　　　道路区域決定に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のとおり決定します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和４年10月19日から令和４年11月２日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月19日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　　市道

整理番号 路線名
起　　　　点 敷地の

幅員（ｍ）
延長
（ｍ） 備考

終　　　　点

31 小 倉
第22 2号線

幸　区 小倉２丁目 1115番 25先
6.00 32.60

幸　区 小倉２丁目 1115番 16先

32 下 小 田 中
第230号線

中原区 下小田中３丁目 1004番 ３先
5.50 24.19

中原区 下小田中３丁目 1003番 １先

33 栗 木 台
第 9 5 号 線

麻生区 栗木台１丁目 50番 ６先
6.28 26.81

麻生区 栗木台１丁目 ４番 46先

34 王 禅 寺 東
第 ３ 号 線

麻生区 王禅寺東６丁目 27番 ３先
6.00 35.68

麻生区 王禅寺東６丁目 27番 18先
以下余白

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第555号
　　　道路供用開始に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
に基づき、次のとおり道路の供用を令和４年10月19日か
ら開始します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月19日から令和４年11月２日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月19日
　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市道

整理番号 路線名
起　　　　点

重要な経過地
終　　　　点

31 小 倉
第22 2号線

幸　区 小倉２丁目 1115番 25先
幸　区 小倉２丁目 1115番 16先

32 下 小 田 中
第230号線

中原区 下小田中３丁目 1004番 ３先
中原区 下小田中３丁目 1003番 １先

33 栗 木 台
第 9 5 号 線

麻生区 栗木台１丁目 50番 ６先
麻生区 栗木台１丁目 ４番 46先

34 王 禅 寺 東
第 ３ 号 線

麻生区 王禅寺東６丁目 27番 ３先
麻生区 王禅寺東６丁目 27番 18先
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以下余白

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第556号
　　　市道路線廃止に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定
に基づき、次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、一般の縦覧に供します。
　　令和４年10月19日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　　市道
整理
番号 路線名

起　　　　点
重要な経過地

終　　　　点

35 溝 口
第 3 1 号 線

高津区 溝口５丁目 1010番 １先
高津区 溝口５丁目 1014番 １先

36 野 川
第 ７ 号 線

宮前区 野川本町３丁目 423番 １先
宮前区 野川本町３丁目 422番 １先

以下余白

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第557号
　　　介護保険法によるサービス事業者等の指定
　　　等について
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文、
第42条の２第１項本文、第46条第１項、第48条第１項第
１号、第53条第１項、第54条の２第１項本文、若しくは
第58条第１項の規定又は第94条第１項の規定により、指
定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、
指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定
介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サー
ビス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者を指定し
又は介護老人保健施設を許可したので、同法第78条、第
78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第115条の20、
若しくは第115条の30の規定又は第104条の２の規定に基
づき告示します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　令和４年10月１日指定等
事業者
の名称

事業所
番号

事業所
の名称

事業所
の住所

サービス
の種類

Ｙ＆Ｋ
株式会社 1475203251 ケアプランＫ

川崎市中
原区下沼
部1778番
地

居宅介護
支援

　　　───────────────────
川崎市告示第558号
　　　介護保険法等によるサービス事業所等の廃
　　　止等について
　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、
第78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第
105条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第

２項、第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険
法等の一部を改正する法律附則130条の２第１項により
なおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法
（以下、「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定に
より、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービ
ス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サー
ビス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若
しくは指定介護予防支援事業者から廃止の届出があり、
又は指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福
祉施設若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の届出
があったため、介護保険法第78条、第78条の11、第85条、
第104条の２、第115条の10、第115条の20、第115条の30、
第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法第115条
の規定に基づき告示します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　令和４年８月廃止等
事業者
の名称

事業所
番号

事業所
の名称

事業所
の住所

サービス
の種類

株式会社
ケアネッ
ト

1475202626

株式会社ケア
ネット
ケアステー
ション中原

川崎市中
原区上小
田中４‒
１‒１

訪問介護

生活協同
組合パル
システム
神奈川

1475601967

生活協同組合
パルシステム
神奈川ぬくも
り麻生

川崎市麻
生区王禅
寺西５‒
２‒14
パルシス
テム神奈
川麻生セ
ンター内

訪問介護
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株式会社
青空 1475201057 訪問介護あおぞら

川崎市中
原区市ノ
坪223‒
205

訪問介護

株式会社
青空 1475202899 あおぞらケアプラン

川崎市中
原区市ノ
坪223‒
205

居宅介護
支援

合同会社
ドリーム
クロス

1475002844 ケアセンターＫ

川崎市川
崎区桜本
１‒９‒
７

居宅介護
支援

　　　───────────────────

川崎市告示第559号
　令和４年度港湾環境整備負担金に係る負担対象工事に
ついて、川崎市港湾環境整備負担金条例（昭和55年川崎
市条例第13号）第２条第２項の規定により、次のとおり
指定します。
　　令和４年10月21日
　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

令和３年度に完了した負担対象工事の指定に関する一覧表
⑴

工事の種類
⑵

工事の名称
⑶

工事の実施
された場所

⑷
工事の
完　了
した日

⑸
工事に要した費用

⑹
負担区域

⑺
負担の
割　合

⑻
負担区域内にある工
場若しくは事業場の
敷地の面積の合計

条例第２条第１項
第２号に規定する
港湾環境整備施設
の維持の工事

港 湾 緑 地
維持補修工事

川崎市川崎区千鳥
町、東扇島、大川
町、白石町内の港
湾緑地

令
和
４
年
３
月
31
日

44,142,798円 臨港地区 1/2 18,451,579㎡

条例第２条第１項
第７号に規定する
港湾における漂流
物の除去その他の
清掃の工事

漂 流 物
除 去 工 事 川崎港港湾区域 54,968,672円

臨港地区
及び
港湾区域

1/2 19,687,067㎡

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第560号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月21日から令和４年11月７日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道

旧・新
別 路線名 区　　　間

敷地の
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ） 備考

旧 諏訪
第57号線

川崎市高津区諏訪
３丁目75番４先 2.73

～
3.05

15.41
川崎市高津区諏訪
３丁目75番４先

新 諏訪
第57号線

川崎市高津区諏訪
３丁目75番４先 3.36

～
3.52

15.41
川崎市高津区諏訪
３丁目75番４先

　　　───────────────────
川崎市告示第561号
　　　道路供用開始に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
に基づき、次の道路の供用を令和４年10月21日から開始

します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月21日から令和４年11月７日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道

路線名 供用開始の区間 備考

諏訪
第57号線

川崎市高津区諏訪３丁目75番４先
川崎市高津区諏訪３丁目75番４先

　　　───────────────────
川崎市告示第562号
　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川
崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、
第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基
づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条
第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）
の規定に基づき告示します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１�　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場
所の名称及び位置
　　別紙のとおり
２　保管期間
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　　当該告示をした日から起算して１箇月間
３　引取りの方法
　⑴　引取りの場所
　　　別紙表記載の保管場所
　⑵　引取りのできる日時
　　�　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま
で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時
まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する
休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶　引取りに要する費用
　　　自転車� 2,500円
　　　原動機付自転車� 5,000円
　　　自動二輪車� 10,000円
　⑷　持参するもの
　　　自転車等の鍵
　　　印鑑
　　　住所等身分を証明するもの
４　その他
　�　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を
経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない
ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処
理をします。

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市告示第563号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の
規定において準用する同法第19条第１項の規定により、
都市計画を変更したので、同法第21条第２項の規定にお
いて準用する同法第20条第１項の規定により、次のとお
り告示し、同条第２項の規定により、この都市計画の図
書を公衆の縦覧に供します。
　　令和４年10月26日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　都市計画の種類及び名称
　�　川崎都市計画地区計画の変更（長尾２丁目地区地区
計画）
２　都市計画を定める土地の区域
　⑴　追加する部分
　　　なし
　⑵　削除する部分
　　　なし
　⑶　変更する部分
　　　川崎市　多摩区　長尾２丁目地内
３　縦覧場所
　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課
　　　───────────────────
川崎市告示第564号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１

項の規定により介護機関の指定及び中国残留邦人等の円
滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第
30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ
るとされている介護支援給付の介護機関の指定を行いま
したので、同法第55条の３第１号の規定に基づき別表の
とおり告示します。（別表省略）
　　令和４年10月26日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────
川崎市告示第565号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５
項において準用する同法
第50条の２の規定により指定介護機関の廃止及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平
成６年法律第30号）第14条第４項において生活保護法の
規定の例によるとされている介護支援給付の指定介護機
関の廃止を行いましたので、同法第55条の３第２号の規
定に基づき別表のとおり告示します。（別表省略）
　　令和４年10月26日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────
川崎市告示第566号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５
項において準用する同法第50条の２の規定により指定介
護機関の変更及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並
びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立
の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４
項において生活保護法の規定の例によるとされている介
護支援給付の指定介護機関の変更を行いましたので、同
法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し
ます。（別表省略）
　　令和４年10月26日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────
川崎市告示第567号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月27日から令和４年11月11日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月27日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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道路の種類　市　道

旧・新
別 路線名 区　　　間

敷地の
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ） 備考

旧 宮前
第９号線

川崎市宮前区水沢
３丁目2515番１先 17.15

～
18.72

35.92
川崎市宮前区水沢
３丁目2519番１先

新 宮前
第９号線

川崎市宮前区水沢
３丁目2515番１先 15.14

～
15.70

35.92
隅切
り含
む川崎市宮前区菅生

ケ丘2519番３先

旧 菅生
第415号線

川崎市宮前区水沢
３丁目2519番１先

7.00 1.54
隅切
り含
む川崎市宮前区水沢

３丁目2515番１先

新 菅生
第415号線

川崎市宮前区水沢
３丁目2519番１先

7.00 0.30
川崎市宮前区水沢
３丁目2515番１先

　　　───────────────────
川崎市告示第568号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月27日から令和４年11月11日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月27日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道

旧・新
別 路線名 区　　　間

敷地の
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ） 備考

旧 長沢
第８号線

川崎市多摩区長沢
１丁目9035番２先

1.82 19.94
川崎市多摩区長沢
１丁目9035番２先

新 長沢
第８号線

川崎市多摩区長沢
１丁目9035番４先 2.92

～
2.95

19.94
隅き
りを
含む川崎市多摩区長沢

１丁目9035番８先

旧 長沢
第11号線

川崎市多摩区長沢
１丁目9035番２先

3.64 52.92
川崎市多摩区長沢
１丁目9035番２先

新 長沢
第11号線

川崎市多摩区長沢
１丁目9035番８先 3.83

～
3.90

52.92
川崎市多摩区長沢
１丁目9035番６先

　　　───────────────────
川崎市告示第569号
　　　道路供用開始に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和４年10月27日から開始
します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月27日から令和４年11月11日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月27日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市　道
路線名 供用開始の区間 備考

長沢
第８号線

川崎市多摩区長沢１丁目9035番４先 隅きり
を含む川崎市多摩区長沢１丁目9035番８先

長沢
第11号線

川崎市多摩区長沢１丁目9035番８先
川崎市多摩区長沢１丁目9035番６先

　　　───────────────────
川崎市告示第570号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月27日から令和４年11月11日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月27日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　県　道

旧・新
別 路線名 区　　　間

敷地の
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ） 備考

旧 世田谷町田

川崎市麻生区片平
１丁目７番５先 29.80

～
30.07

4.12
川崎市麻生区片平
１丁目７番７先

新 世田谷町田

川崎市麻生区片平
１丁目７番５先 29.80

～
30.07

4.12
関係
図面
省略川崎市麻生区片平

１丁目７番７先
　　　───────────────────
川崎市告示第571号
　　　道路供用開始に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
に基づき、次の道路の供用を令和４年10月27日から開始
します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年10月27日から令和４年11月11日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年10月27日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　県　道
路線名 供用開始の区間 備考

世田谷町田
川崎市麻生区古沢４番２先 関係図

面省略川崎市麻生区片平２丁目25番７先
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　　　───────────────────
川崎市告示第572号
　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26号）
第８条第１項の規定による個人情報ファイルの届出及び
同条第３項の規定による保有個人情報業務の届出につい
て、同条第７項の規定に基づき公表します。
　　令和４年10月27日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　届出の状況
　⑴　個人情報ファイル（新規）
　　ア　市　　長　　　　　　　　　　　　　　　１件
　⑵　個人情報ファイル（変更）
　　ア　市　　長　　　　　　　　　　　　　　　１件
２　届出書
　　別紙のとおり（省略）
　　　───────────────────
川崎市告示第573号
　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26号）
第11条第３項の規定による保有個人情報の目的外利用等
の届出について、同条第５項の規定に基づき公表します。
　　令和４年10月27日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　届出の状況
　⑴　目的外利用
　　ア　市　　長　　　　　　　　　　　　　　　６件
　　イ　病院事業管理者　　　　　　　　　　　　３件
　　ウ　教育委員会　　　　　　　　　　　　　　２件
　⑵　外部提供
　　ア　市　　長　　　　　　　　　　　　　　　16件
　　イ　病院事業管理者　　　　　　　　　　　　３件
　　ウ　消　防　長　　　　　　　　　　　　　　１件
　　エ　教育委員会　　　　　　　　　　　　　　４件
２　届出書
　　別紙のとおり（省略）
　　　───────────────────
川崎市告示第574号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11
項の規定により告示された事項の変更届がありましたの
で、平成27年川崎市告示第263号に告示された事項を変

更し、同条第10項の規定により次のとおり告示します｡
　　令和４年10月28日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　届け出た地縁による団体
　⑴　名称
　　　戸手町内会
　⑵　主たる事務所の所在地
　　　川崎市幸区戸手２丁目９番13号
　⑶　代表者の氏名
　　　相澤　繁
　⑷　代表者の住所
　　　川崎市幸区戸手３丁目５番８号
２　変更事項及びその内容
　⑴　代表者の氏名
　　　「錦見　欣哉」を「相澤　繁」に改める。
　⑵　代表者の住所
　　�　「川崎市幸区戸手３丁目４番10号」を「川崎市幸
区戸手３丁目５番８号」に改める。

公 告

川崎市公告第1102号
　　　川崎市営住宅等敷地内の放置自動車の処分
　　　について
　次の川崎市営住宅等敷地内にある放置自動車は、令和
４年11月２日までに撤去されない場合は、本市が処分す
ることを公告します。
　　令和４年10月19日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　放置されている場所（住宅名）
　　久末寺谷市営住宅
２　放置自動車の台数
　　バイク　２台（久末寺谷市営住宅）
　　　───────────────────
川崎市公告第1103号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月19日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 道路照明設置その４工事

履行場所 川崎市高津区溝口３丁目７番地先他２箇所

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格
⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
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参 加 資 格

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「照明灯設備」ランク「Ｂ」
で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「電気」）を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は
専任を要しません。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年11月11日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）　

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 道路情報提供装置撤去工事

履行場所 川崎市川崎区日進町21番地先他２箇所

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「通信」種目「その他の通信設備」で登録
されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　電気通信工事業に係る建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格 ⑼　主任技術者（業種「電気通信」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年11月11日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアムゴム床改修工事

履行場所 川崎市多摩区長尾２丁目８番１号

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「内装」種目「内装」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　内装仕上工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「内装仕上」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年11月25日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）　

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 久地樋管自動化改良工事

履行場所 川崎市高津区溝口６丁目６番地先

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格
⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
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参 加 資 格

⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「鋼構造物」種目「水門等の門扉設置」で
登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　鋼構造物工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「鋼構造物」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年11月25日　14時30分　（財政局資産管理部契約課建築契約係）　

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 四谷ゆめ公園ほか遊具更新工事

履行場所 川崎市川崎区四谷下町15－１ほか18箇所

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
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参 加 資 格

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑽　主任技術者（業種「造園」）を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は
専任を要しません。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月２日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 塩浜陸橋橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜１丁目10番地先

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「橋りょう」ランク「Ａ」で
登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月15日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に
付する事項

件　　名 二ヶ領用水（宿河原線）親水施設改良工事

履行場所 川崎市多摩区宿河原３丁目14番地先

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑽　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月２日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免
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契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に
付する事項

件　　名 緑ヶ丘霊園長尾口周辺小区画墓所整備工事

履行場所 川崎市高津区上作延地内

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　造園工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「造園」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月15日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件９）

競争入札に
付する事項

件　　名 市道鋼管通50号線道路補修（切削）工事

履行場所 川崎市川崎区鋼管通４丁目１番地先

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。
⑹　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されていること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑽　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月２日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1104号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�令和５年度固定資産税・都市計画税

納税通知書等印字、カット、製本及
び封入・封かん業務

　⑵　履行場所　　財政局税務部資産税管理課
　⑶　履行期間　　�契約締結日から令和５年４月７日ま

で
　⑷　業務概要　　�固定資産税・都市計画税納税通知書

及び課税明細書にデータの印字を行
う。印字した納税通知書及び課税明
細書をカット・製本し、同封物の封
入・封かんを行う業務。詳細は入札

説明書によります。
２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種99「その他業務」、種目99「その他」で登載さ
れていること。

　⑷�　本市又は他官公庁において、過去５年以内に納税
通知書製本及び封入・封かん業務又は類似する業務
を履行した契約実績があること。

　⑸�　プライバシーマーク又は情報セキュリティマネジ
メントシステム（ＩＳＭＳ）の規格を取得している
こと。
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　⑹�　過去５年以内に本市税務部・収納対策部が発注し
た納税通知書製本及び封入・封かん業務又は類似す
る業務において、事故（他の納税者の納税通知書が
混入した状態で封入・封かんされた封筒を納品）を
起こすことなく、適正に業務を履行していること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布及び提出場所
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル５階
　　　川崎市財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田
　　　電　話：044－200－2190（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3906
　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp
　⑵　配布及び提出期間
　　�　令和４年10月21日㈮から令和４年10月27日㈭まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か
ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶　提出物
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ�　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し
　　ウ�　プライバシーマーク又はＩＳＭＳの認証を受け

ていることが分かるものの写し
　　　�　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。
　⑷　提出方法
　　　持参してください。
　⑸　その他
　　�　提出した書類に関して説明を求められた場合には、
これに応じなければなりません。また、提出された
書類は返却しません。

４　競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に
は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載し
た際に電子メールのアドレスを登録している場合は、
電子メールで配信します。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　交付日時
　　　令和４年11月１日㈫
　⑶　その他
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、川崎市のホームページから
ダウンロードできます。

　　�　なお、インターネットホームページから入手でき
ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交
付します。

　　�　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的に電
子メールで配信します。　

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル５階
　　　財政局税務部資産税管理課　　担当：渡邉
　　　電　話：044－200－2230（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3876
　　　E-mail：23siska@city.kawasaki.jp
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年11月１日㈫から令和４年11月８日㈫午後
５時まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書にて受け付けます。ま
た、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、質問書
を送信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷　回答方法
　　�　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に
対する回答は、令和４年11月11日㈮午後５時までに、
競争入札参加資格があると認めた者全者宛てにＦＡ
Ｘまたは電子メールにて送信します。

　　�　なお、電話等による問合せには一切応じません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚
偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　本業務に係る費用の総額（消費税額及び地方消費
税額を含まない。）で行います。

　　�　なお、金額の算定にあたっては、備品購入費や帳
票運搬費用等、業務履行にかかる費用すべてを考慮
して算出してください。

　⑵　入札書の提出日時及び場所
　　ア　提出日時
　　　　令和４年11月18日㈮　午前10時
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　　イ　提出場所
　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　川崎御幸ビル５階　第１会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時
　　　上記７⑵アに同じ。
　⑸　開札の場所
　　　上記７⑵イに同じ。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とします。ただし、その者の
入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う
ことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合
は、免除します。

　⑵　前払金　否
　⑶　契約書の作成　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　　　───────────────────
川崎市公告第1105号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�令和５年度市民税・県民税（特別徴

収）税額決定通知書等の作製及び印
字・封入封緘等業務委託

　⑵　履行場所　　ア　媒体引き渡し　川崎市役所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　財政局税務部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民税管理課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　�（川崎市川崎区

砂子１丁目８番
地９　川崎御幸
ビル５階）

　　　　　　　　　イ　納品　　　　　�川崎東郵便局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　�（川崎市川崎区

東扇島88番地）
　⑶　履行期間　　�令和４年12月１日から令和５年５月

31日まで
　⑷　業務概要　　�市民税・県民税当初課税時における

税額決定通知書等の作製及び印字・
封入封緘等業務委託

　　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。
２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　作業場所を関東圏内（東京都、神奈川県、千葉県、
埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県）に有すること。

　⑷�　本市又は他官公庁において市民税・県民税（特別
徴収）税額決定通知書の封入封緘等業務の契約実績
または同等の契約の実績があること。

　⑸�　「プライバシーマーク」の使用許諾事業者として
認定されていること。

　⑹�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種99「その他業務」、種目99「その他」に登載さ
れていること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布及び提出場所
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル５階
　　　財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田　
　　　電　話：044－200－2190（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3906
　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp
　⑵　配布及び提出期間
　　�　令和４年10月21日㈮から令和４年11月１日㈫まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か
ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）
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　⑶　提出物
　　　ア　競争入札参加申込書
　　　イ�　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書

等の写し
　　　ウ　プライバシーマーク登録証の写し
　　　　�　上記ア以外の書類については提出者において

作成し、係る費用は提出者の負担とします。
　⑷　提出方法
　　　持参してください。
　⑸　その他
　　�　提出した書類に関して説明を求められた場合には、
これに応じなければなりません。また、提出された
書類は返却しません。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会
　�　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に
は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した
際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動
的に電子メールで配信します。
　⑴　交付場所�
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　通知書交付日
　　　令和４年11月９日㈬
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、川崎市のホームページから
ダウンロードできます。

　　�　なお、インターネットホームページから入手でき
ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交
付します。

　　�　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的に電
子メールで配信します。

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル５階
　　　財政局税務部市民税管理課　　担当：髙木・有吉
　　　電　話：044－200－2228（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3907
　　　E-mail：23simka@city.kawasaki.jp
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年11月９日㈬から令和４年11月14日㈪午後
５時まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。また、
ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送信し
た旨を担当まで御連絡ください。

　⑷　回答方法
　　�　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に
対する回答は、令和４年11月16日㈬午後５時までに、
競争入札参加資格があると認めた者全社宛てにＦＡ
Ｘまたは電子メールにて送付します。

　　　なお、電話等による問合せには一切応じません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚
偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　本業務に係る費用の総額（消費税額及び地方消費
税額を含まない。）で行います。

　　�　なお、金額の算定にあたっては、備品購入費用や
帳票運搬費用等、業務履行にかかる費用すべてを考
慮して算出してください。

　⑵　入札書の提出日時及び場所
　　ア　提出日時
　　　　令和４年11月22日㈫　午後２時30分
　　イ　提出場所
　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　川崎御幸ビル５階　第１会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時
　　　上記⑵アに同じ。
　⑸　開札の場所
　　　上記⑵イに同じ。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とします。ただし、その者の
入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う
ことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
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　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合
は、免除します。

　⑵　前払金　否
　⑶　契約書の作成　要
　⑷　費用内訳明細表
　　�　落札者は契約締結までに、本委託にかかる落札額
の内訳を提示すること（様式自由）。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入
札情報」の「契約関係規定」で閲覧することができ
ます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　　　───────────────────
川崎市公告第1106号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月24日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�川崎市広報掲示板（川崎・幸地区道路

23件）撤去委託
　⑵　履行場所　本市が指定する場所
　⑶　履行期限　令和５年３月31日まで
２　一般競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「その他業務」種目「その他」に登録されてい
ること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に
業種「舗装」種目「舗装」に登録されていること。

　⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿に地
域区分「市内」で登録されていること。

　⑹�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す
る法律第２条第１項各号による　中小企業者である
こと。

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の
配布及び提出
　�　川崎市のホームページ（https://www.city.kawasaki.
jp/170/page/0000144446.html）又は次の配布・提出
場所において、一般競争入札参加資格確認申請書、仕
様書及び質問書が添付された入札説明書を配布します。
　�　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり
所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により
提出してください。
　　なお、入札説明会は実施しません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室
　　　電話　044－200－2281　FAX　044－200－3915
　　　E-mail　17koho@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年10月24日㈪から令和４年10月28日㈮まで
　　　�午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）
　⑶　提出方法　持参
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　場所　３⑴と同じ
　⑵�　日時　令和４年10月31日㈪午後１時から午後５時
まで

　　�　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録し
た際に電子メールのアドレスを登録した場合は、同
日中までに電子メールで配信されます。

５　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先　３⑴と同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年10月31日㈪から令和４年11月１日㈫まで
　　�　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１
時を除く。）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　持参、電子メール、FAXによります。持参先等
は３⑴に同じ。なお、電子メール又はFAXで送付
した場合は、送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電
話にて御連絡ください。

　⑸　回答方法
　　�　令和４年11月２日㈬までに、一般競争入札参加資
格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又は
FAXにて回答書を送付します。なお、この入札の
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参加資格を満たしていない者からの質問に関しては
回答しません。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと
き。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書
類について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記
載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年11月７日㈪午後１時半
　　イ　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/）
で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得に定める
ところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・
提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。

　　　───────────────────
川崎市公告第1107号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月24日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�川崎市広報掲示板（中原・高津地区道

路37件）撤去委託
　⑵　履行場所　本市が指定する場所
　⑶　履行期限　令和５年３月31日まで
２　一般競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「その他業務」種目「その他」に登録されてい
ること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に
業種「舗装」種目「舗装」に登録されていること。

　⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿に地
域区分「市内」で登録されていること。

　⑹�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す
る法律第２条第１項各号による　中小企業者である
こと。

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の
配布及び提出
　�　川崎市のホームページ（https://www.city.kawasaki.
jp/170/page/0000144447.html）又は次の配布・提出
場所において、一般競争入札参加資格確認申請書、仕
様書及び質問書が添付された入札説明書を配布します。
　�　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり
所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により
提出してください。
　　なお、入札説明会は実施しません。
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　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室
　　　電話　044－200－2281　FAX　044－200－3915
　　　E-mail　17koho@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年10月24日㈪から令和４年10月28日㈮まで
　　�　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１
時を除く。）

　⑶　提出方法　持参
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　場所　３⑴と同じ
　⑵�　日時　令和４年10月31日㈪午後１時から午後５時
まで

　　�　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録し
た際に電子メールのアドレスを登録した場合は、同
日中までに電子メールで配信されます。

５　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先　３⑴と同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年10月31日㈪から令和４年11月１日㈫まで
　　�　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１
時を除く。）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　持参、電子メール、FAXによります。持参先等
は３⑴に同じ。なお、電子メール又はFAXで送付
した場合は、送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電
話にて御連絡ください。

　⑸　回答方法
　　�　令和４年11月２日㈬までに、一般競争入札参加資
格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又は
FAXにて回答書を送付します。なお、この入札の
参加資格を満たしていない者からの質問に関しては
回答しません。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと
き。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書
類について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記
載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年11月７日㈪午後２時半
　　イ　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/）
で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得に定める
ところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・
提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。
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　　　───────────────────
川崎市公告第1108号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月24日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�川崎市広報掲示板（宮前・多摩・麻生

地区道路35件）撤去委託
　⑵　履行場所　本市が指定する場所
　⑶　履行期限　令和５年３月31日まで
２　一般競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「その他業務」種目「その他」に登録されてい
ること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に
業種「舗装」種目「舗装」に登録されていること。

　⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿に地
域区分「市内」で登録されていること。

　⑹�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す
る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ
と。

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の
配布及び提出
　�　川崎市のホームページ（https://www.city.kawasaki.
jp/170/page/0000144448.html）又は次の配布・提出
場所において、一般競争入札参加資格確認申請書、仕
様書及び質問書が添付された入札説明書を配布します。
　�　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり
所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により
提出してください。
　　なお、入札説明会は実施しません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室
　　　電話　044－200－2281　FAX　044－200－3915
　　　E-mail　17koho@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年10月24日㈪から令和４年10月28日㈮まで
　　�　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１
時を除く。）

　⑶　提出方法　持参

４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　場所　３⑴と同じ
　⑵�　日時　令和４年10月31日㈪午後１時から午後５時
まで

　　�　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録し
た際に電子メールのアドレスを登録した場合は、同
日中までに電子メールで配信されます。

５　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先　３⑴と同じ
　⑵　質問受付期間
　　　令和４年10月31日㈪から令和４年11月１日㈫まで
　　�　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１
時を除く。）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　持参、電子メール、FAXによります。持参先等
は３⑴に同じ。なお、電子メール又はFAXで送付
した場合は、送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電
話にて御連絡ください。

　⑸　回答方法
　　�　令和４年11月２日㈬までに、一般競争入札参加資
格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又は
FAXにて回答書を送付します。なお、この入札の
参加資格を満たしていない者からの質問に関しては
回答しません。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと
き。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書
類について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記
載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
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書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年11月７日㈪午後３時半
　　イ　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/）
で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得に定める
ところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・
提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。

　　　───────────────────
川崎市公告第1109号
　　　（仮称）西加瀬プロジェクトに係る条例見
　　　解書について
　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条
例第48号）第22条第１項の規定に基づく条例見解書の提
出がありましたので、同条例第22条第２項の規定に基づ
き、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規
則（平成12年川崎市規則第106号）第19条に定める事項
について次のとおり公告します。

　　令和４年10月24日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

条例見解書について
１　指定開発行為者
　　名　称：武蔵小杉特定目的会社
　　代表者：取締役　西川　康洋
　　住　所：東京都中央区日本橋一丁目４番１号
２　指定開発行為の名称及び種類
　⑴　名称
　　　（仮称）西加瀬プロジェクト
　⑵　種類
　　�　都市計画法第４条第12項に規定する開発行為（第
１種行為）

　　　大規模建築物の新設（第１種行為）
　　　商業施設の新設（第２種行為）
３　指定開発行為を実施する区域
　　川崎市中原区西加瀬５番１　外
４　指定開発行為の目的及び内容
　⑴　目的
　　　物流倉庫及び店舗等の新設
　⑵　内容
　　　区域面積：約100,263㎡
　　　延べ面積：約232,720㎡
５　指定開発行為の施行期間
　　着工予定：令和５年４月
　　完了予定：令和８年６月
６　条例見解書の要旨
　　第１章　指定開発行為の概要
　　第２章　環境影響評価の経過
　　第３章　市民意見等の概要と指定開発行為者の見解
　　第４章　関係地域の範囲
７　条例見解書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
　⑴　期間
　　　令和４年10月24日㈪から令和４年11月７日㈪まで
　　　土曜日、日曜日及び祝日は除く
　⑵　時間
　　　川崎市：午前８時30分から午後５時まで
　　　横浜市：�午前８時45分から午後５時まで（環境創

造局環境影響評価課は午後５時15分ま
で）

　　�　いずれの縦覧場所でも令和４年10月24日㈪は正午
から開始

　⑶　場所
　　　川崎市：�中原区役所、幸区役所、幸区役所日吉出

張所、環境局環境評価課（市役所第３庁
舎15階）

　　　横浜市：�横浜市環境創造局環境影響評価課、港北
区役所
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　　　───────────────────
川崎市公告第1110号
　　　入　　札　　公　　告（役務）
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�資源物とごみの分け方・出し方作製

等業務委託
　⑵　履行場所　　�環境局生活環境部減量推進課ほか４

か所
　⑶　履行期間　　�契約締結日から令和５年３月16日ま

で
　⑷　業務内容
　　�　「資源物とごみの分け方・出し方」の作製等に関
する業務内容は、次のとおりとする。

　　�　「資源物とごみの分け方・出し方」の作製及び納
入に関する業務

２　競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望するものは、次の条件を満たして
いなければならない。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「その他業務」種目「印刷物のデザイン」で登
録されている者。

　⑶�　過去５年間に、本委託業務と同等の契約実績を有
していること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　競争入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加の申込みをしなければならない。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　川崎市環境局生活環境部減量推進課普及広報係
　　　鈴木
　　　電　話　044－200－2580
　　　ＦＡＸ　044－200－3923
　　　メール　30genryo@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年10月25日から令和４年11月１日
　　�　（土・日及び休日を除く毎日午前９時から午後５
時まで（正午から午後１時までは除く。））

　⑶　提出方法
　　　持参

４　業務仕様書類の閲覧
　　次により業務仕様書類を閲覧することができます。
　⑴　閲覧場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　閲覧期間　　上記３⑵に同じ
５　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競
争入札参加資格確認通知書を交付します。また、競争
入札参加資格があると認めた者には、入札説明書及び
仕様書を交付します。なお、川崎市業務委託有資格業
者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して
いる場合は、令和４年11月７日に電子メールで配信し
ます。電子メールアドレスを登録していない場合は、
次の期間に受け取りに来ること。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年11月７日
　　�　（午前10時から午後５時まで（正午から午後１時
までは除く。））

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚
偽の記載をしたとき。

７　仕様・入札に関する問い合わせ先
　⑴　問い合わせ場所
　　　上記３⑴と同じ。
　⑵　問い合わせ期間
　　　令和４年11月８日から令和４年11月14日
　　�　（午前10時から午後５時まで（正午から午後１時
までは除く。））

　⑶　問い合わせ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」に必要事項を記入
し、３⑴の場所に提出してください。

　⑷　質問受け付け方法
　　�　持参、電子メールによる。
　　　アドレス　30genryo@city.kawasaki.jp
　⑸　回答方法
　　�　令和４年11月18日までに競争入札参加資格確認通
知書の交付を受けた者へ文書（電子メールまたはＦ
ＡＸ）で送付します。なお、競争入札参加資格確認
通知書の交付を受けていない者からの質問に関して
は回答しません。

８　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとする。
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　⑵　入札の日時令和４年11月25日　午後４時
　⑶　入札の場所　川崎市役所第３庁舎15階第２会議室
　⑷　入札保証金　免除
　⑸　開札の日時上記８⑵に同じ
　⑹　開札の場所　上記８⑶に同じ
　⑺�　落札者の決定方法　�川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格
の制限の範囲内で最低の価格
をもって有効な入札を行った
者を落札者とします。ただし、
その者の入札価格が著しく低
価格の場合は、調査を行う場
合があります。

　⑻�　入札の無効　　　　�「川崎市競争入札参加者心得」
で無効と定める入札は、これ
を無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　免除
　⑵　前払金　　　　　　否
　⑶　契約書の作成　　　要
　⑷�　契約条項等の閲覧　川崎市契約規則及び川崎市競
争入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入
札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ
とができます。

10　その他
　⑴�　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第1111号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�王禅寺処理センター資源化処理施設

クレーン設備点検整備業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地
　⑶　履行期間　　契約日から令和５年３月17日㈮まで
　⑷　業務概要　�　本業務は、王禅寺処理センター資源

化処理施設に設置されているクレーン
設備を「クレーン等安全規則第34条の
定期自主検査」に基づき、機能を正常
に維持するために必要な点検整備を実
施するものである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点
検」に登録されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
同種のクレーン設備点検整備業務の契約実績を有す
ること。

　⑸�　業務に必要な有資格者及び技術者を配置できるこ
と。

　　ア　クレーン運転士
　　イ　玉掛け技能講習修了者
　⑹�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２の⑷、⑸の証明書類を提出して
ください。また、競争入札参加申込書にて一部再委託
を申請する場合は、再委託確認書を提出してください。
　⑴　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地　
　　　環境局施設部王禅寺処理センター
　　　担当　鈴木、白木、山口
　　　電話　044－966－6135
　　※�　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで
きます。

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　�　令和４年10月25日㈫から令和４年10月31日㈪９時
から17時まで

　　　（日曜日及び12時～ 13時を除く。）
　⑶　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）
　⑷　提出書類
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　ウ　上記２⑸の資格証の写し
　　エ　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
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を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子
メールで令和４年11月８日㈫までに配信します。電子
メールアドレスを登録していない場合は、次のとおり
受け取りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年11月８日㈫９時から17時ま

で（12時から13時を除く。）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　�　令和４年11月８日㈫９時から令和４年11月10日㈭
17時まで

　⑵　質問書の様式
　　�　配布する「質問書」の様式により提出してくださ
い。

　⑶　質問受付方法
　　　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp
　⑷　回答方法
　　　令和４年11月15日㈫
　　�　全ての競争入札参加者へ電子メールにて送付しま
す。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年11月18日㈮
　　　　　　　　　　　　　10時00分
　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市麻生区王禅寺1285番

地
　　　　　　　　　　　　　王禅寺処理センター３階
　　　　　　　　　　　　　会議室
　⑷　入札書の提出方法　　�持参（持参以外は無効とす

る。）
　⑸　入札保証金　　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　�　川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定価
格の制限の範囲内で、最低の
価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とします。

　⑺　再入札の実施　　　�　落札者がいない場合は、直
ちに再入札を行います。（開

札に立ち会わない者は、再入
札に参加の意思がないものと
みなします。）

　⑻　入札の無効　　　　�　川崎市競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これ
を無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　要（10％）
　⑵　契約書の作成　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧�　川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札情
報かわさきの「契約関係規定」
から閲覧できます。

　　　　　　　　　　�（https://www.city.kawasaki .
jp/233300/index.html）

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　詳細は入札説明書によります。
　　　───────────────────
川崎市公告第1112号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�浮島埋立事業所計装機器保守点検業

務委託
　⑵　履行場所　　川崎市川崎区浮島町523番地１
　⑶　履行期間　　契約日から令和５年３月17日㈮まで
　⑷　業務概要　�　浮島埋立事業所に設置されている計

装機器の機能を正常に維持するために
必要な保守点検を実施するものである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点
検」に登載されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
同種の計装機器保守点検業務の契約実績を有するこ
と。
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　⑸�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提出、
仕様書等閲覧及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑷に関する書類を提出してくだ
さい。また、競争入札参加申込書にて一部再委託を申
請する場合は、再委託確認書を提出してください。
　⑴　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先
　　�　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁
舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　担当　小澤・上村
　　　電話　044－200－2590（直通）
　　※�　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで
きます。

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　�　令和４年10月25日㈫から令和４年11月１日㈫９時
から17時まで

　　　（土曜日、日曜日及び12時から13時は除く）
　⑶　提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑷の実績を確認できる書類等の写し（契

約書の写し等）
　　イ�　上記２⑸の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を令和４年11月８日㈫に交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子
メールで配信します。電子メールアドレスを登録して
いない場合は、次のとおり受け取りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年11月８日㈫９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時は除く）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　�　令和４年11月８日㈫から令和４年11月14日㈪９時
から17時まで

　　　（土曜日、日曜日及び12時から13時は除く）
　⑵�　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。
　⑶　質問受付方法
　　ア　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－200－3923
　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法
　　�　令和４年11月17日㈭に文書（電子メールまたはＦ
ＡＸ）にて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年11月24日㈭14時00
分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地
４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎16階　
環境局会議室

　⑷　入札書の提出方法　　�持参（持参以外は無効とし
ます）

　⑸　入札保証金　　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　�　川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定価
格の制限の範囲内で、最低の
価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とします。

　⑺　再入札の実施　　　�　落札者がいない場合は、直
ちに再入札を行います。（開
札に立ち会わない者は、再入
札に参加の意思がないものと
みなします。）

　⑻　入札の無効　　　　�　川崎市競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これ
を無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　免除
　⑵　契約書の作成　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧　　
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、入札情報かわさき（https://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）の「契約関係規定」から閲
覧できます。
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９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　詳細は入札説明書によります。
　　　───────────────────
川崎市公告第1113号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�南部リサイクルセンター空気圧縮機

点検整備業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市川崎区夜光３丁目１－３
　⑶　履行期間　　�契約締結日から令和５年２月28日㈫

まで
　⑷　業務概要　�　本仕様書は、南部リサイクルセン

ターに設置されている空気圧縮機の機
能を正常に維持するために必要な点検
整備を実施するものである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点
検」で登録されている者。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁において、同種の空
気圧縮機の点検整備業務または補修工事の契約実績
を有すること。

　⑸�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提出、
仕様書閲覧及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑷の契約実績を確認できる書類
を提出してください。また、競争入札参加申込書にて
一部再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出し
てください。
　⑴　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　環境局施設部処理計画課　担当　小澤・上村
　　　電話　044－200－2590（直通）
　　※�　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで
きます。

　⑵　配布・提出・仕様書閲覧期間
　　�　令和４年10月25日㈫から令和４年11月１日㈫９時
から17時まで

　　　（土曜日、日曜日及び12時から13時は除く）
　⑶　提出方法　　持参（持参以外は無効とします）
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑷の実績を確認できる書類等の写し（契

約書の写し等）
　　イ�　上記２⑸の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）
４　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書及
び仕様書を令和４年11月８日㈫に交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子
メールで配信します。電子メールアドレスを登録して
いない場合は、次のとおり受け取りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年11月８日㈫９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時は除く）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　�　令和４年11月８日㈫から令和４年11月14日㈪９時
から17時まで

　　　（土曜日、日曜日及び12時から13時は除く）
　⑵�　質問書の様式　「質問書」の様式は、仕様書と併
せて交付いたします。

　⑶　質問受付方法
　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。
　　ア　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－200－3923
　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法
　　�　令和４年11月17日㈭に文書（電子メールまたはＦ
ＡＸ）にて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。
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　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年11月24日㈭13時10
分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地
４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎16階　
環境局会議室

　⑷　入札書の提出方法　　�持参（持参以外は無効とし
ます。）

　⑸　入札保証金　　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　�　川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定価
格の範囲内で、最低の価格を
もって有効な入札を行った者
を落札者とします。

　⑺　再入札の実施　　　�　落札者がいない場合は、直
ちに再入札を行います。（開
札に立ち会わない者は、再入
札に参加の意思がないものと
みなします。）

　⑻　入札の無効　　　　�　川崎市競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これ
を無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　免除
　⑵　契約書の作成　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧�　川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札情
報かわさきの「契約関係規定」
から閲覧できます。

　　　　　　　　　　　�（https://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　詳細は入札説明書によります。
　　　───────────────────
川崎市公告第1114号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�連続用紙自動裁断機等一式賃貸借及

び保守業務
　⑵　履行場所　　川崎市役所第３庁舎８階
　⑶　履行期間　　�令和４年12月１日から令和９年11月

30日まで
　⑷　業務概要　　�連続用紙自動裁断機等一式の賃貸借

及び保守詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿に業種「リース」、種目「事務用機器」
に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　本業務の機器等の物品調達について、本市又は他
官公庁に過去５年以内に業務を履行した類似の契約
実績があること。

　⑸�　この調達において契約締結後、仕様書の内容を遵
守し確実かつ速やかに納入できること。

　⑹�　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の
求めに応じて、速やかに提供できること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布及び提出場所
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル５階
　　　財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田　
　　　電　話：044－200－2190（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3906
　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp
　⑵　配布及び提出期間
　　�　令和４年10月25日㈫から令和４年11月１日㈫まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か
ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶　提出物
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ�　納入実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し
　　ウ�　導入予定機種（連続用紙自動裁断機等）につい

て、その仕様を掲載したカタログ
　　　�　上記イ、ウの書類については提出者において作
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成し、係る費用は提出者の負担とします。
　⑷　提出方法
　　　持参してください。
　⑸　その他
　　�　提出した書類に関して説明を求められた場合には、
これに応じなければなりません。また、提出された
書類は返却しません。

４　競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競
争入札参加資格確認通知書を交付します。
　�　ただし、川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業
者名簿へ登載した際に電子メールのアドレスを登録し
ている場合は、電子メールで配信します。
　　なお、入札説明会は開催しません。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　通知書交付日
　　　令和４年11月９日㈬
　⑶　その他
　　�　入札説明書及び仕様書は３⑴の場所において、３
⑵の期間で縦覧に供します。また、川崎市のホーム
ページからダウンロードできます。（「入札情報かわ
さき」－「入札情報」の「物品」－「入札公表・財
政局」）

　　�　なお、インターネットホームページから入手でき
ない場合には、申し出により無償で入札説明書及び
仕様書を交付します。

５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル５階
　　　財政局税務部税制課事務改善担当
　　　担当：高山・今井
　　　電　話：044－200－3704（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3906
　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年11月９日㈬から令和４年11月14日㈪午後
５時まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。また、
ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、質問書を送
信した旨を上記５⑴担当まで御連絡ください。

　⑷　回答方法
　　�　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に
対する回答は、令和４年11月16日㈬午後５時までに、
競争入札参加資格があると認めた者全社宛てにＦＡ

Ｘまたは電子メールにて送信します。
　　�　なお、電話等による問合せには一切応じません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚
偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　機器等の調達及び導入設置作業に係る費用を含む
５年間のリース費用の総額（消費税額及び地方消費
税額を含まない。）で行います。

　　�　なお、リース総額は、１円未満の端数を切り捨て
たリース月額に60を乗じた額とします。また、金額
の算定にあたっては、次の項目を考慮した上で算出
してください。

　　ア　機器の保守費用
　　イ　機器の保険料
　　ウ　機器の輸送、設置、撤去等に係る費用
　　エ　その他調達物件の賃借に係る費用
　⑵　入札書の提出日時及び場所
　　ア　提出日時
　　　　令和４年11月22日㈫　午後３時
　　イ　提出場所
　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　川崎御幸ビル５階　第１会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時
　　　上記７⑵アに同じ。
　⑸　開札の場所
　　　上記７⑵イに同じ。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とします。ただし、その者の
入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う
ことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合
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は、免除します。
　⑵　前払金　否
　⑶　契約書の作成　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入
札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ
とができます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑷�　この契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を川崎市は変更又は解除できるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は川崎市と落札者が協議して定め
るものとします。

　　　───────────────────
川崎市公告第1115号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�学校産業廃棄物（業務用テレビ等）

収集運搬・処分業務委託（川崎区）
　⑵　履行場所　　川崎区内市立学校　（31校）
　⑶　履行期間　　�契約締結日から令和５年３月31日㈮

まで
　⑷　委託概要　　仕様書による。
２　一般競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度「川崎市業務
委託有資格業者名簿」の業種「廃棄物関連業務」、
種目「産業廃棄物収集運搬」及び「産業廃棄物処分
業」の両方に登載されていること。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同
等（類似）の契約履行実績を有すること（契約実績
を証明できるものを書面にて競争入札参加申込書と
共に提出すること。）。

　⑸�　入札期日及び履行期間の始期において、本件業務
を実施するために必要な許可を受けていること（収
集運搬及び処分に係る許可証の写しを競争入札参加
申込書と共に提出すること。）。

３　一般競争入札参加申込み及び仕様書について
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競
争入札参加申込書を提出してください。
　⑴　提出場所
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル　３階
　　　教育委員会事務局　総務部　学事課
　　　電　話　044－200－3659
　　　ＦＡＸ　044－200－3950
　　　Ｅ-mail　88gakuzi@city.kawasaki.jp
　⑵　提出期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年11月７日㈪まで
　　�　午前８時30分から正午及び午後１時から５時（土
曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶　提出書類　
　　ア　競争入札参加申込書　
　　イ　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）　
　　ウ�　許可を受けていることを確認できる書類（許可

証の写し）
　⑷　提出方法
　　　持参に限る。
　⑸　競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法
　　�　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書
並びに仕様書等は、川崎市ホームページからダウン
ロードすることができます（「入札情報かわさき」
の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあ
ります。）。ダウンロードができない場合には、「３
⑵　提出期間」の期間に、「３⑴　提出場所」で配
布します。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４
年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー
ルアドレスに令和４年11月11日㈮までに確認通知書を
送付します。
　�　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場
合は、令和４年11月11日㈮の午前８時30分から午後５
時（正午から午後１時までを除く）までの間に、３⑴
にて、書類を交付します。
５　仕様・入札に関する問合せ先
　⑴　問合せ場所
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　　　３⑴と同じ。
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年11月11日㈮午前８時30分から令和４年11
月18日㈮午後５時まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、３⑴の電子メールアドレスまたはＦＡＸ
あて送付してください。電話による質問には応じら
れません。なお、質問書を送付したときは、その旨
担当まで電話で御連絡ください。（土曜日及び日曜
日を除く、午前８時30分から正午まで及び午後１時
から午後５時まで）

　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年11月25日㈮
午後５時までに、競争入札参加資格があると認めら
れる者全てに、電子メールアドレスまたはＦＡＸに
て送付します。また、競争入札参加資格があると認
められない者からの質問には回答しません。なお、
回答に対する再質問は受け付けません。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　入札金額は、産業廃棄物収集運搬・処分業務委託
に係る費用の合計額となります。なお、入札に際し
ては、「川崎市競争入札参加者心得」第３条第２項
の規定に関わらず、契約希望金額から消費税及び地
方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記
載してください。

　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年11月30日㈬午前９時00分
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室
　　　　川崎市高津区溝口６－９－３
　⑵　入札保証金　　免除
　⑶　開札の日時　　７⑴アに同じ
　⑷　開札の場所　　７⑴イに同じ
　⑸　入札及び開札に立ち会うものに関する事項
　　�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、
入札前に委任状を提出しなければなりません。入札
当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ
い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ

さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通
知書を持参してください。

　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査
を行うことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑻　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ
さい。

８　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金　　　　契約金額の10％
　　　　　　　　　　　　�ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除。
　⑵　前払金　　　　　　否
　⑶　支払方法　　　　　一括払い
　⑷　契約書作成の要否　要
　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情報」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
ころによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第1116号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�学校産業廃棄物（業務用テレビ等）

収集運搬・処分業務委託（幸区）
　⑵　履行場所　　幸区内市立学校　（19校）
　⑶　履行期間　　�契約締結日から令和５年３月31日㈮

まで
　⑷　委託概要　　仕様書による。
２　一般競争入札参加資格に関する事項
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　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度「川崎市業務
委託有資格業者名簿」の業種「廃棄物関連業務」、
種目「産業廃棄物収集運搬」及び「産業廃棄物処分
業」の両方に登載されていること。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等（類似）の契約履行実績を有すること（契約実績
を証明できるものを書面にて競争入札参加申込書と
共に提出すること。）。

　⑸�　入札期日及び履行期間の始期において、本件業務
を実施するために必要な許可を受けていること（収
集運搬及び処分に係る許可証の写しを競争入札参加
申込書と共に提出すること。）。

３　一般競争入札参加申込み及び仕様書について
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競
争入札参加申込書を提出してください。
　⑴　提出場所
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル　３階
　　　教育委員会事務局　総務部　学事課
　　　電　話　044－200－3659
　　　ＦＡＸ　044－200－3950
　　　Ｅ-mail　88gakuzi@city.kawasaki.jp
　⑵　提出期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年11月７日㈪まで
　　�　午前８時30分から正午及び午後１時から５時（土
曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶　提出書類　
　　ア　競争入札参加申込書　
　　イ　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）　
　　ウ�　許可を受けていることを確認できる書類（許可

証の写し）
　⑷　提出方法
　　　持参に限る。
　⑸　競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法
　　�　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書
並びに仕様書等は、川崎市ホームページからダウン
ロードすることができます（「入札情報かわさき」
の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあ
ります。）。ダウンロードができない場合には、「３
⑵　提出期間」の期間に、「３⑴　提出場所」で配

布します。
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４
年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー
ルアドレスに令和４年11月11日㈮までに確認通知書を
送付します。
　�　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場
合は、令和４年11月11日㈮の午前８時30分から午後５
時（正午から午後１時までを除く）までの間に、３⑴
にて、書類を交付します。
５　仕様・入札に関する問合せ先
　⑴　問合せ場所
　　　３⑴と同じ。
　⑵　問合せ期間　
　　�　令和４年11月11日㈮午前８時30分から令和４年11
月18日㈮午後５時まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、３⑴の電子メールアドレスまたはＦＡＸ
あて送付してください。電話による質問には応じら
れません。なお、質問書を送付したときは、その旨
担当まで電話で御連絡ください。（土曜日及び日曜
日を除く、午前８時30分から正午まで及び午後１時
から午後５時まで）

　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年11月25日㈮
午後５時までに、競争入札参加資格があると認めら
れる者全てに、電子メールアドレスまたはＦＡＸに
て送付します。また、競争入札参加資格があると認
められない者からの質問には回答しません。なお、
回答に対する再質問は受け付けません。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　入札金額は、産業廃棄物収集運搬・処分業務委託
に係る費用の合計額となります。なお、入札に際し
ては、「川崎市競争入札参加者心得」第３条第２項
の規定に関わらず、契約希望金額から消費税及び地
方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記
載してください。

　　ア　入札書の提出日時
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　　　　　令和４年11月30日㈬午前９時15分
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室
　　　　川崎市高津区溝口６－９－３
　⑵　入札保証金　　免除
　⑶　開札の日時　　７⑴アに同じ
　⑷　開札の場所　　７⑴イに同じ
　⑸　入札及び開札に立ち会うものに関する事項
　　�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、
入札前に委任状を提出しなければなりません。入札
当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ
い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ
さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通
知書を持参してください。

　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査
を行うことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑻　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ
さい。

８　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金　　　　契約金額の10％
　　　　　　　　　　　　�ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除。
　⑵　前払金　　　　　　否
　⑶　支払方法　　　　　一括払い
　⑷　契約書作成の要否　要
　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情報」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
ころによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第1117号

　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�令和４年度（令和５年１月以降）市

民税・県民税（普通徴収）納税通知
書印字、製本、封入封緘等業務委託

　⑵　履行場所　　ア　媒体引き渡し　�川崎市役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　所財政局税務部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民税管理課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　�（川崎市川崎区

砂子１丁目８番
地９　川崎御幸
ビル５階）

　　　　　　　　　イ　納品　　　　　�川崎東郵便局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　�（川崎市川崎区

東扇島88番地）
　⑶　履行期間　　�令和４年11月28日から令和５年３月

31日まで
　⑷　業務概要　�　市民税・県民税（普通徴収）に係る

納税通知書の印字、製本、封入封緘等
業務委託詳細は入札説明書によります。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種99「その他業務」、種目99「その他」に登載さ
れていること。

　⑷�　作業場所を関東圏内（東京都、神奈川県、千葉県、
埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県）に有すること。

　⑸�　本市又は他官公庁において市民税・県民税（普通
徴収）納税通知書の封入封緘等業務の契約実績また
は同等の契約の実績があること。

　⑹�　「プライバシーマーク」の使用許諾事業者として
認定されていること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布及び提出場所
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル５階
　　　財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田　
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　　　電　話：044－200－2190（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3906
　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp
　⑵　配布及び提出期間
　　�　令和４年10月25日㈫から令和４年11月１日㈫まで
（午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時まで）

　⑶　提出物
　　　ア　競争入札参加申込書
　　　イ�　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書

等の写し
　　　ウ　プライバシーマーク登録証の写し
　　　　�　上記ア以外の書類については提出者において

作成し、係る費用は提出者の負担とします。
　⑷　提出方法
　　　持参してください。
　⑸　その他
　　�　提出した書類に関して説明を求められた場合には、
これに応じなければなりません。また、提出された
書類は返却しません。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会
　�　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に
は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した
際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動
的に電子メールで配信します。
　⑴　交付場所�
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　通知書交付日
　　　令和４年11月９日㈬
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、川崎市のホームページから
ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－「入
札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」）

　　�　なお、インターネットホームページから入手でき
ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交
付します。

　　�　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的に電
子メールで配信します。

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル５階
　　　財政局税務部市民税管理課　　担当：髙木・田口
　　　電　話：044－200－2228（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3907
　　　E-mail：23simka@city.kawasaki.jp
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年11月９日㈬から令和４年11月14日㈪午後
５時まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。また、
ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送信し
た旨を担当まで御連絡ください。

　⑷　回答方法
　　�　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に
対する回答は、令和４年11月16日㈬午後５時までに、
競争入札参加資格があると認めた者全社宛てにＦＡ
Ｘまたは電子メールにて送付します。

　　　なお、電話等による問合せには一切応じません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚
偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　本業務に係る費用の総額（消費税額及び地方消費
税額を含まない。）　で行います。

　　�　なお、金額の算定にあたっては、備品購入費用や
帳票運搬費用等、業務履行にかかる費用すべてを考
慮して算出してください。

　⑵　入札書の提出日時及び場所
　　ア　提出日時
　　　　令和４年11月22日㈫　午後２時　
　　イ　提出場所
　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　川崎御幸ビル５階　第１会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時
　　　上記⑵アに同じ。
　⑸　開札の場所
　　　上記⑵イに同じ。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とします。ただし、その者の
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入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う
ことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合
は、免除します。

　⑵　前払金　否
　⑶　契約書の作成　要
　⑷　費用内訳明細表
　　�　落札者は契約締結までに、本委託にかかる落札額
の内訳を提示すること（様式自由）。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入
札情報」の「契約関係規定」で閲覧することができ
ます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　　　───────────────────
川崎市公告第1118号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　件名　
　　令和４年度多摩区ガイドマップ作成業務委託
２　履行期間　
　　契約締結日から令和５年２月13日まで
３　履行場所
　　多摩区総合庁舎、その他多摩区内で必要な場所
４　業務概要
　�　多摩区ガイドマップを最新の情報に更新し、発行し
ます。市外からの転入者向け及び来訪者向けとして、
区の縮尺地図と市の施設情報の他、避難所一覧などの
防災情報やバス路線図や民間施設等の生活情報、区の
取組や見どころ、観光スポット、イベントカレンダー
等を紹介することで、多摩区の魅力や、多摩区での生
活に役立つ地域情報を提供し、転入者等の新しい暮ら

しでの不安を軽減します。とともに、区への愛着を育
み、また観光推進の一助とすることが目的です。
５　一般競争入札参加資格　
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと　

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、
業種「99その他業務」の内、種目「09印刷物のデザ
イン」で登録している者

　⑷�　全区域レベルでの地図調製、且つデザイン・レイ
アウトの対応が可能で事業目的・趣旨等を理解し、
確実に事業を履行でき、過去５箇年の間に、本市又
はその他の官公庁において、類似のガイドマップ作
成事業委託契約を２回以上締結し、これらを全て誠
実に履行した実績を有すること。

　⑸　担当技術者の中に測量士を配置すること。
　⑹�　担当技術者については、本業務の契約日時点で
３ヶ月以上の雇用関係が証明できること。

６�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の
配布及び提出
　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」または、
次の配布・提出場所において一般競争入札参加資格確
認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書
を配布します。
　�　また、この入札に参加を希望する者は、次により所
定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参または郵
送により提出してください。
　�　入札参加資格を証する書類は、上記５-⑷について、
実績等を記載したものです。（書式自由）
　�　・「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html
　　　なお、入札説明会は実施しません。
　⑴　配布・提出先
　　　〒214－8570　
　　　川崎市多摩区登戸1775－１　多摩区総合庁舎10階
　　　多摩区役所まちづくり推進部地域振興課　
　　　電話　044－935－3148
　　　ＦＡＸ　044－935－3391　
　　　電子メール　71tisin@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間　
　　�　令和４年10月25日㈫午前８時30分から11月２日㈬
午後５時まで（ただし土曜日、日曜日、祝日を除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参または郵送
７　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
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　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　場所　　６⑴に同じ
　⑵　日時　11月４日㈮午後１時から午後５時まで
　　�　ただし、業務委託有資格者名簿へ登録した際に電
子メールのアドレスを登録した場合は、同日中まで
に電子メールで配信されます。

８　問い合わせ
　⑴　問い合わせ先　
　　　６⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　10月25日㈫から11月４日㈮までの午前８時30分か
ら午後５時まで及び11月７日㈪の午前８時30分から
正午までとします。ただし、閉庁日（土曜日、日曜
日及び祝日）並びに平日の正午から午後１時までを
除きます。

　⑶　質問書の様式　
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法　
　　　電子メール
　⑸　回答方法　
　　�　11月11日㈮午後５時までに一般競争入札参加資格
確認通知書の交付を受けた者へ電子メールにて回答
書を送付します。なお、この入札の参加資格を満た
していない者からの質問に関しては、回答しません。

９　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参
加資格を喪失します。　
　⑴�　開札前に上記５の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。　

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書
類について、虚偽の記載をしたとき。　

10　入札手続等　
　⑴　入札方法　
　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分100に相当する金額を入札書に記載
してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。　

　⑵　入札・開札の日時及び場所　

　　ア　入札日時　11月16日㈬午前10時
　　イ　入札場所　�〒214－8570　川崎市多摩区登戸

1775番地１
　　　　　　　　　多摩区総合庁舎10階1002会議室
　⑶　入札書の提出方法　　持参とします。
　⑷　入札保証金　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

11　契約手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」（URLは６に記載）及び「６⑴配布・
提出先」で閲覧することができます。

12　その他　
　�　関連情報を入手するための窓口は、「６⑴配布・提
出先」と同じ。
　　　───────────────────
川崎市公告第1119号
　地球温暖化対策の推進に関する法律第38条の規定に基
づく地域地球温暖化防止活動推進センターの募集につい
て次のとおり公告します｡
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　募集するセンターについて
　�　地域地球温暖化防止活動推進センターは、地球温暖
化対策に関する啓発・広報活動など法第38条第２項に
規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認
められる団体を市長が指定するものであり、本市では
「川崎市地球温暖化防止活動推進センター」として活
動します。
２　募集要項
　�　募集要項については、次のホームページからダウン
ロードしてください。
　　�https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000144211.
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html
３　指定期間
　　令和５年４月１日から令和８年３月31日
４　説明会
　　令和４年11月１日㈫
５　参加意向申出書の提出等
　⑴　参加意向申出書
　　�　参加を希望する団体は、参加意向申出書（様式１）
を提出してください。

　　�　参加意向申出書（様式１）については、次のホー
ムページからダウンロードしてください。

　　　�https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000144211.
html

　　ア　提出期限：令和４年11月７日㈪　正午まで
　　　　　　　　　�（受付時間：午前９時～午後５時閉

庁日及び正午～午後１時を除く）
　　イ　提出場所：川崎市環境局脱炭素戦略推進室
　　　　　　　　　（川崎市役所第３庁舎17階）
　　　　　　　　　住所　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　電話　044－200－3871
　　ウ　提出方法：持参
　⑵　参加資格確認結果通知書の交付
　　�　参加意向申出書を提出した団体には、応募資格の
有無について、参加意向申出書に記載されている
メールアドレス宛てメールを送付いたします｡

６　参加資格を有した団体の応募書類の提出
　　応募書類を次のとおり受け付けます。
　⑴　提出期限：令和４年11月18日㈮正午まで
　　　�（受付時間：午前９時～午後５時閉庁日及び正午

～午後１時を除く）
　⑵　提出物
　　ア�　「川崎市地球温暖化防止活動推進センター指定

申請書」（様式４）及び添付書類
　　　　（添付書類）　　・定款又は寄付行為
　　　　　　　　　　　・登記事項証明書
　　　　　　　　　　　・�役員の氏名、住所及び略歴を

記載した書面
　　　　　　　　　　　・収支計算書（直近の１年分）
　　　　　　　　　　　・貸借対照表（直近の１年分）
　　　　　　　　　　　・財産目録
　　イ　活動実績書（様式５）
　　ウ�　事業計画書（様式６－１、様式６－２及び事業

説明資料）
　　　�　川崎市地球温暖化防止活動推進センターとして

指定を受けた場合、令和５年度、令和６年度、令
和７年度の３か年のうちに実施したいと考える事
業について、事業概要、実施体制、事業費等を事
業計画書として、様式６－１及び様式６－２に記

載してください。また、個別事業について補足資
料が必要な場合は、様式６－２に添えて提出して
ください。（様式は自由としますが、A４サイズ
に統一してください。）

　　エ　確認書（様式７）
　　オ　その他川崎市長が必要と認める書類
　⑶　提出場所：�川崎市環境局脱炭素戦略推進室（川崎

市役所第３庁舎17階）
　　　　　　　　住所　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　電話　044－200－3871
　⑷　提出方法：持参
７　問い合わせ・連絡先
　　担当：川崎市環境局脱炭素戦略推進室　
　　住所：〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地
　　電話：044－200－3871
　　　───────────────────
川崎市公告第1120号
　　　入　　札　　公　　告（役務）
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　し尿中継輸送・下水投入施設脱臭剤交換及び送風
機等点検整備業務委託

　⑵　履行場所
　　�　宮前生活環境事業所し尿中継輸送・下水投入施設
（川崎市宮前区宮崎172番地）

　⑶　履行期間
　　　契約締結日から令和５年３月24日まで
　⑷　業務概要
　　�　宮前生活環境事業所し尿中継輸送・下水投入施設
に設置されている脱臭設備を維持管理するための脱
臭剤の交換及び送風機等の点検整備業務

２　参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条に規定する資格停止期間中
でないこと。（地方自治法施行令第167条の４参照）

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」
に登載されていること。

　⑷�　過去２年間（令和２・３年度）に、本市又は他官
公庁において、し尿・汚泥処理関連施設の脱臭剤交
換業務及び脱臭設備点検業務の契約実績を有し、か
つ業務完了実績を有すること。
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３�　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑷を確認できる書類を提出して
ください。
　⑴　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　環境局生活環境部収集計画課
　　　し尿・浄化槽担当　天野
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　電話　044－200－2585（直通）
　⑵　配布・提出、閲覧期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年10月31日㈪まで
　　　９時00分から17時00分まで
　　　�（土曜日、日曜日及び12時00分から13時00分まで

の間は除く）
　⑶　提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
４　確認通知書・質問書及び仕様書等の交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、参加資格があると認
めた者には、確認通知書・質問書及び仕様書等を令和
４年11月１日㈫に交付します。なお、川崎市業務委託
有資格業者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを
登録している場合は、電子メールで配信します。電子
メールアドレスを登録していない場合は、次のとおり
交付しますので受け取りに来てください。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年11月１日㈫
　　　９時00分から16時00分まで
　　　（12時00分から13時00分までの間は除く）
５　参加資格の喪失
　�　参加資格があると認められた者が、次のいずれかに
該当するときは、この入札に参加することができませ
ん。
　⑴　２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

６　委託内容に関する質問
　⑴　質問受付期間
　　　令和４年11月１日㈫から令和４年11月８日㈫まで
　　　９時00分から17時00分まで
　　　�（土曜日、日曜日、祝日及び12時00分から13時00

分までの間は除く）
　⑵　質問の様式
　　�　確認通知書交付時に配布する「質問書」により提
出してください。

　⑶　質問受付方法
　　�　電子メール及びＦＡＸとします。なお、送信後は
必ず確認のため電話連絡をしてください。

　　　電子メールアドレス　30syusyu@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923
　　　電話番号　044－200－2585
　⑷　回答方法
　　�　令和４年11月10日㈭全社へ文書（電子メールまた
はＦＡＸ）にて送付します。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時
　　　令和４年12月２日㈮　10時00分
　⑶　入札・開札の場所
　　　川崎市役所第３庁舎15階
　　　第１会議室（川崎市川崎区東田町５番地４）
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　入札書の提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
　⑹　落札者の決定
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札
を行った者を落札者とします。ただし、その者の入
札価格が著しく低価格の場合は調査を行う場合があ
ります。

　⑺　入札書の記載金額
　　�　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第
３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の110
分の100に相当する金額を入札書に記載してくださ
い。

　⑻　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。　また、川崎市契
約規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の
納付を免除します。

　⑵　契約書の作成
　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市公式ホームページ内の「入札情報かわさ
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き」、「契約関係規定」から閲覧できます。
９　その他
　⑴�　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条
例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約
に該当します。

　　�　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第
８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎
市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報
かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、
「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」
を御覧ください。

　　　───────────────────
川崎市公告第1121号
　　　入　　札　　公　　告（役務）
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　し尿中継輸送・下水投入施設水中カッターポンプ
点検整備業務委託

　⑵　履行場所
　　　宮前生活環境事業所し尿中継輸送・下水投入施設
　　　（川崎市宮前区宮崎172番地）
　⑶　履行期間
　　　契約締結日から令和５年３月24日まで
　⑷　業務概要
　　�　宮前生活環境事業所し尿中継輸送・下水投入施設
に設置されている水中カッターポンプの機能を正常
に維持するために必要な切刃の交換及びポンプ等の
点検整備業務

２　参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条に規定する資格停止期間中
でないこと。（地方自治法施行令第167条の４参照）

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点
検」に登載されていること。

　⑷�　過去２年間（令和２・３年度）に、本市又は他官
公庁において、し尿・汚泥処理関連施設の水中カッ
ターポンプ点検整備業務の契約実績を有し、かつ業
務完了実績を有すること。

３�　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑷を確認できる書類を提出して
ください。
　⑴　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　環境局生活環境部収集計画課
　　　し尿・浄化槽担当　天野
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　電話　044－200－2585（直通）
　⑵　配布・提出、閲覧期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年10月31日㈪まで
　　　９時00分から17時00分まで
　　　�（土曜日、日曜日及び12時00分から13時00分まで

の間は除く）
　⑶　提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
４　確認通知書・質問書及び仕様書等の交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、参加資格があると認
めた者には、確認通知書・質問書及び仕様書等を令和
４年11月１日㈫に交付します。なお、川崎市業務委託
有資格業者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを
登録している場合は、電子メールで配信します。電子
メールアドレスを登録していない場合は、次のとおり
交付しますので受け取りに来てください。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年11月１日㈫
　　　９時00分から16時00分まで
　　　（12時00分から13時00分までの間は除く）
５　参加資格の喪失
　�　参加資格があると認められた者が、次のいずれかに
該当するときは、この入札に参加することができませ
ん。
　⑴　２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

６　委託内容に関する質問
　⑴　質問受付期間
　　　令和４年11月１日㈫から令和４年11月８日㈫まで
　　　９時00分から17時00分まで
　　　�（土曜日、日曜日、祝日及び12時00分から13時00
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分までの間は除く）
　⑵　質問の様式
　　�　確認通知書交付時に配布する「質問書」により提
出してください。

　⑶　質問受付方法
　　�　電子メール及びＦＡＸとします。なお、送信後は
必ず確認のため電話連絡をしてください。

　　　電子メールアドレス　30syusyu@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923
　　　電話番号　044－200－2585
　⑷　回答方法
　　�　令和４年11月10日㈭全社へ文書（電子メールまた
はＦＡＸ）にて送付します。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時
　　　令和４年12月２日㈮　10時30分
　⑶　入札・開札の場所
　　　川崎市役所第３庁舎15階　第１会議室
　　　（川崎市川崎区東田町５番地４）
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　入札書の提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
　⑹　落札者の決定
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札
を行った者を落札者とします。ただし、その者の入
札価格が著しく低価格の場合は調査を行う場合があ
ります。

　⑺　入札書の記載金額
　　�　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第
３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の110
分の100に相当する金額を入札書に記載してくださ
い。

　⑻　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除
　⑵　契約書の作成
　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市公式ホームページ内の「入札情報かわさ
き」、「契約関係規定」から閲覧できます。

９　その他
　⑴�　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第1122号
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�川崎総合科学高等学校産業廃棄物収集

運搬・処分業務委託
　⑵　履行場所　川崎市幸区小向仲野町５－１
　⑶　履行期間　契約日から令和５年３月31日まで
２　競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「廃棄物関連業務」で登録されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
廃蛍光管の運搬・処理業務の契約実績を有すること。
ただし、民間実績については、同等の契約実績を有
すること。

　⑸�　産業廃棄物処分業許可証及び産業廃棄物収集運搬
業許可証を取得していること。

　⑹�　自社もしくは、上記⑶に登載されている子会社や
協力会社等資本関係がある業者で運搬が可能である
こと。

３�　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等
の閲覧
　　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競
争入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市環境局脱炭素戦略推進室
　　　（川崎市役所第３庁舎17階）大和田、中野
　　　電　話　044－200－1223　
　　　ＦＡＸ　044－200－3921
　　�　一般競争入札参加申込書及び図面関係を除く入札
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関係書類は、インターネットからもダウンロードす
ることができます。

　　�（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄の
「入札公表」の中にあります　「入札情報かわさき」
https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html。）

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年10月31日㈪まで
　　�　午前９時～午後５時（ただし、土曜日、日曜日及
び正午～午後１時を除く）

　⑶　提出方法
　　ア　持参
　　イ　郵送
　　　�　なお、郵送により入札参加申込書を提出する場

合は、速やかに３⑴の所管課に必ず電話してくだ
さい。

　⑷　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　ウ　上記２⑸の許可証の写し
　　エ�　上記２⑹の自社以外で運搬する場合、自社との

関係を確認できる書類
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度
川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア
ドレスに令和４年11月８日㈫までに送付します。
　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない
者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年11月８
日㈫午後５時まで配布します。
５　入札説明書及び仕様書の交付
　�　入札参加申込書を提出した者には、入札説明書、仕
様書を当該委任先メールアドレスに送付します。なお、
当該委任先メールアドレスを登録していない者には３
⑴の場所で提出日から令和４年11月８日㈫午後５時ま
で配布します。
　�　また、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所及び提出
期間において閲覧に供します。
６　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。

　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で御注意ください。

　　ア　質問書の配布
　　　　入札参加申込書の配布と同じ　
　　イ　質問書の提出場所
　　　　３⑴と同じ
　　ウ　質問書の提出期間

　　　�　令和４年11月８日㈫から令和４年11月14日㈪ま
で

　　　　（ただし、土曜日、日曜日を除く）
　　　�　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）
　　エ　質問書の提出方法
　　　ア　持参
　　　イ　ＦＡＸ
　　　ウ　メール
　　　　�　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま
す。

　　　　　電　話　044－200－1223　
　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921
　　　　　E-mail　30dtanso@city.kawasaki.jp
　⑵　回答
　　ア　回答日
　　　　令和４年11月18日㈮
　　イ　回答方法
　　　�　回答については、全ての質問及び回答を一覧表

にした質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争
入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレス
に送付します。

　　　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい
ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し
ます。（午前９時～午後５時（ただし、正午～午
後１時を除く））

　　　�　また、回答後の再質問は受付しません。
７　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　　入札書の提出日時　　令和４年11月24日㈭
　　　　　　　　　　　　　午前９時30分
　　　入札書の提出場所　　川崎市役所第４庁舎４階
　　　　　　　　　　　　　第６会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時・場所
　　　８⑴に同じ
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した



（第1,854号）令和４年（2022年）11月10日 川 崎 市 公 報

－ 4072 －

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とします。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　免除
　⑵　前払金　　　　　　無
　⑶　契約書作成の要否　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情報
かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　この委託契約において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑷　関連情報を入手するための照会窓口� ３⑴に同じ
　　　───────────────────
川崎市公告第1123号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　新型コロナウイルス訪問検体採取及びＰＣＲ検査
業務委託

　⑵　履行場所
　　�　川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当
指定場所

　⑶　履行期間
　　　令和４年12月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　委託概要
　　�　新規変異株の発生等に伴う新型コロナウイルス感
染症患者の急増に備え、健康安全研究所でのPCR検
査に加え、小学校や中学校等及び保育園、社会福祉
施設等を対象とした検体採取及び検体の運搬等を含
めたPCR検査業務を委託することで、患者数が急増
した際に必要な検査を迅速に行うことを目的とする。

２　競争参加資格者に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。　

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「医療関連」種目「衛生検
査」に登載されていること。

　⑷�　種類及び規模をほぼ同じくする契約に係る履行実
績があること。

３　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競
争参加の申込をしなければなりません。　
　⑴　配付・提出場所及び問合せ先　
　　　〒212-0013　　
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館12階
　　　健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当
　　　担当　大島
　　　電話　044－200－2343　ＦＡＸ　044－200－3928
　　　Ｅ－ｍａｉｌ　40kansen@city.kawasaki.jp
　⑵　配付・提出期間　
　　�　令和４年10月25日㈫午前９時から令和４年10月31
日㈪

　　　午後５時まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）
　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ　業務実績を確認できる契約書等の写し
　　　�　（過去２年間の間に本市その他の官公庁と種類

及び規模を同じくする契約を２回以上締結してい
る場合は、当該契約書の写し）

　⑷　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の
交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が
あると認められた者には、次のとおり一般競争入札参
加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務
委託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアド
レスを登載している場合は、一般競争入札参加確認通
知書を電子メールで送付します。
　⑴　交付場所及び問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　交付日時
　　�　令和４年月11月１日㈫までに通知書を交付又は電
子メールで送付します。

　⑶　入札説明書の交付
　　�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、
無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書
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は３⑴の場所において、令和４年10月25日㈫から令
和４年10月31日㈪まで（土曜日、日曜日及び祝日を
除く、午前９時から正午まで及び午後１時から午後
５時まで）縦覧に供する他、以下のとおり川崎市の
ホームページにて閲覧することができます。

　【川崎市ホームページ　入札説明書掲載場所】
　　トップページ
　　＞くらし・手続き
　　＞医療・健康・衛生・動物　
　　＞感染症・インフルエンザ
　　＞事業者の皆様へ
　　＞�新型コロナウイルス訪問検体採取及びＰＣＲ検査

業務委託に係る契約　一般競争入札について
５　仕様又は入札説明書に関する問合せ
　�　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと
おり行います。
　⑴　問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し
てください。

　⑶　受付期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年10月31日㈫まで
　⑷　回答方法
　　�　令和４年11月３日㈭までに、確認通知書を交付し
た全社宛てに、電子メールで送付します。

６　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　上記２に定めるいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に
ついて虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法等
　　ア　入札書の提出方法
　　　　持参とします。
　　イ　入札日時
　　　　令和４年11月10日㈭　午後１時30分
　　ウ　入札場所
　　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　　ソリッドスクエア東館10階　健康福祉局会議室
　　エ�　入札金額は、仕様書に記載された検査の１検体

あたりの単価の税抜き金額となります。入札（見
積）書に、検査１検体あたりの単価（税抜き）を
記載し、入札件名を記載した封筒に入れて提出し
てください。

　⑵　入札保証金
　　　免除します。
　⑶　開札の日時
　　　７⑴イと同じ
　⑷　開札の場所
　　　７⑴ウと同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。　

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札
は、これを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市競争入札参加者心得等は、以下のとおり川
崎市のホームページにて閲覧することができます。

　【川崎市ホームページ　契約条項等掲載場所】
　　トップページ
　　＞くらし・手続き
　　＞医療・健康・衛生・動物　
　　＞感染症・インフルエンザ
　　＞事業者の皆様へ
　　＞�新型コロナウイルス訪問検体採取及びＰＣＲ検査

業務委託に係る契約　一般競争入札について
９　その他　
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書のとおりとなります。　
　⑶　関連情報を入手するための照会窓口
　　　３⑴と同じ
　　　───────────────────
川崎市公告第1124号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
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　⑴　件名
　　　令和４年度川崎市情報セキュリティ監査業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市役所第３庁舎、その他本市が指定する場所
　⑶　履行期間
　　　契約締結日から令和５年３月17日㈮まで
　⑷　委託概要
　　�　助言型の情報セキュリティ外部監査を実施するも
の。詳細は、３⑴　の場所で提供する「委託仕様書」
によります。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書提出期限日にお
いて、令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業
種「電算関連業務」、種目「その他の電算関連業務」
に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去２年間に本件と同程度の地方公共団体におけ
る情報セキュリティ監査業務の実施経験があり、誠
実に履行した実績を有し、かつ本業務について確実
に履行することができること。

　⑸�　IPA（情報処理推進機構）が公開する現行の「情
報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」
に登録されていること。

　⑹�　ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＪＩＳ　Ｑ　
２７００１）認証又はプライバシーマーク認証を取
得していること。

　⑺�　３⑴　の場所で提供する「委託仕様書」に定める
監査人要件を満たす者が監査を行うこと。

　⑻�　本市行政基盤ネットワークに接続されている情報
システムの企画、開発、運用、保守等に関わってい
ないこと。再委託を行う場合は、再委託先について
も同様とする。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書及び上記２の⑷～⑺を証する
書類（写し可。なお、⑺を証する書類としては、情報
セキュリティ監査業務実施者（監査人）の取得資格及
び経験年数が分かるもの）を提出しなければなりませ
ん。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒210－0005
　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎９階
　　　総務企画局情報管理部情報化施策推進室
　　　情報セキュリティ対策担当　
　　　電話　　044－200－2924（直通）
　　　ＦＡＸ　044－200－3752
　　　電子メール　17jouhou@city.kawasaki.jp　
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年10月25日㈫から11月１日㈫までとします
（９時から正午まで及び13時から17時まで（土日を
除く。））。

　⑶　提出方法
　　　持参に限る。
４　確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のう
ち参加資格があると認められた者には、次により確認
通知書を交付します。
　⑴　日時
　　�　令和４年11月７日㈪９時から正午まで及び13時か
ら17時まで

　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　その他
　　�　参加資格があると認められた者には、入札説明書
を無料交付します。

　　�　また、入札説明書は３⑴の場所において令和４年
10月25日㈫から11月１日㈫まで縦覧に供します（９
時から正午まで及び13時から17時まで（土日を除
く。））。

５　競争入札参加者に求められる義務
　�　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの
で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。
　⑴　日時
　　�　令和４年11月７日㈪９時から正午まで及び13時か
ら17時まで

　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ受付期間
　　�　令和４年11月７日㈪から11月11日㈮までとします
（９時から正午まで及び13時から17時まで（土日を
除く。））。

　⑶　問合せ方法
　　�　問合せについては、入札説明書に添付の「質問書」
に必要事項を記載の上電子メール又は持参にて提出
してください。また、質問書を電子メールで提出し
た場合は、送信した旨を３⑴の担当まで御連絡くだ
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さい。
　⑷　回答
　　�　令和４年11月16日㈬までに、入札参加資格が有る
と認められる者に対し、電子メールで回答書を送付
します。なお、回答に当たっては、入札参加資格が
有ると認められる者からの質問全てを共有する形で
対応します。ただし、入札参加資格の無い者からの
質問には回答しません。

７　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各
号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて、虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス
提供及びサービスの導入に際して必要となる各種
作業等に係る一切の費用を含め見積るものとしま
す。

　　イ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に
相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満
の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた
金額）をもって落札価格とするので、入札参加者
は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者
であるかを問わず、見積もった契約希望金額から
消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金
額を入札書に記載するものとします。

　⑵　入札方法
　　�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書に入札
件名を記載した封筒に封印して提出してください。

　⑶　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時令和４年11月21日㈪11時30分
　　イ　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　川崎市役所第３庁舎９階会議室
　⑷　入札書の提出方法
　　　持参
　⑸　入札保証金
　　　免除とします。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑺　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」
第７条に該当する入札は無効とします。

９　開札に立ち会う者に関する事項
　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま
す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する
権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前
に提出しなければなりません。また、開札には一般競
争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。
10　再度入札の実施
　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行います。
ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加者心
得」第７条の規定により無効とされた者及び開札に立
ち会わない者を除きます。
11　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で
閲覧できます。

12　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、３⑴　に同じ
です。

　　　───────────────────
川崎市公告第1125号
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年10月25日　
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　
　　�　新型コロナウイルス検体回収及びＰＣＲ検査業務
委託

　⑵　履行場所
　　�　川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当
指定場所

　⑶　履行期間
　　　令和４年12月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　委託概要
　　�　新規変異株の発生等に伴う新型コロナウイルス感
染症患者の急増に備え、健康安全研究所でのPCR検
査に加え、小学校や中学校等及び保育園、社会福祉
施設等を対象とした検体採取及び検体の運搬等を含
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めたPCR検査業務を委託することで、患者数が急増
した際に必要な検査を迅速に行うことを目的とする。

２　競争参加資格者に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「医療関連」種目「衛生検
査」に登載されていること。

　⑷�　種類及び規模をほぼ同じくする契約に係る履行実
績があること。

３　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競
争参加の申込をしなければなりません。
　⑴　配付・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館12階
　　　健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当
　　　担当　大島
　　　電話　044－200－2343　ＦＡＸ　044－200－3928　
　　　Ｅ－ｍａｉｌ　40kansen@city.kawasaki.jp　
　⑵　配付・提出期間　
　　�　令和４年10月25日㈫午前９時から令和４年10月31
日㈪

　　�　午後５時まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）
　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ　業務実績を確認できる契約書等の写し
　　　�　（過去２年間の間に本市その他の官公庁と種類

及び規模を同じくする契約を２回以上締結してい
る場合は、当該契約書の写し）

　⑷　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の
交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が
あると認められた者には、次のとおり一般競争入札参
加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務
委託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアド
レスを登載している場合は、一般競争入札参加確認通
知書を電子メールで送付します。
　⑴　交付場所及び問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　交付日時

　　�　令和４年月11月１日㈫までに通知書を交付又は電
子メールで送付します。

　⑶　入札説明書の交付
　　�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、
無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書
は３⑴の場所において、令和４年10月25日㈫から令
和４年10月31日㈪まで（土曜日、日曜日及び祝日を
除く、午前９時から正午まで及び午後１時から午後
５時まで）縦覧に供する他、以下のとおり川崎市の
ホームページにて閲覧することができます。　

　【川崎市ホームページ　入札説明書掲載場所】
　　トップページ
　　＞くらし・手続き
　　＞医療・健康・衛生・動物　
　　＞感染症・インフルエンザ
　　＞事業者の皆様へ
　　＞�新型コロナウイルス検体回収及びPCR検査業務委

託に係る契約　一般競争入札について
５　仕様又は入札説明書に関する問合せ
　�　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと
おり行います。
　⑴　問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し
てください。

　⑶　受付期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年10月31日㈫まで
　⑷　回答方法
　　�　令和４年11月３日㈭までに、確認通知書を交付し
た全社宛てに、電子メールで送付します。

６　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　上記２に定めるいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に
ついて虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法等
　　ア　入札書の提出方法
　　　　持参とします。
　　イ　入札日時
　　　　令和４年11月10日㈭　午前11時
　　ウ　入札場所
　　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　　ソリッドスクエア東館10階　健康福祉局会議室
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　　エ�　入札金額は、仕様書に記載された検査の１検体
あたりの単価の税抜き金額となります。入札（見
積）書に、検査１検体あたりの単価（税抜き）を
記載し、入札件名を記載した封筒に入れて提出し
てください。

　⑵　入札保証金
　　　免除します。
　⑶　開札の日時
　　　７⑴イと同じ
　⑷　開札の場所
　　　７⑴ウと同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。　

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札
は、これを無効とします。

８　契約の手続等　
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市競争入札参加者心得等は、以下のとおり川
崎市のホームページにて閲覧することができます。　

　【川崎市ホームページ　契約条項等掲載場所】
　　トップページ
　　＞くらし・手続き
　　＞医療・健康・衛生・動物　
　　＞感染症・インフルエンザ
　　＞事業者の皆様へ
　　＞�新型コロナウイルス検体回収及びPCR検査業務委

託に係る契約　一般競争入札について
９　その他　
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書のとおりとなります。　
　⑶　関連情報を入手するための照会窓口
　　　３⑴と同じ
　　　───────────────────

川崎市公告第1126号
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項　
　⑴　件　名
　　�　令和４年度京浜臨海部ライフイノベーション国際
戦略総合特区評価書作成業務委託

　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市臨海部国際戦略本部成長戦略推進部　他
　⑶　履行期限
　　　契約締結日から令和５年３月24日まで
　⑷　業務概要
　　�　本業務では、神奈川県、横浜市及び川崎市の３自
治体（以下「３県市」と言います。）が共同で推進
している「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦
略総合特区」に関連する各企業80社程度に対して実
施するアンケート調査に関し、同特区第三期計画（令
和４年度～令和８年度）の各評価項目について調査
票の作成及び調査手法を提案し、調査を実施します。
また、調査により得られた情報を、第三期計画達成
に向けた、現時点での達成見込みを予測するための
基礎データとして活用するため、集約・整理を行い
ます。

　　�　本調査の結果及び、内閣府地方創生推進事務局作
成の別紙「総合特別区域評価の手引き」、令和２年
度評価書などを踏まえ、３県市が作成した資料を取
りまとめ、提出用の評価書案の作成等を行います。

　　�　なお、アンケートの実施手法は電子媒体によるも
のとします。

２　一般競争入札参加資格　
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし
ていなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「調査測定」種目「市場調査」で登録されてい
る者。

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の
配布及び提出
　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次
の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確
認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書
を配布します。
　�　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり
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所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により
提出してください。
　　なお、入札説明会は実施しません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市臨海部国際戦略本部成長戦略推進部
　　　電話　044－200－2739　ＦＡＸ　044－200－3540
　　　電子メール　59seisen@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年11月７日㈪まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　　�　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１
時を除く）

　⑶　提出書類
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　⑷　提出方法　
　　　持参
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付　
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の
「委託」の委任先メールアドレスに、確認通知書を11
月10日㈭午後５時までに送付します。
　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない
者にはＦＡＸで送付します。　
５　仕様書等に関する質問・回答　
　⑴　質問
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けま
せん。また、入札参加者以外の質問には回答しませ
んので御注意ください。

　　ア　質問書の配布・提出場所
　　　　３⑴と同じ
　　イ　質問書の様式
　　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提

出してください。
　　ウ　質問受付期間
　　　　令和４年10月25日㈪から11月16日㈬正午まで
　　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）　
　　　�　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く。最終日は正午まで）
　　エ　質問書の提出方法
　　　�　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じです。　
　　　�　なお、電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、

送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて御連
絡ください。　

　　　�　また、郵送の場合は５⑵の期間内に必着するよ
う発送してください。　

　⑵　回答
　　�　令和４年11月21日㈪午後５時までに、回答書を令
和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の
「委託」の委任先メールアドレスに送付します。なお、
当該委任先メールアドレスを登録していない者には
ＦＡＸで送付します。

　　�　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か
らの質問に関しては回答しません。また、回答後の
再質問は受付しません。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと
き。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書
類について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記
載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。

　⑵　入札書の提出日時・場所　
　　ア　入札日時　令和４年11月25日㈮　午後１時30分
　　イ　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎10階会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約手続等　
　⑴　契約保証金
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　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」の「契約関係規定」及び「３⑴配布・
提出場所及び問い合わせ先」で閲覧することができ
ます。

９　その他　
　⑴�　事業により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・
提出場所及び問い合わせ先」に同じです。

　　　───────────────────
川崎市公告第1127号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　
　　　新型コロナウイルス臨時ＰＣＲ検査業務委託
　⑵　履行場所
　　�　川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当
指定場所

　⑶　履行期間　
　　　令和４年12月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　委託概要
　　�　新型コロナウイルス感染症の診断方法であるＰＣ
Ｒ検査について、感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律（以下「法」という。）第
15条に基づく積極的疫学調査（行政検査）として健
康安全研究所においてＰＣＲ検査を実施しているが、
当該検査業務に従事できる職員は数名であり、感染
拡大とともに業務負荷が増加していることから、体
調不良等により検査遂行に支障を来たさないよう、
必要時にＰＣＲ検査業務を委託できるバックアップ
体制を構築する。

２　競争参加資格者に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「医療関連」種目「衛生検
査」に登載されていること。

　⑷�　種類及び規模をほぼ同じくする契約に係る履行実
績があること。

３　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競
争参加の申込をしなければなりません。　
　⑴　配付・提出場所及び問合せ先　
　　　〒212-0013　　
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館12階
　　　健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当
　　　担当　大島
　　　電話　044－200－2343　ＦＡＸ　044－200－3928　
　　　Ｅ－ｍａｉｌ　40kansen@city.kawasaki.jp　
　⑵　配付・提出期間　
　　�　令和４年10月25日㈫午前９時から令和４年10月31
日㈪

　　　午後５時まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）
　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ　業務実績を確認できる契約書等の写し
　　　�　（過去２年間の間に本市その他の官公庁と種類

及び規模を同じくする契約を２回以上締結してい
る場合は、当該契約書の写し）

　⑷　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の
交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が
あると認められた者には、次のとおり一般競争入札参
加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務
委託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアド
レスを登載している場合は、一般競争入札参加確認通
知書を電子メールで送付します。
　⑴　交付場所及び問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　交付日時
　　�　令和４年月11月１日㈫までに通知書を交付又は電
子メールで送付します。

　⑶　入札説明書の交付
　　�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、
無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書
は３⑴の場所において、令和４年10月25日㈫から令
和４年10月31日㈪まで（土曜日、日曜日及び祝日を
除く、午前９時から正午まで及び午後１時から午後
５時まで）縦覧に供する他、以下のとおり川崎市の
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ホームページにて閲覧することができます。
　【川崎市ホームページ　入札説明書掲載場所】
　　トップページ
　　＞くらし・手続き
　　＞医療・健康・衛生・動物　
　　＞感染症・インフルエンザ
　　＞事業者の皆様へ
　　＞�新型コロナウイルス臨時ＰＣＲ検査業務委託に係

る契約　一般競争入札について　
５　仕様又は入札説明書に関する問合せ
　�　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと
おり行います。
　⑴　問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し
てください。

　⑶　受付期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年10月31日㈫まで
　⑷　回答方法
　　�　令和４年11月３日㈭までに、確認通知書を交付し
た全社宛てに、電子メールで送付します。

６　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　上記２に定めるいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に
ついて虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法等
　　ア　入札書の提出方法
　　　　持参とします。
　　イ　入札日時
　　　　令和４年11月10日㈭　午後３時
　　ウ　入札場所
　　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　　ソリッドスクエア東館10階　健康福祉局会議室
　　エ�　入札金額は、仕様書に記載された検査の１検体

あたりの単価の税抜き金額となります。入札（見
積）書に、検査１検体あたりの単価（税抜き）を
記載し、入札件名を記載した封筒に入れて提出し
てください。

　⑵　入札保証金
　　　免除します。
　⑶　開札の日時
　　　７⑴イと同じ

　⑷　開札の場所
　　　７⑴ウと同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。　

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札
は、これを無効とします。

８　契約の手続等　
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要　
　⑶　前払金
　　　否　
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市競争入札参加者心得等は、以下のとおり川
崎市のホームページにて閲覧することができます。　

　【川崎市ホームページ　契約条項等掲載場所】
　　トップページ
　　＞くらし・手続き
　　＞医療・健康・衛生・動物　
　　＞感染症・インフルエンザ
　　＞事業者の皆様へ
　　＞�新型コロナウイルス臨時ＰＣＲ検査業務委託に係

る契約　一般競争入札について
９　その他　
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書のとおりとなります。　
　⑶　関連情報を入手するための照会窓口
　　　３⑴と同じ
　　　───────────────────
川崎市公告第1128号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�川崎市立学校施設基礎調査業務委託

（有馬中学校）
　⑵　履行場所　　�川崎市立有馬中学校（宮前区有馬７

- ７- １）



（第1,854号）令和４年（2022年）11月10日川 崎 市 公 報

－ 4081 －

　⑶　履行期限　　令和５年３月31日
　⑷　委託概要　　仕様書のとおり
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「建築設計」種目「意匠設計」で登録されてい
ること。

　⑷�　本市と平成24年度以降に、学校施設（校舎）に係
る基本構想、基礎調査、基本計画いずれかの契約実
績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

　　�　または、本市を含む官公庁と平成29年度以降に、
延床面積5,000㎡以上の校舎内部改修、増改築等の
設計・工事監理いずれかの契約実績があり、かつ誠
実に履行した実績を有すること。

　⑸�　建築士法（昭和25年法律第202号）に定める一級
建築士（一級建築士としての実務経験５年以上の者
に限る）が複数人所属していること。

３　入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命川崎ビル５階
　　　教育委員会事務局教育環境整備推進室
　　　再生整備第１担当
　　　電　話　044－200－3477
　　　ＦＡＸ　044－200－3679
　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp
　　　※�　一般競争入札参加申込書は、３⑴の場所で配

付しています。また、川崎市ウェブサイト「入
札情報」の「入札情報かわさき」からダウンロー
ドすることができます。

　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年10月25日㈫～令和４年11月２日㈬
　　　9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00（土日を除く）
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書（要押印）
　　イ�　２⑷に示した資格を証明する書類（契約書の写

し等）
　　※�　２⑸に示した資格を証明する書類（資格証の写

し及び実務経歴書）を３⑴で提示してください。
提出の必要はありません。

　　※�　提出書類は必ず必要な資格が確認できるものを
提出してください。

　　※�　提出書類に関し説明を求められたときは、これ
に応じなければなりません。

　　※�　提出書類に不備がある場合、無効となることが
ありますので御注意ください。

　⑷　提出方法
　　　持参
４　仕様書の閲覧
　　３⑴の場所で３⑵の期間閲覧できます。
５　仕様書の配布
　�　本件の仕様書は、川崎市ウェブサイト「入札情報」
の「入札情報かわさき」からＰＤＦファイルをダウン
ロードしてください。ダウンロードできない場合は、
３⑴の場所で３⑵の期間配布します。
６　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り確認通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
登録されている委任先メールアドレス宛に送付

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者
にはＦＡＸにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年11月９日㈬までに交付
７　質問書の受付・回答
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　質問書により３⑴宛に電子メールまたはＦＡＸ送
付後、所管課まで電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、質問書は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年10月25日㈫～令和４年11月11日㈮　
　　　9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00（土日を除く）
　⑷　問合せ回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年11月17日㈭までに、
全参加者宛てに電子メールまたはＦＡＸにより送付
します。

８　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく
なったとき。
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　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類に虚偽の記
載をしたとき。

９　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　　持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年11月22日㈫　午前

10時
　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地

４
　　　　　　　　　　　　　第３庁舎15階第１会議室
　⑷　入札保証金　　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価
格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価
格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

10　契約手続等
　⑴　契約書の作成　　要
　⑵　契約保証金　　　契約金額の10％
　　�　ただし、川崎市金銭会計規則第８条に定める有価
証券の提供、または金融機関若しくは保証事業会社
の保証をもって契約保証金の納付に変えることがで
きます。また、川崎市契約規則第33条各号に該当す
る場合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶　前払金　　　　　否
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

11　その他
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　事情により入札を延期、または取りやめる場合が
あります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　⑷�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑷の場所で閲覧することができるほか、川崎
市ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関係
規定」で閲覧することができます。

　　　───────────────────
川崎市公告第1129号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公
告知します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　工事を完了した開発区域の名称及び面積
　　川崎市宮前区西野川二丁目1253番10
　　　　　　　　　　　　　　　　　931平方メートル
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1162番地４
　　株式会社　ピーアイコーポレーション
　　代表取締役　折田浩一
３　予定建築物の用途
　　一戸建ての住宅
　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数：６戸
４　開発許可年月日及び許可番号
　　令和４年４月20日
　　川崎市指令　ま宅審　イ第10号
　　　───────────────────
川崎市公告第1130号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　電子契約サービス提供業務
　⑵　履行場所　　川崎市財政局資産管理部契約課ほか
　⑶　履行期間　　�令和５年１月１日から令和10年３月

31日
　⑷　概　　要　　�電子契約サービスの利用に関する調

達（詳細は仕様書による）。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし
ていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に業種「電算関連業務」種目「その他の電算関連業
務」に登録されている者。

　⑷�　令和３年１月29日以降、次に掲げる自治体のいず
れかにおいて電子契約サービスの契約実績を有する
こと。

　　ア　都道府県
　　イ�　地方自治法第252条の19第１項に定める政令に

よる指定を受けた市
　　ウ�　地方自治法第252条の22第１項に定める政令に

よる指定を受けた市（旧地方自治法第252条の26
の３第１項に定める政令による指定を受けた市を
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含む）
３　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加
の申込みをしなければなりません。
　⑴　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出場所
　　　〒210－0004　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル　13Ｆ
　　　川崎市財政局資産管理部契約課
　　　電話　044－200－2090
　⑵　配布及び提出期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年11月１日㈫まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）
　　　午前９時～正午及び午後１時～午後５時
　　�　一般競争入札参加申込書、仕様書、質問書等は、「入
札情報かわさき」のホームページからダウンロード
してください。（「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） ⇒「 入
札情報　（委託）」⇒「入札公表（財政局）」⇒「入
札公表検索」）

　⑶　提出方法
　　　持参に限ります。
　⑷　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ　提供サービス及び実績調書
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４
年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の
委任先メールアドレスに、令和４年11月５日㈯までに
送付します。
　�　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない
者にはＦＡＸで送付します。
５　仕様書に関する質問・回答
　�　上記４にて入札参加資格を有すると認めた者から、
所定の質問書により質問を受け付けます。ただし、仕
様書の内容以外についての質問は受け付けません。
　⑴　質問書の提出先　上記３⑴と同じ。
　⑵　質問期間
　　　令和４年11月７日㈪から令和４年11月11日㈮まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）
　　　午前９時～正午及び午後１時～午後５時
　⑶　質問方法
　　�　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指
定する電子メールアドレス又はＦＡＸ宛てに送付し
てください。郵送による提出は認めません。また、
質問書を送付した際は、併せて３⑴まで電話連絡し
てください。

　⑷　回答方法
　　�　回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした
質問回答書を、令和４年11月18日㈮までに、令和３・
４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」
の委任先メールアドレスに送付します。また、当該
委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ
Ｘで送付します。

　　　なお、回答後の再質問は受付しません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札
参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に
ついて、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入 札 方 法　　持参
　　　　　　　　　　　　�　入札金額は、見積もった内

訳単価の合計額で行います。
　　　　　　　　　　　　�　入札書には、令和５年１月

１日から令和10年３月31日ま
での63か月間の総額を記入し
てください。

　　　　　　　　　　　　�　なお、税抜価格をもって落
札価格とするので、入札者は、
消費税及び地方消費税に係る
課税事業者であるか免税事業
者であるかを問わず、見積
もった契約金額から消費税及
び地方消費税に相当する金額
を除いた金額を入札書に記載
してください。

　⑵　入札書の提出日時　　令和４年11月29日㈫
　　　　　　　　　　　　　午前11時00分
　⑶　入札書の提出場所　　川崎市役所入札室
　　　　　　　　　　　　　�（川崎市川崎区砂子１－７

－４　砂子平沼ビル７階）
　⑷　入札保証金　免除
　⑸　開札の日時・場所　上記７⑵及び⑶に同じ
　⑹　再度入札の実施
　　�　落札者が無い場合は、その場で再度入札を行いま
す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加
者心得第７条の規定により無効とされた者は除きま
す。

　⑺　落札候補者及び落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。

　　�　ただし、入札価格が予定価格（税抜）の３分の２
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を下回っている場合には、その者の入札価格による
当該契約の適正な履行確保についての可否を判断の
上、落札者として決定します。審査の結果、その者
の入札価格によっては、当該契約の適正な履行が確
保されない恐れがあると認められるときは当該入札
を無効とし、順次、価格の低い入札者について、必
要に応じて、同様の審査を実施し落札者を決定しま
す。

　⑻　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の
場合は、これを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金　　免除
　⑵　契約書作成の要否　　要
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによります。

　⑷�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額
について減額又は削除があった場合は、この契約を
変更又は解除することができるものとします。

　　　───────────────────
川崎市公告第1131号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�令和４年度年間納付済額お知らせ作

成及び圧着業務
　⑵　履行場所　　健康福祉局医療保険部医療保険課等
　⑶　履行期間　　�契約締結日から令和５年１月31日ま

で
　⑷　業務概要　　�後期高齢者医療保険料年間納付済額

のお知らせ作成、印字及び圧着業務
２　競争参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でないこと。

　⑵�　当該契約年度の川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「その他業務」種目「その他」で登載されてい
ること。

　⑶�　入札期日において、川崎市競争入札参加資格者指
名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑷�　ＩＳＯ/ＩＥＣ２７００１の認証を受けている、
あるいはプライバシーマークを取得していること。

　⑸�　平成31年度から令和３年度に官公庁において類似
業務の契約実績があること。

　⑹�　「富士通ＰＳ５６００Ｂ」プリンタ装置あるいは
同等機種で電算出力すること。

　　ア�　富士通株式会社提供「ＡＤＪＵＳＴ」（Ｖ11Ｌ
30以降）を使用できること。

　　イ�　外字は、富士通株式会社提供「ＡＤＪＵＳＴ」
により文字パターンを提供するので直接ダウン
ロードできること。

　⑺�　入札期日において、当契約に係る成果物の作成等
を行う履行（作業）拠点を、３⑴に定める場所から
直線距離で片道50ｋｍ圏内に有すること

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により「一
般競争入札参加資格確認申請書」を提出しなければな
りません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0005
　　　川崎市川崎区東田町８番地
　　　パレール三井ビル12階
　　　健康福祉局医療保険部医療保険課
　　　担当　浪形（なみがた）
　　　電話　044－200－2111（代表）
　　　　　　044－200－2655（直通）
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年11月１日㈫まで
　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
　⑷　その他
　　�　「一般競争入札参加資格確認申請書」提出時に、
上記２の⑷及び⑸を証明する書類を添付してくださ
い。上記２の⑺履行（作業）拠点は「一般競争入札
参加資格確認申請書４履行（作業）拠点所在地」に
住所を記載してください。

　　�　「一般競争入札参加資格確認申請書」及び「類似
の契約実績を証する書面（実績表）」の様式につい
ては、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」よ
りダウンロードできます。

４　入札説明会及び入札説明書
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　⑴　入札説明会
　　　実施しません。
　⑵　入札説明書及び仕様書の交付
　　�　業務の詳細、仕様に関する問い合わせについて記
載されている入札説明書は、「３⑴　配布・提出場所」
において、「３⑵　配布・提出期間」の期間で縦覧
に供するとともに、希望者には印刷物を配布します。
また、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
において、本件の公表情報詳細のページからダウン
ロードできます。

５　競争参加資格確認通知書の交付
　�　「一般競争入札参加資格確認申請書」を提出した者
には、次により競争参加資格確認通知書を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールのアドレスを登録している場合は、電子
メールで配信されます。
　⑴　交付場所
　　　３⑴に同じ
　⑵　交付日時
　　�　令和４年11月４日㈮午前９時から正午まで及び午
後１時から午後５時まで

６　仕様に関する質問
　�　仕様に関する質問がある場合は、「令和４年度年間
納付済額お知らせ作成及び圧着業務質問書」を電子
メール又は持参により提出してください。　
　⑴　提出場所
　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地
　　　パレール三井ビル12階　　
　　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課
　　　電話　044－200－2111（代表）　
　　　　　　044－200－2655（直通）　
　　　　　　044－200－3930（ＦＡＸ）　
　　　電子メール　40hoken@city.kawasaki.jp
　⑵　提出期間
　　�　令和４年11月７日㈪から令和４年11月８日㈫まで
　　�　持参の場合の提出時間は、午前９時から正午まで
及び午後１時から午後５時までです。（土曜日、日
曜日及び祝日を除く。）

　⑶　回答
　　�　回答については、上記提出場所に掲示すると共に
令和４年11月９日㈬に競争参加有資格者全員に電子
メールにより送信します。

７　競争参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上
記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参
加資格を喪失します。
８　入札手続等
　�　入札は、単価金額（税抜）を入札金額として行いま

す。また、この金額には業務履
　�　行に際して必要となる一切の費用を含め見積もるも
のとします。
　⑴　入札方法
　　　持参による入札
　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年11月10日㈭午前10時00分
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市川崎区東田町８番地
　　　　パレール三井ビル12階会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除
　⑶　開札の日時
　　　７⑴アに同じ
　⑷　開札の場所
　　　７⑴イに同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除
　⑵　前払金
　　　否
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴で閲覧できます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　　　───────────────────
川崎市公告第1132号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�学校産業廃棄物（業務用テレビ等）収

集運搬・処分業務委託（中原区）
　⑵　履行場所　中原区内市立学校
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　⑶　履行期間　�契約締結日から令和５年３月31日㈮ま
で

　⑷　委託概要　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
の業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収集
運搬」及び「産業廃棄物処分業」の両方に登載され
ていること。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること（契約実績を証明で
きるものを書面にて競争入札参加申込書と共に提出
すること。）。

　⑸�　産業廃棄物収集運搬及び処分業の許可を自社で有
し、産業廃棄物の収集運搬から中間処分まで自社で
行えること（収集運搬及び処分に係る許可証の写し
を競争入札参加申込書と共に提出すること。）。

３　一般競争入札参加申込み及び仕様書について
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競
争入札参加申込書を提出してください。
　⑴　提出場所
　　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３
　　　　川崎市総合教育センター　３階
　　　　情報・視聴覚センター
　　　　電　話　044－844－3655
　　　　ＦＡＸ　044－844－3651
　　　　Ｅ-mail　88zyojoc@city.kawasaki.jp
　⑵　提出期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年11月７日㈪まで
　　�　午前８時30分から正午及び午後１時から５時（土
曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶　提出書類　
　　ア　競争入札参加申込書　
　　イ　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）
　　ウ�　許可を受けていることを確認できる書類（許可

証の写し）
　⑷　提出方法
　　　持参に限ります。
　⑸　競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法
　　�　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書
並びに仕様書等は、川崎市ホームページからダウン

ロードすることができます（「入札情報かわさき」
の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあ
ります。）。ダウンロードができない場合には、「３
⑵　提出期間」の期間に、「３⑴　提出場所」で配
布します。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４
年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー
ルアドレスに令和４年11月11日㈮までに送付します。
　�　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場
合は、令和４年11月11日㈮の午前８時30分から午後５
時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴にて、
書類を交付します。
５　仕様・入札に関する問合せ先
　⑴　問合せ場所
　　　３⑴と同じ。
　⑵　問合せ期間　
　　�　令和４年11月11日㈮午前８時30分から令和４年11
月18日㈮午後５時まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、３⑴の電子メールアドレスまたはＦＡＸ
あて送付してください。電話による質問には応じら
れません。なお、質問書を送付したときは、その旨
担当まで御連絡ください。（土曜日及び日曜日を除
く、午前８時30分から正午まで及び午後１時から午
後５時まで）

　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年11月25日㈮
午後５時までに、競争入札参加資格があると認めら
れる者あてに、電子メールアドレスまたはＦＡＸに
て送付します。また、競争入札参加資格があると認
められない者からの質問には回答しません。なお、
回答に対する再質問は受け付けません。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　入札金額は、産業廃棄物収集運搬・処分業務委託
に係る費用の合計額となります。なお、入札に際し
ては、「川崎市競争入札参加者心得」第３条第２項
の規定に関わらず、契約希望金額から消費税及び地
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方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記
載してください。

　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年11月30日㈬午前９時30分
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室
　　　　川崎市高津区溝口６－９－３
　⑵　入札保証金　　　免除
　⑶　開札の日時　　　７⑴アに同じ
　⑷　開札の場所　　　７⑴イに同じ
　⑸　入札及び開札に立ち会うものに関する事項
　　�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、
入札前に委任状を提出しなければなりません。入札
当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ
い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ
さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通
知書を持参してください。

　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査
を行うことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑻　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ
さい。

８　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金　　　　契約金額の10％
　　　　　　　　　　　　�ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除。
　⑵　前払金　　　　　　否
　⑶　支払方法　　　　　一括払い
　⑷　契約書作成の要否　要
　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情報」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。
　　　───────────────────
川崎市公告第1133号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�学校産業廃棄物（業務用テレビ等）収

集運搬・処分業務委託（高津区）
　⑵　履行場所　高津区内市立学校
　⑶　履行期間　�契約締結日から令和５年３月31日㈮ま

で
　⑷　委託概要　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
の業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収集
運搬」及び「産業廃棄物処分業」の両方に登載され
ていること。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること（契約実績を証明で
きるものを書面にて競争入札参加申込書と共に提出
すること。）。

　⑸�　産業廃棄物収集運搬及び処分業の許可を自社で有
し、産業廃棄物の収集運搬から中間処分まで自社で
行えること（収集運搬及び処分に係る許可証の写し
を競争入札参加申込書と共に提出すること。）。

３　一般競争入札参加申込み及び仕様書について
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競
争入札参加申込書を提出してください。
　⑴　提出場所
　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３
　　　川崎市総合教育センター　３階
　　　情報・視聴覚センター
　　　電　話　044－844－3655
　　　ＦＡＸ　044－844－3651
　　　Ｅ-mail　88zyojoc@city.kawasaki.jp
　⑵　提出期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年11月７日㈪まで
　　�　午前８時30分から正午及び午後１時から５時（土
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曜日、日曜日及び祝日を除く。）
　⑶　提出書類
　　ア　競争入札参加申込書　
　　イ　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）　
　　ウ�　許可を受けていることを確認できる書類（許可

証の写し）
　⑷　提出方法
　　　持参に限ります。
　⑸　競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法
　　�　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書
並びに仕様書等は、川崎市ホームページからダウン
ロードすることができます（「入札情報かわさき」
の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあ
ります。）。ダウンロードができない場合には、「３
⑵　提出期間」の期間に、「３⑴　提出場所」で配
布します。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４
年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー
ルアドレスに令和４年11月11日㈮までに送付します。
　�　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場
合は、令和４年11月11日㈮の午前８時30分から午後５
時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴にて、
書類を交付します。
５　仕様・入札に関する問合せ先
　⑴　問合せ場所
　　　３⑴と同じ。
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年11月11日㈮午前８時30分から令和４年11
月18日㈮午後５時まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、３⑴の電子メールアドレスまたはＦＡＸ
あて送付してください。電話による質問には応じら
れません。なお、質問書を送付したときは、その旨
担当まで御連絡ください。（土曜日及び日曜日を除
く、午前８時30分から正午まで及び午後１時から午
後５時まで）

　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年11月25日㈮
午後５時までに、競争入札参加資格があると認めら
れる者あてに、電子メールアドレスまたはＦＡＸに
て送付します。また、競争入札参加資格があると認
められない者からの質問には回答しません。なお、
回答に対する再質問は受け付けません。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　入札金額は、産業廃棄物収集運搬・処分業務委託
に係る費用の合計額となります。なお、入札に際し
ては、「川崎市競争入札参加者心得」第３条第２項
の規定に関わらず、契約希望金額から消費税及び地
方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記
載してください。

　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年11月30日㈬午前９時45分
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室
　　　　川崎市高津区溝口６－９－３
　⑵　入札保証金　　　免除
　⑶　開札の日時　　　７⑴アに同じ
　⑷　開札の場所　　　７⑴イに同じ
　⑸　入札及び開札に立ち会うものに関する事項
　　�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、
入札前に委任状を提出しなければなりません。入札
当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ
い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ
さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通
知書を持参してください。

　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査
を行うことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑻　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ
さい。

８　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金　　　　契約金額の10％
　　　　　　　　　　　　�ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除。
　⑵　前払金　　　　　　否
　⑶　支払方法　　　　　一括払い
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　⑷　契約書作成の要否　要
　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情報」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
ころによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第1134号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�学校産業廃棄物（業務用テレビ等）収

集運搬・処分業務委託（宮前区）
　⑵　履行場所　宮前区内市立学校
　⑶　履行期間　�契約締結日から令和５年３月31日㈮ま

で
　⑷　委託概要　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
の業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収集
運搬」及び「産業廃棄物処分業」の両方に登載され
ていること。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること（契約実績を証明で
きるものを書面にて競争入札参加申込書と共に提出
すること。）。

　⑸�　産業廃棄物収集運搬及び処分業の許可を自社で有
し、産業廃棄物の収集運搬から中間処分まで自社で
行えること（収集運搬及び処分に係る許可証の写し
を競争入札参加申込書と共に提出すること。）。

３　一般競争入札参加申込み及び仕様書について
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競

争入札参加申込書を提出してください。
　⑴　提出場所
　　　〒213－0001　　川崎市高津区溝口６－９－３
　　　川崎市総合教育センター　３階
　　　情報・視聴覚センター
　　　電　話　044－844－3655
　　　ＦＡＸ　044－844－3651
　　　Ｅ-mail　88zyojoc@city.kawasaki.jp
　⑵　提出期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年11月７日㈪まで
　　�　午前８時30分から正午及び午後１時から５時（土
曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶　提出書類
　　ア　競争入札参加申込書　
　　イ　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）　
　　ウ�　許可を受けていることを確認できる書類（許可

証の写し）
　⑷　提出方法
　　　持参に限ります。
　⑸　競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法
　　�　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書
並びに仕様書等は、川崎市ホームページからダウン
ロードすることができます（「入札情報かわさき」
の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあ
ります。）。ダウンロードができない場合には、「３
⑵　提出期間」の期間に、「３⑴　提出場所」で配
布します。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４
年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー
ルアドレスに令和４年11月11日㈮までに送付します。
　�　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場
合は、令和４年11月11日㈮の午前８時30分から午後５
時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴にて、
書類を交付します。
５　仕様・入札に関する問合せ先
　⑴　問合せ場所
　　　３⑴と同じ。
　⑵　問合せ期間　
　　�　令和４年11月11日㈮午前８時30分から令和４年11
月18日㈮午後５時まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、３⑴の電子メールアドレスまたはＦＡＸ
あて送付してください。電話による質問には応じら
れません。なお、質問書を送付したときは、その旨
担当まで御連絡ください。（土曜日及び日曜日を除
く、午前８時30分から正午まで及び午後１時から午
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後５時まで）
　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年11月25日㈮
午後５時までに、競争入札参加資格があると認めら
れる者あてに、電子メールアドレスまたはＦＡＸに
て送付します。また、競争入札参加資格があると認
められない者からの質問には回答しません。なお、
回答に対する再質問は受け付けません。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　入札金額は、産業廃棄物収集運搬・処分業務委託
に係る費用の合計額となります。なお、入札に際し
ては、「川崎市競争入札参加者心得」第３条第２項
の規定に関わらず、契約希望金額から消費税及び地
方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記
載してください。

　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年11月30日㈬午前10時00分
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室
　　　　川崎市高津区溝口６－９－３
　⑵　入札保証金　　　免除
　⑶　開札の日時　　　７⑴アに同じ
　⑷　開札の場所　　　７⑴イに同じ
　⑸　入札及び開札に立ち会うものに関する事項
　　�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、
入札前に委任状を提出しなければなりません。入札
当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ
い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ
さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通
知書を持参してください。

　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査
を行うことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑻　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ
さい。

８　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金　　　　契約金額の10％
　　　　　　　　　　　　�ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除。
　⑵　前払金　　　　　　否
　⑶　支払方法　　　　　一括払い
　⑷　契約書作成の要否　要
　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情報」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
ころによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第1135号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�学校産業廃棄物（業務用テレビ等）収

集運搬・処分業務委託（多摩区）
　⑵　履行場所　多摩区内市立学校
　⑶　履行期間　�契約締結日から令和５年３月31日㈮ま

で
　⑷　委託概要　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
の業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収集
運搬」及び「産業廃棄物処分業」の両方に登載され
ていること。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似



（第1,854号）令和４年（2022年）11月10日川 崎 市 公 報

－ 4091 －

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること（契約実績を証明で
きるものを書面にて競争入札参加申込書と共に提出
すること。）。

　⑸�　産業廃棄物収集運搬及び処分業の許可を自社で有
し、産業廃棄物の収集運搬から中間処分まで自社で
行えること（収集運搬及び処分に係る許可証の写し
を競争入札参加申込書と共に提出すること。）。

３　一般競争入札参加申込み及び仕様書について
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競
争入札参加申込書を提出してください。
　⑴　提出場所
　　　〒213－0001　　川崎市高津区溝口６－９－３
　　　川崎市総合教育センター　３階
　　　情報・視聴覚センター
　　　電　話　044－844－3655
　　　ＦＡＸ　044－844－3651
　　　Ｅ-mail　88zyojoc@city.kawasaki.jp
　⑵　提出期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年11月７日㈪まで
　　�　午前８時30分から正午及び午後１時から５時（土
曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶　提出書類
　　ア　競争入札参加申込書　
　　イ　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）
　　ウ�　許可を受けていることを確認できる書類（許可

証の写し）
　⑷　提出方法
　　　持参に限ります。
　⑸　競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法
　　�　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書
並びに仕様書等は、川崎市ホームページからダウン
ロードすることができます（「入札情報かわさき」
の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあ
ります。）。ダウンロードができない場合には、「３
⑵　提出期間」の期間に、「３⑴　提出場所」で配
布します。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４
年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー
ルアドレスに令和４年11月11日㈮までに送付します。
　�　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場
合は、令和４年11月11日㈮の午前８時30分から午後５
時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴にて、
書類を交付します。
５　仕様・入札に関する問合せ先
　⑴　問合せ場所

　　　３⑴と同じ。
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年11月11日㈮午前８時30分から令和４年11
月18日㈮午後５時まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、３⑴の電子メールアドレスまたはＦＡＸ
あて送付してください。電話による質問には応じら
れません。なお、質問書を送付したときは、その旨
担当まで御連絡ください。（土曜日及び日曜日を除
く、午前８時30分から正午まで及び午後１時から午
後５時まで）

　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年11月25日㈮
午後５時までに、競争入札参加資格があると認めら
れる者あてに、電子メールアドレスまたはＦＡＸに
て送付します。また、競争入札参加資格があると認
められない者からの質問には回答しません。なお、
回答に対する再質問は受け付けません。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　入札金額は、産業廃棄物収集運搬・処分業務委託
に係る費用の合計額となります。なお、入札に際し
ては、「川崎市競争入札参加者心得」第３条第２項
の規定に関わらず、契約希望金額から消費税及び地
方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記
載してください。

　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年11月30日㈬午前10時15分
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室
　　　　川崎市高津区溝口６－９－３
　⑵　入札保証金　　　免除
　⑶　開札の日時　　　７⑴アに同じ
　⑷　開札の場所　　　７⑴イに同じ
　⑸　入札及び開札に立ち会うものに関する事項
　　�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、
入札前に委任状を提出しなければなりません。入札
当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ
い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ
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さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通
知書を持参してください。

　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査
を行うことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑻　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ
さい。

８　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金　　　　契約金額の10％
　　　　　　　　　　　　�ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除。
　⑵　前払金　　　　　　否
　⑶　支払方法　　　　　一括払い
　⑷　契約書作成の要否　要
　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情報」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
ころによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第1136号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�学校産業廃棄物（業務用テレビ等）収

集運搬・処分業務委託（麻生区）
　⑵　履行場所　麻生区内市立学校
　⑶　履行期間　�契約締結日から令和５年３月31日㈮ま

で
　⑷　委託概要　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
の業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収集
運搬」及び「産業廃棄物処分業」の両方に登載され
ていること。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること（契約実績を証明で
きるものを書面にて競争入札参加申込書と共に提出
すること。）。

　⑸�　産業廃棄物収集運搬及び処分業の許可を自社で有
し、産業廃棄物の収集運搬から中間処分まで自社で
行えること（収集運搬及び処分に係る許可証の写し
を競争入札参加申込書と共に提出すること。）。

３　一般競争入札参加申込み及び仕様書について
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競
争入札参加申込書を提出してください。
　⑴　提出場所
　　　〒213－0001　　川崎市高津区溝口６－９－３
　　　川崎市総合教育センター　３階
　　　情報・視聴覚センター
　　　電　話　044－844－3655
　　　ＦＡＸ　044－844－3651
　　　Ｅ-mail　88zyojoc@city.kawasaki.jp
　⑵　提出期間
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年11月７日㈪まで
　　�　午前８時30分から正午及び午後１時から５時（土
曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶　提出書類　
　　ア　競争入札参加申込書　
　　イ　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）　
　　ウ�　許可を受けていることを確認できる書類（許可

証の写し）
　⑷　提出方法
　　　持参に限ります。
　⑸　競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法
　　�　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書
並びに仕様書等は、川崎市ホームページからダウン
ロードすることができます（「入札情報かわさき」
の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあ
ります。）。ダウンロードができない場合には、「３
⑵　提出期間」の期間に、「３⑴　提出場所」で配
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布します。
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４
年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー
ルアドレスに令和４年11月11日㈮までに送付します。
　�　なお、申請者がメールアドレスを登録していない場
合は、令和４年11月11日㈮の午前８時30分から午後５
時（正午から午後１時までを除く）まで、３⑴にて、
書類を交付します。
５　仕様・入札に関する問合せ先
　⑴　問合せ場所
　　　３⑴と同じ。
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年11月11日㈮午前８時30分から令和４年11
月18日㈮午後５時まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、３⑴の電子メールアドレスまたはＦＡＸ
あて送付してください。電話による質問には応じら
れません。なお、質問書を送付したときは、その旨
担当まで御連絡ください。（土曜日及び日曜日を除
く、午前８時30分から正午まで及び午後１時から午
後５時まで）

　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年11月25日㈮
午後５時までに、競争入札参加資格があると認めら
れる者あてに、電子メールアドレスまたはＦＡＸに
て送付します。また、競争入札参加資格があると認
められない者からの質問には回答しません。なお、
回答に対する再質問は受け付けません。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　入札金額は、産業廃棄物収集運搬・処分業務委託
に係る費用の合計額となります。なお、入札に際し
ては、「川崎市競争入札参加者心得」第３条第２項
の規定に関わらず、契約希望金額から消費税及び地
方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記
載してください。

　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年11月30日㈬午前10時30分

　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室
　　　　川崎市高津区溝口６－９－３
　⑵　入札保証金　　　免除
　⑶　開札の日時　　　７⑴アに同じ
　⑷　開札の場所　　　７⑴イに同じ
　⑸　入札及び開札に立ち会うものに関する事項
　　�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、
入札前に委任状を提出しなければなりません。入札
当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してくださ
い。また、代表者本人の場合は名刺を持参してくだ
さい。なお、開札においては、競争参加資格確認通
知書を持参してください。

　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
そのものの入札価格が著しく低価格の場合は、調査
を行うことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑻　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ
さい。

８　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金　　　　契約金額の10％
　　　　　　　　　　　　�ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除。
　⑵　前払金　　　　　　否
　⑶　支払方法　　　　　一括払い
　⑷　契約書作成の要否　要
　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情報」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
ころによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第1137号
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
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　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項　
　⑴　業務件名
　　�　男女共同参画センター空気調和機その他設備長寿
命化整備業務委託

　⑵　履行場所　
　　　川崎市高津区溝口２－20－１
　⑶　履行期間　
　　　契約日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　男女共同参画センターに設置されている空気調和
機ＡＨＵ－１～ＡＨＵ－５（ホール系統）までの計
５基について、機内補修を含むオーバーホール整備、
電動弁・Ｙスト・ＶＤ等の交換、整備、試運転調整
等を行う。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種「施
設維持管理」種目「空調・衛生設備保守点検」に登
録されている者であること。

　⑶�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿に、地域
区分「市内」で登録されている者。

　⑷�　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評
価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時における本
市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時にお
ける本市との協力体制（防災協力事業所）」に登録
があること。

　⑸�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す
る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による
中小企業者であること。

　⑹�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑺�　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業
務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する
こと。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す
る書類（契約書の写しや実績一覧表等）を提出してく
ださい。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒210－0007
　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階
　　　市民文化局人権・男女共同参画室　
　　　電話　044－200－2300（直通）
　　　FAX　　044－200－3914
　　　E-mail　25danjo@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年10月25日㈫から令和４年10月31日㈪まで
の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
までとします。（ただし、土曜日、日曜日、祝日等
の本市閉庁日を除く）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明会及び入札説明書
　⑴　入札説明会
　　　実施しません。
　⑵　入札説明書の交付
　　�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及
び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３
⑴　配布・提出場所及び問合せ先の場所において、
３⑵　配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希
望者には印刷物を配布します。また、川崎市のホー
ムページ「入札情報かわさき」において、本件の公
表情報詳細のページからダウンロードできます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格　確認通知書を交付し
ます。
　⑴　日時
　　　令和４年11月４日㈮午後１時から午後５時まで
　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
電子メールのアドレスを登録して　　いる場合は、
電子メールで配信されます。

　⑵　場所
　　　３⑴　配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴　配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
　⑵　質問受付期間　
　　�　令和４年11月４日㈮から令和４年11月11日㈮まで
の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日等の
本市閉庁日を除きます。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。
　　ア　電子メール　25danjo@city.kawasaki.jp
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　　イ　ＦＡＸ　　　044－200－3914
　⑸　回答方法
　　�　令和４年11月16日㈬午後５時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー
ル又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、この
入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関
しては回答しません。

７　現地調査
　⑴�　現地調査令和４年11月17日㈭及び11月18日㈮の午
前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　⑵　現地調査の方法
　　�　現地調査を希望される場合は、必ず事前に現地調
査を希望する旨を電話にて連絡してください。電話
連絡ない場合の現地調査はできません。なお、時間
帯は双方の調整により決定するため、必ずしも希望
の時間帯に行えるものではありません。

８　競争入札参加資格の喪失　
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各
号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて、虚偽の記載をしたとき。

９　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する　金額を入札書に
記載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相　当する額（入
札書に記載した金額の10％）を加算した金額を
もって契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年11月24日㈭午前10時00分
　　イ　入札場所
　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２
　　　　川崎フロンティアビル９階　市民文化局会議室
　⑶　入札書の提出方法　
　　　持参とします。　
　⑷　入札保証金　
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格を　　もって有効な

入札を行った者を落札者とします。ただし、著しく
低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

10　契約の手続き等
　⑴　契約保証金は､ 次のとおりとします｡
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　前払金
　　　否
　⑶　契約書作成の要否　
　　　必要とします。
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」及び３⑴　配布・提出場所及び問合せ
先の場所で閲覧することができます。

11　特定業務委託契約（公契約対象）
　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例
第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該
当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約
条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、
川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム
ページ「入札情報かわさき」から「特定工事請負契約
及び特定業務委託契約の手引き」をご覧ください。
12　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴　配布・
提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、
質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎
市のホームページ「入札情報かわさき」において、
本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき
ます。

　⑷�　本調達は、契約締結後、令和５年第１回川崎市議
会定例会における議決に基づき工期の変更（令和６
年２月15日限り）を行う予定です。

　　　───────────────────
川崎市公告第1138号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項　
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　⑴　業務件名
　　　わくわくプラザ建築設備定期点検業務委託
　⑵　履行場所　
　　�　川崎市内のわくわくプラザ46か所（別紙「対象施
設一覧」のとおり）

　⑶　履行期間　
　　　契約日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　わくわくプラザ46施設（校舎外設置・延床面積
200㎡超）について、建築基準法第12条第４項の規
定に基づく建築設備の定期点検を実施するもの。

２　一般競争入札参加資格　
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種「施
設維持管理」種目「その他の施設維持管理」に登載
されていること。

　⑶�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿に、地域
区分「市内」で登録されていること。

　⑷�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す
る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項に規定
する中小企業者であること。

　⑸�　一級建築士、二級建築士又は特定建築物調査員資
格者証（建築物の点検）、建築設備等検査員資格者
証（建築設備等の点検）の交付を受けている者を有
すること。

　⑹�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問合せ先　
　�　この入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加
資格確認申請書及び入札参加資格を証する書類を提出
してください。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先　
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市役所第３庁舎14階
　　　こども未来局青少年支援室
　　　電　話　044－200－1988（直通）
　　　ＦＡＸ　044－200－3931
　　　E-mail　45sien@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間　
　　�　令和４年10月25日㈫から令和４年11月１日㈫まで
の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
までとします（土曜日、日曜日、国民の祝日等の本
市閉庁日を除く）。

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明会及び入札説明書　
　⑴　入札説明会
　　　実施しません。　
　⑵　入札説明書の交付　
　　�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及
び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３
⑴　配布・提出場所及び問合せ先の場所において、
３⑵　配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希
望者には印刷物を配布します。また、川崎市の公式
ウェブサイト「入札情報かわさき」において、本件
の公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付　
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。　
　⑴　日時
　　�　令和４年11月８日㈫　午前９時から午後５時まで。
ただし、業務委託有資格業者名簿に登録した際に電
子メールのアドレスを登録している場合は、電子
メールで送付します

　⑵　場所
　　　３⑴　配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
６　仕様書等に関する問合せ
　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで
きます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。
　⑴　問合せ先
　　　３⑴　配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
　⑵　質問受付期間　
　　�　令和４年11月８日㈫から令和４年11月14日㈪午後
５時までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メールによります。
　　　E-mail　45sien@city.kawasaki.jp
　⑸　回答方法　
　　�　令和４年11月18日㈮午後５時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書の交付を受けた者に電子メー
ルにて回答書を送付します。なお、この入札の参加
資格を満たしていない者からの質問には回答しませ
ん。

７　競争入札参加資格の喪失　
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各
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号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて、虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記
載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年11月22日㈫午後１時30分
　　イ　入札場所
　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　川崎市役所第３庁舎13階
　　　　こども未来局会議室
　⑶　入札書の提出方法　
　　　持参とします。　
　⑷　入札保証金　
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　⑴　契約保証金は､ 次のとおりとします｡
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否　
　　　必要とします。
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市の公式ウェブサイト「入
札情報かわさき」及び３⑴　配布・提出場所及び問
合せ先の場所で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　事情により入札を延期し、又は取りやめる場合が
あります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴　配布・
提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑷�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、
質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎
市の公式ウェブサイト「入札情報かわさき」におい
て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード
できます。

対象施設一覧 基準日 R4.4.1
No 区 施設名称 構造概要 建築年月 建築面積 延床面積 建築年月 築年数
１

川崎

宮前小学校わくわくプラザ 木造 ２階 平成23年３月 217.79㎡ 2011/ ３/17 11
２ 京町小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成14年３月 228.26㎡ 2002/ ３/ ８ 20
３ 向小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成15年３月 122.89㎡ 231.32㎡ 2003/ ３/ １ 19
４ 大師小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成15年３月 142.26㎡ 231.68㎡ 2003/ ３/ １ 19
５ 川中島小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成22年３月 218.15㎡ 2010/ ３/24 12
６ 渡田小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成15年３月 141.78㎡ 201.90㎡ 2003/ ３/ １ 19
７ 東小田小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成15年３月 121.95㎡ 221.76㎡ 2003/ ３/ １ 19
８ 大島小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成21年３月 227.06㎡ 2009/ ３/23 13
９ 東大島小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成15年３月 128.65㎡ 235.16㎡ 2003/ ３/ １ 19
10

幸

西御幸小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成21年３月 221.76㎡ 2009/ ３/24 13
11 下平間小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成19年９月 204.54㎡ 2007/ ９/21 14
12 古川小学校わくわくプラザ 木造 ２階 平成30年３月 143.26㎡ 264.00㎡ 2018/ ２/28 ４
13 東小倉小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成22年３月 221.76㎡ 2010/ ３/23 12
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14

中原

今井小学校わくわくプラザ 木造 ２階 平成24年３月 115.67㎡ 219.50㎡ 2012/ ３/27 10
15 上丸子小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成23年３月 228.22㎡ 2011/ ３/18 11
16 西丸子小学校わくわくプラザ 木造 ２階 平成24年３月 125.61㎡ 239.38㎡ 2012/ ３/28 10
17 住吉小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成21年３月 216.14㎡ 2009/ ３/27 13
18 下小田中小学校わくわくプラザ 木造 ２階 令和１年12月 147.74㎡ 264.85㎡ 2020/ ３/27 ２
19 下沼部小学校わくわくプラザ① プレハブ ２階 平成20年３月 201.74㎡ 2008/ ３/28 14
20 苅宿小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成15年３月 137.12㎡ 254.06㎡ 2003/ ３/ １ 19
21 木月小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成12年９月 125.37㎡ 225.24㎡ 2000/ ９/30 21
22 新城小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成15年３月 119.97㎡ 221.76㎡ 2003/ ３/ １ 19
23 宮内小学校わくわくプラザ 鉄骨 ２階 平成15年３月 122.01㎡ 226.86㎡ 2003/ ３/ １ 19
24 中原小学校わくわくプラザ 木造 １階 平成24年３月 221.71㎡ 211.71㎡ 2012/ ３/28 10
25

高津

上作延小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成15年３月 124.31㎡ 230.44㎡ 2003/ ３/ １ 19
26 南原小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成14年３月 268.82㎡ 2002/ ３/ ８ 20
27 久地小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成15年３月 123.92㎡ 226.86㎡ 2003/ ３/ １ 19
28 坂戸小学校わくわくプラザ 木造 ２階 平成26年１月 149.93㎡ 228.49㎡ 2014/ １/27 ８
29 久本小学校わくわくプラザ 木造 ２階 平成25年６月 136.41㎡ 259.85㎡ 2013/ ６/26 ８
30 東高津小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成18年３月 213.84㎡ 2006/ ３/17 16
31 新作小学校わくわくプラザ 木造 ２階 平成25年３月 121.15㎡ 226.46㎡ 2013/ ３/26 ９
32

宮前

野川小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成11年３月 202.66㎡ 1999/ ３/12 23
33 宮前平小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成10年３月 233.48㎡ 1998/ ３/20 24
34 稗原小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成15年３月 116.89㎡ 215.28㎡ 2003/ ３/ １ 19
35 犬蔵小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成20年３月 201.74㎡ 2008/ ３/28 14
36

多摩

稲田小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成22年３月 227.96㎡ 2010/ ３/24 12
37 南生田小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成15年３月 134.30㎡ 228.40㎡ 2003/ ３/ １ 19
38 三田小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成22年３月 222.87㎡ 2010/ ３/25 12
39 菅小学校わくわくプラザ 木造 ２階 平成27年３月 138.50㎡ 257.75㎡ 2015/ ３/25 ７
40 下布田小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成12年３月 235.61㎡ 300.60㎡ 2000/ ３/14 22
41 宿河原小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成15年３月 117.79㎡ 214.52㎡ 2003/ ３/ １ 19
42 登戸小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成21年３月 235.14㎡ 2009/ ３/27 13
43

麻生

長沢小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成15年３月 154.90㎡ 249.76㎡ 2003/ ３/ １ 19
44 千代ケ丘小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成21年３月 201.88㎡ 2009/ ３/24 13
45 栗木台小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成19年10月 228.66㎡ 2007/10/ ５ 14
46 岡上小学校わくわくプラザ プレハブ ２階 平成15年３月 129.55㎡ 221.36㎡ 2003/ ３/ １ 19
　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1139号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�パーソナルコンピュータの賃貸借及び

保守（動画編集分）
　⑵　履行場所　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階ほか　
　　　　　　　　�川崎市総務企画局シティプロモーショ

ン推進室
　⑶　履行期限　�令和４年12月１日から令和10年１月31

日まで
　⑷　調達物品の概要　

　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

　⑵�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「リース」、種目「その他」に搭載されている
こと。　

　⑶�　競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停
止期間中でないこと。

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の
配布及び提出
　�　入札説明書及び仕様書は３⑴の場所において、３⑵
の期間で縦覧に供します。また、川崎市のホームペー
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ジからダウンロードできます。
　�　（「入札情報かわさき」のお知らせhttp://www.city.
kawasaki.jp/233300/index.html）
　⑴　提出場所及び問い合わせ先　
　　　〒210－0005　
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎11階　
　　　総務企画局シティプロモーション推進室
　　　ブランド戦略担当　
　　　電話　044－200－2297　FAX　044－200－3915　
　　　E-mail　17brand@city.kawasaki.jp　
　⑵　公開・提出期間　
　　�　令和４年10月25日㈫から令和４年11月４日㈮まで
の午前８時30分から午後５時までとします。

　⑶　提出方法　持参又は郵送
　　　　　　　　（配達記録が残るもので期間内必着）
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付　
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。　
　⑴　場所　３⑴に同じ　
　⑵　日時�　令和４年10月28日㈮午後１時から午後５時

まで　
　　　　　　�ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ

登録した際に電子メールのアドレスを登録
した場合は、同日中までに電子メールで送
信します。

５　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年10月25日㈫から令和４年11月８日㈫まで
の午前８時30分から午後５時までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メール又は郵送によります。
　　�　なお、電子メール又は郵送で送付した場合は、送
付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて御連絡く
ださい。

　　　また、郵送の場合は５⑵の期間内に必着のこと。
　⑸　回答方法
　　�　令和４年11月15日㈫午後５時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー
ル又はFAXにて回答書を送付します。なお、この
入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関
しては回答しません。

６　一般競争入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書
類について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　�　入札は５年間のリース総額で行います。ただし、
消費税等を含まない金額により入札することとし、
リース総額は１円未満の端数を切り捨てたリース月
額に60を乗じた額とします。なお、入札は所定の入
札書をもって行い、入札書を入札件名が記載された
封筒に封印して提出してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年11月22日㈫午後２時30分
　　イ　入札場所　川崎市川崎区東田町５－４
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎13階　会議室
　⑶　入札書の提出方法　持参または郵送
　　�　（郵送の際は、３⑴の住所へ郵送（令和４年11月
21日㈪午後５時までに、川崎市総務企画局シティプ
ロモーション推進室必着）も可としますが、その際
は２回目以降の札入れの権利を失います。）

　⑷　入札保証金　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　開札に立ち会う者に関する事項
　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま
す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する
権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前
に提出しなければなりません。また、開札には一般競
争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。
９　再度入札の実施
　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行います。
ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加者心
得」第７条の規定により無効とされた者及び開札に立
ち会わない者を除きます。
10　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金　免除とします。　
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　⑵　契約書作成の要否　必要とします。
　⑶　前払い金の要否　前払い金はありません。
　⑷　契約条項等の閲覧　
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）で閲覧することができます。

11　その他　
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。　

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じで
す。　

　⑶�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。　

　⑷�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。　

　⑸　支払いについては、毎月払いとします。
　　　───────────────────
川崎市公告第1140号
　　　入　　札　　公　　告
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　一般競争入札について次のとおり公告します。
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�電気自動車（軽貨物・幸区役所）賃

貸借及び保守
　⑵　履行場所　　川崎市幸区戸手本町１－11－１
　　　　　　　　　幸区役所衛生課
　⑶　履行期間　　�令和５年２月１日から令和12年１月

31日まで
　⑷　物品の概要　仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格者名簿の業種「リース」種目「車両」に登載
されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去５か年に、本市又は他公官庁において同規模
の賃貸借契約の実績があること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出先

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配付・提出場所
　　　健康福祉局保健医療政策部食品安全担当
　　　担当：赤木
　　　郵便番号　212－0013
　　　住　所　川崎市幸区堀川町580
　　　ソリッドスクエア西館８Ｆ
　　　電　話　044－200－2445
　　　ＦＡＸ　044－200－3927
　　　E-mail　40syoku@city.kawasaki.jp
　⑵　配付・提出期間
　　�　令和４年10月25日㈫から令和４年11月２日㈬まで
の下記の時間

　　�　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ　上記２⑷を確認できる資料（様式自由）
　⑷　提出方法
　　　郵送（提出期間内必着）もしくは持参。
　　　�※郵送による場合は、住所「〒210―8577川崎市

川崎区宮本町１番地」としてください。
　　　�　また、郵送した当日中に件名、会社名、担当者

名、連絡先を記載した電子メールを「40syoku@
city.kawasaki.jp」に送信してください。

　　　�　提出書類（競争入札参加申込書）は、インター
ネット（入札情報かわさき（https://www.city.
kawasaki.jp/233300/index.html））からダウンロー
ドすることができます。ダウンロードができない
場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布
します。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が
あると認められた者には、令和３・４年度川崎市競争
入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令
和４年11月４日㈮までに送付します。
５　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　問い合わせ
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。

　　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。
　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で御注意ください。

　　ア　質問先
　　　　上記３⑴に同じ。
　　イ　質問受付期間
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　　　�　令和４年11月４日㈮から令和４年11月10日㈭ま
で

　　ウ　質問方法
　　　�　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は
電子メールアドレスあて送付してください。

　⑵　回答
　　ア　回答日
　　　　令和４年11月15日㈫
　　イ　回答方法
　　　�　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表し
た質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争入札
参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに送
付します。なお、当該委任先メールアドレスを登
録していない者にはＦＡＸで送付します。

　　　　なお、回答後の再質問は受付しません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　一般競争入札参加資格確認通知書とともに配布す
る入札書もしくは、入札情報かわさき＞ダウンロー
ドコーナー＞財政局入札参加手続関係からダウン
ロードした入札書を使用してください。

　　�　賃貸借期間の総額（税抜き）を入札金額とします。
契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載し
てください。また、入札金額には契約期間内の業務
履行に必要となる一切の費用を含めて見積もるもの
とし、月額の賃貸借料（税抜きで１円未満の端数を
切り捨てた額）を月数（84 ヵ月）で乗じる方法で
見積もりしてください。

　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年11月22日㈫午後２時
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市幸区堀川町580
　　　　ソリッドスクエア西館12Ｆ　12Ｄ会議室
　⑵　入札書の提出
　　　持参に限ります。
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　入札の日時

　　　７⑴アに同じ
　⑸　開札の場所
　　　７⑴イに同じ
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ
とがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑻　再度入札の実施
　　�　落札者がいない場合、直ちに再度入札を実施しま
す。再度入札用の入札書等も準備の上、参加してく
ださい。

８　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。
　⑷�　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本入
札に関し、手続き等が変更になる場合があります。

　⑸�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額
について減額又は削除があった場合は、この契約を
変更又は解除することができるものとします。また、
上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失の補
償を川崎市に対して請求することができるものとし、
補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────
川崎市公告第1141号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月25日
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　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名　
　　　�川崎臨海部動向把握・情報管理に関する調査業務

委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市臨海部国際戦略本部事業推進部
　⑶　履行期間　
　　　契約締結日から令和５年３月31日㈮まで
　⑷　委託概要
　　�　「臨海部ビジョン」に位置付けた各プロジェクト
の推進に当たり、産業ごとの投資動向に応じた効果
的な支援策の構築等を行うため、立地企業の設備投
資計画や土地利用実態など、川崎臨海部の動向把握
及び課題抽出に関する調査を行うものです。詳細は、
委託仕様書によります。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「調査・測定」、種目「その他の調査・測定」
に登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

３　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布及び提出
　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次
の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確
認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書
を配布します。
　�　また、この入札に参加を希望する者は、次により所
定の一般競争入札参加資格確認申請書を提出しなけれ
ばなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市臨海部国際戦略本部事業推進部
　　　担当　田村
　　　電話　044－200－2075
　⑵　配布・提出期間　
　　�　令和４年10月25日㈫から令和４年11月１日㈫まで
　　　（ただし、土曜日及び日曜日を除く）
　　　午前８時30分～午後５時
　　　（ただし、正午～午後１時を除く）
　⑶　提出書類
　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑷　提出方法
　　　郵送又は持参
　　　（郵送の場合、令和４年11月１日㈫午後５時必着）
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のう
ち参加資格があると認められた者には、令和３・４年
度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メール
アドレスに令和４年11月２日㈬までに送付します。
　�　ただし、これが困難な場合には下記の場所及び日時
で直接交付します。
　⑴　交付場所　３⑴に同じ
　⑵　交付日時�　令和４年11月２日㈬午後１時から午後

５時まで
５　仕様書等に関する問い合わせ
　⑴　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑵　質問書の提出先
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市臨海部国際戦略本部事業推進部
　　　電子メール　　59jigyo@city.kawasaki.jp
　　　担当　田村
　⑶　質問書の提出期間　
　　　令和４年10月25日㈫から令和４年11月４日㈮まで
　　　午前８時30分～午後５時
　　　（ただし、正午～午後１時を除く）
　⑷　質問書の提出方法
　　　電子メール、郵送又は持参
　　　（郵送の場合、令和４年11月４日㈮午後５時必着）
　⑸　回答方法　
　　�　令和４年11月７日㈪午後５時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ、全ての
質問及び回答を一覧表にした質問回答書を、電子
メール又はＦＡＸにて送付します。なお、当該委任
先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで
送付します。　

　　�　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か
らの質問に関しては回答しません。

６　一般競争入札参加資格の喪失　
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。　

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　　入札の手続等
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　⑴　入札方法
　　　持参
　⑵　入札・開札の日時及び場所　
　　ア　日時　　　令和４年11月14日㈪午後２時00分
　　イ　場所　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎10階会議室
　⑶　入札保証金　免除
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　　契約の手続き等
　⑴　契約保証金　免除
　⑵　前払金　無
　⑶　契約書の作成の要否　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定
めるところによります。

　⑵�　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ
です。

　　　───────────────────
川崎市公告第1142号
　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が
なされたので、同法第６条第３項の規定において準用す
る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します。
　　令和４年10月26日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　コストコホールセール川崎倉庫店
　　川崎市川崎区池上新町３丁目１番６号
２�　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住
所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　ライトイヤー特定目的会社
　　取締役　三品　貴仙
　　東京都港区東新橋一丁目５番２号
　　汐留シティセンター

３　変更した事項
　�　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名また
は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　（変更前）

氏名又は名称 代表者 住所

① コストコホールセール
ジャパン株式会社

代表取締役
ケン・テリオ

川崎市川崎区
池上新町３丁
目１番４号

　　計１者
　　（変更後）

氏名又は名称 代表者 住所

① コストコホールセール
ジャパン株式会社

代表取締役
ケン・テリオ

千葉県木更津
市瓜倉361番地
（金田西２街区
２画地）

　　計１者
４　変更の年月日
　　令和４年８月26日
５　変更する理由
　�　大規模小売店舗において小売業を行う者の住所変更
によるもの
６　届出の年月日
　　令和４年10月21日
７　届出及び添付書類の縦覧場所
　�　経済労働局観光・地域活力推進部商業・サービス業
振興担当
　　（川崎フロンティアビル10階）
８　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯
　�　令和４年10月26日から令和５年２月26日の午前８時
30分から午後５時まで。
　�　ただし、土曜日及び日曜日、休日、12月29日から１
月３日を除く。
９�　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店
舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた
めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該
公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出
によりこれを述べることができます。
10　意見書の提出期限及び提出先
　　令和５年２月26日
　�　経済労働局観光・地域活力推進部商業・サービス業
振興担当
　　　───────────────────
川崎市公告第1143号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月26日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 生田緑地ピクニック広場木道階段改修工事

履行場所 川崎市多摩区枡形６丁目26先

履行期間 契約日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月10日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 主要地方道東京大師横浜道路修繕（舗装）工事

履行場所 川崎市川崎区四谷上町29番地先他４箇所

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員２」
という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりません。
ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を上回
らなければいけません。
　⑴　全ての構成員に必要な条件
　　ア　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
　　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
　　ウ　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　　　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　　　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　　　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。
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参 加 資 格

　　エ　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
　　オ�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されてい

ること。
　　カ�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。
　　キ�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
　　ク　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。
　⑵　特定ＪＶの代表者に必要な条件
　　ア　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　　イ　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　
　　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。
　⑶　特定ＪＶの構成員２に必要な条件
　　ア　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。
　　イ　主任技術者（業種「舗装」）を専任で配置できること。
　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月22日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 西谷歩道橋補修工事

履行場所 川崎市宮前区土橋４丁目14番地先

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。



（第1,854号）令和４年（2022年）11月10日 川 崎 市 公 報

－ 4106 －

参 加 資 格

⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月22日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 中原区内主要地方道幸多摩線道路築造工事

履行場所 川崎市中原区宮内１丁目地内

履行期間 契約日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されていること。
⑹�　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時におけ
る本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」
に登録があること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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⑼　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月22日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 渋川整備工事

履行場所 川崎市中原区木月４丁目22番地先

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係　（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月22日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 中原区内自転車通行環境整備工事

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「路面表示等」で登録されて
いること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
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⑽　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月22日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に
付する事項

件　　名 コンテナターミナル・ガントリークレーン用レール交換及びその他補修工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島92番地内

履行期間 契約日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されていること。
⑸　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑹　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑺　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。
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参 加 資 格

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に
付する事項

件　　名 東扇島外貿岸壁防食改良ほか工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地先ほか

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登録されて
いること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」で登録
されていること。
⑹　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑺　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑻　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。
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参 加 資 格
　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に
付する事項

件　　名 細山東公園斜面対策工事

履行場所 川崎市麻生区細山４丁目１－１

履行期間 契約日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび土工」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　とび土工工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「とび土工」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。
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契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に
付する事項

件　　名 市道宮本町１号線道路改良工事

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地先

履行期間 契約日から令和５年５月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年11月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免
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契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和４年12月頃）
を要します。

（案件11）

競争入札に
付する事項

件　　名 南百合丘小学校給食室等増築冷暖房設備その他工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺西１丁目26番１号

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「冷暖房設備」ランク「Ａ」
で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年12月５日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要
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入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に
付する事項

件　　名 南百合丘小学校給食室等増築衛生設備その他工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺西１丁目26番１号

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川
崎市上下水道指定）」ランク「Ａ」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑾　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年12月５日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に
付する事項

件　　名 南百合丘小学校給食室等増築電気設備その他工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺西１丁目26番１号

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年12月５日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）　

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件14）

競争入札に
付する事項

件　　名 ＪＲ横須賀線武蔵小杉駅歩行者用通路新築工事

履行場所 川崎市中原区新丸子東３丁目1043番４他

履行期間 契約の日から令和６年１月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」又
は「Ｂ」で登録されていること。
⑸　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑹　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑺　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりませ
ん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年11月25日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1144号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の
規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公
告します。
　　令和４年10月26日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市麻生区下麻生二丁日1005－１
　　　　　　　　　　　　　　　ほか２筆
　　　　　　　　　　　　　　　　2,186平方メートル
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　川崎市麻生区下麻生２－２－12
　　株式会社　OAK　代表取締役　小沢　泰子
３　予定建築物の用途
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　　有料老人ホーム診療所
　　計画戸数：３戸
４　開発許可年月日及び許可番号
　　令和４年６月９日
　　川崎市指令　ま宅審　イ第23号
　　令和４年９月８日
　　川崎市指令　ま宅審　イ第55号（変更）
　　　───────────────────
川崎市公告第1145号
　川崎市保育料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべ
きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不
明のため送達することができないので、地方自治法（昭
和22年４月17日法律第67号）231条の３第４項及び地方
税法（昭和25年法律第266号）第20条の２の規定により
公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月26日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市公告第1146号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月28日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　「かわさき共生＊共育プログラム」調査研究にか
かる業務委託

　⑵　履行場所
　　　川崎市教育委員会事務局　教育政策室
　⑶　履行期間
　　　令和４年12月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　委託概要
　　�　「かわさき共生＊共育プログラム」の効果測定ア
ンケートは、川崎市独自のアセスメントツールであ
り、子どもにアンケート調査を実施し、子どもの個
人の傾向や、集団の人間関係を数値化して示し、市
の標準偏差値と比較して状態や変容をとらえること
ができるものです。

　　�　本件は、「かわさき共生＊共育プログラム」につ
いての信頼性・妥当性の維持向上、今後の必要な方
策の検討を目的に、過去12年間の研究協力校の効果
測定アンケートのデータをもとに、川崎市の児童生
徒の実態を分析する業務です。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度「業務委託有
資格業者名簿」に業種「電算関連業務」に登載され
ていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でない者であること。

　⑷�　本市又は他の官公庁において過去３年以内に類似
の契約実績を有すること。

３　一般競争参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　一般競争入札参加申込書配布及び提出場所
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６
　　　川崎市教育委員会事務局教育政策室
　　　電話　044－200－3068
　⑵　配布及び提出期間
　　�　令和４年10月28日㈮から令和４年11月８日㈫まで
の下記の時間

　　�　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日・祝
日を除く。）

　⑶　提出方法
　　�　持参に限ります。申込書、仕様書及び質問書等は、
川崎市ホームページ（教育委員会）からダウンロー
ドできます。ダウンロードができない場合には、上
記３⑵の期間に、上記３⑴の場所で配布します。

　４　一般競争入札参加確認通知書の交付
　　�　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・
４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先
メールアドレスに令和４年11月９日㈬までに送付し
ます。

　　�　なお、申請者がメールアドレスを登録されていな
い場合は、令和４年11月９日㈬の午前９時から午後
５時（正午から午後１時までを除く）に、上記３⑴
にて、書類を交付します。

５　仕様・入札に関する問い合わせ先
　⑴　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ。
　⑵　問い合わせ期間
　　�　令和４年10月28日㈮から令和４年11月16日㈬まで
の下記の時間

　　�　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日・祝
日を除く。）

　⑶　問い合わせ方法
　　�　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指
定するＦＡＸまたは電子メールアドレスあて送付し
てください。なお、質問書を送付した際は、併せて
３⑴まで電話連絡してください。
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　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年11月17日㈭
までに、参加全社あてに、ＦＡＸまたは電子メール
にて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札
参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、
入札当日に必ず持参してください。

　　イ�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、
入札前に委任状を提出しなければなりません。入
札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してく
ださい。また、代表者本人の場合は名刺を持参し
てください。

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は
認めません。

　　エ　入札金額は、入札書に記載してください。
　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行います。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者
心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者は除きます。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年11月24日㈭午前10時
　　イ　入札場所　川崎市役所第４庁舎４階
　　　　　　　　　第３会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低
価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市役所競争入札参加者心得」第７条に該当す
る入札は無効とします。

８　契約の手続き
　⑴　契約保証金
　　　免除
　⑵　契約書の作成
　　　必要とします。

　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入
札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

９　その他
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第1147号
　　　「（仮称）京急川崎駅西口地区第一種市街地
　　　再開発事業」に係る条例環境影響評価準備
　　　書について
　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条
例第48号）第18条第１項の規定に基づく条例環境影響評
価準備書の提出がありましたので、同条例第19条の規定
に基づき、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例
施行規則（平成12年川崎市規則第106号）第16条で定め
る事項について次のとおり公告します。
令和４年10月28日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

条例環境影響評価準備書について
１　指定開発行為者
　　名　称：京急川崎駅西口地区市街地再開発準備組合
　　代表者：理事長　川俣　幸宏
　　住　所：横浜市西区高島１丁目２番８号
２　指定開発行為の名称及び種類
　⑴　名称
　　�　（仮称）京急川崎駅西口地区第一種市街地再開発
事業

　⑵　種類
　　　高層建築物の新設（第１種行為）
　　　大規模建築物の新設（第２種行為）
　　�　都市計画法第４条第12項に規定する開発行為（第
３種行為）

３　指定開発行為を実施する区域
　　川崎市川崎区駅前本町21番地ほか
４　指定開発行為の目的及び内容
　⑴　目的
　　�　業務、商業を主な用途とする建築物の建設及び新
設道路等の整備

　⑵　内容
　　　開発区域面積：約13,460㎡
　　　　市街地再開発事業施行予定区域：約12,320㎡
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　　　　その他区域：約1,140㎡
　　　建築物の高さＡ－１街区：約119ｍ、
　　　　　　　　　Ａ－２街区：約46ｍ
　　　延べ面積：約85,170㎡
　　　　Ａ－１街区：約83,000㎡、
　　　　Ａ－２街区：約2,170㎡
５　指定開発行為の施行期間
　　令和７年度～令和11年度（予定）
６　条例環境影響評価準備書の要旨
　　第１章　指定開発行為の概要
　　第２章　�条例方法書に対する市民意見等、審査結果

及び指定開発行為者の見解
　　第３章　�計画地及びその周辺地域の概況並びに環境

の特性
　　第４章　環境影響評価項目の選定等
　　第５章　環境影響評価
　　第６章　環境保全のための措置
　　第７章　環境配慮項目に関する措置
　　第８章　環境影響の総合的な評価
　　第９章　事後調査計画
　　第10章　関係地域の範囲
　　第11章　その他
　　資料編
７�　条例環境影響評価準備書の写しの縦覧の期間、場所
及び時間
　⑴　期間
　　　令和４年10月28日㈮から令和４年12月12日㈪まで
　　�　土曜・日曜及び祝日は除く。ただし、幸区役所で
は、第２・第４土曜日の午前８時30分から午後０時
30分も縦覧を行います。

　⑵　場所
　　　川崎市：�川崎区役所、幸区役所、環境局環境評価

課（市役所第３庁舎15階）
　　　横浜市：�横浜市環境創造局環境影響評価課、鶴見

区役所
　⑶　時間
　　　川崎市：午前８時30分から午後５時まで
　　　横浜市：�午前８時45分から午後５時まで（環境創

造局環境影響評価課は午後５時15分ま
で）

　　　───────────────────
川崎市公告第1148号
　　　災害危険区域の指定
　川崎市建築基準条例（昭和35年川崎市条例第20号）第
３条の規定に基づく災害危険区域を次のとおり指定しま
す。
　なお、関係図書は川崎市まちづくり局指導部建築管理
課に備えて縦覧に供します。
　　令和４年10月28日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
番号 指定年月日 指定区域名称 適用

138 令和４年
10月28日

黒川D地区災害危
険区域

麻生区黒川字宮添
118－２ほか
別図省略

　　　───────────────────
川崎市公告第1149号
一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月28日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 東扇島臨港道路用地測量業務委託

履行場所 川崎市川崎区東扇島地内

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されてい
る者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月29日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要
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入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 夢見ヶ崎公園東側広場整備等実施設計業務委託

履行場所 川崎市幸区南加瀬１丁目２－１内

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルサント」種目「造園部門」
で登録されている者。
⑷�　主任技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：都市及び地方計画）、技術士（総合技術監理
部門：建設－都市及び地方計画）又は、ＲＣＣＭ（造園）部門のいずれかの資格を有する者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月29日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 山王橋ほか７橋耐震補強設計委託

履行場所 川崎市中原区小杉御殿町２丁目43番地先ほか７箇所

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及び
コンクリート部門」で登録されている者。
⑷　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。
　ア　管理技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）の資格を有する者。
　イ�　照査技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ（鋼構造及びコン
クリート）部門のいずれかの資格を有する者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月29日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 多摩区内都市計画道路世田谷町田線登戸陸橋詳細設計委託

履行場所 川崎市多摩区登戸新町343番地先

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及び
コンクリート部門」で登録されている者。
⑷　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。
　ア　主任技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）の資格を有する者。
　イ�　照査技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ（鋼構造及びコン
クリート）部門のいずれかの資格を有する者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月29日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 中原区内樋門改良詳細設計委託

履行場所 川崎市中原区井田２丁目35番地先他２個所

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「下水道部門」
で登録されている者。
⑷　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。
　　ア　管理技術者は、技術士（建設部門：河川、砂防及び海岸・海洋）の資格を有する者。
　　イ　照査技術者は、技術士（上下水道部門：下水道）部門の資格を有する者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月29日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 高津区内主要地方道幸多摩線道路防護（設計）委託

履行場所 川崎市高津区諏訪２丁目８番地先
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履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及び
コンクリート部門」で登録されている者。
⑷　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。
　ア�　管理技術者は、技術士（建設部門：土質及び基礎又は鋼構造及びコンクリート）の資格を有す
る者。

　イ�　照査技術者は、技術士（建設部門：土質及び基礎又は鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ（道
路）部門のいずれかの資格を有する者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月29日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1150号
　　　橘公園の魅力向上に向けたPark-PFI事業
　　　に係る公募設置等指針について
　都市公園法（昭和31年４月20日法律第79号）第５条の
２第７項に基づき、標記事業に係る公募設置等指針を次
のとおり公告します。
　　令和４年10月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
次のとおり省略
　　　───────────────────
川崎市公告第1151号
　川崎市エネルギー最適化補助金運営業務委託の業者選
定に関する公募型企画提案の実施について、次のとおり
公告します。
　　令和４年10月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　公募型プロポーザルに関する事項
　⑴　件　　名�　川崎市エネルギー最適化補助金運営業

務委託
　⑵　業務事項
　　ア　コールセンター業務
　　イ�　エネルギー設備導入調査・導入設備の現地確認

に係る業務
　　ウ�　交付申請書および実績報告書の受付・審査等に

係る業務
　　エ　データの管理に係る業務
　　オ　制度広報物の作成・印刷業務

　　カ　ホームページ開設・運営業務
　⑶　委託期間　　契約日～令和６年３月７日
２　提案書の提出者の資格
　　次の条件をすべて満たしていること。
　⑴�　本業務に関するノウハウと他官公庁等における実
績がある者。

　⑵�　法人格を有する者又は、複数の法人による共同企
業体。共同企業体として応募する場合には、その構
成員全員が応募資格を要すること。なお、共同企業
体の取扱い等については、別に定める「川崎市エネ
ルギー最適化補助金運営業務委託共同企業体取扱要
綱」で確認すること。

　⑶�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更
正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生
法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始
の申立がなされていない者。

　⑷�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でない者。

　⑸�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑹�　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及
び地方消費税を滞納していない者。

　⑺�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５
号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配
法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの
ない者。

　⑻�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例
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第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな
い者。

３　提案者を特定するための選定基準
　⑴　企画提案の視点・内容
　⑵　提案内容の工夫
　⑶　事業実施体制
　⑷　取組意欲・積極性
　⑸　提案内容の実行可能性
　⑹　経済性・効率性
　⑺�　情報セキュリティ管理体制及び対策（システムに
不具合が生じた場合の対処等）

　⑻　事業実施スケジュールの短縮
　⑼　業務の執行体制
４　担当部局
　　川崎市経済労働局経営支援部経営支援課
　　〒210－0007
　　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２
　　川崎フロンティアビル10階
　　電　話（直通）　044－200－3722
　　FAX　044－200－3920　
　　メールアドレス　28keiei@city.kawasaki.jp
５　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所
　⑴　配付期間　�令和４年10月31日㈪～令和４年11月４

日㈮
　　　　　　　　（土曜日・日曜日・祝日を除く）
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
６　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法
　⑴　受付期間�　令和４年10月31日㈪～令和４年11月４

日㈮
　　　　　　　�　持参の場合の受付は、提出期間中の日

（土曜日・日曜日・祝日を除く）の午前
８時30分から午後５時まで（午前12時か
ら午後１時の間を除く）の間とします。

　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出方法　持参又は郵送
　　　　　　　�　なお、郵送による場合は、書留郵便と

し、期限までに到着するようにしてくだ
さい。（※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため郵送での提出を推奨します。
参加資格の受付期間が迫っている場合は、
御持参ください。）

７　企画提案書の受付期間、場所及び方法
　⑴　受付期間�　令和４年11月８日㈫～令和４年11月14

日㈪
　　　　　　　�　持参の場合の受付は、提出期間中の日

（土曜日・日曜日・祝日を除く）の午前
８時30分から午後５時まで（午前12時か
ら午後１時の間を除く）の間とします。

　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類�　企画提案書（８部）、見積書（８部）、

会社概要（８部）
　⑷　提出方法　持参又は郵送
　　　　　　　�　なお、郵送による場合は、書留郵便と

し、期限までに到着するようにしてくだ
さい。（※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため郵送での提出を推奨します。
参加資格の受付期間が迫っている場合は、
御持参ください。

８　企画提案書に使用する言語及び通貨
　⑴　言語　日本語
　⑵　通貨　日本国通貨
９　契約書作成の要否
　　要する
10　関連情報を入手するための照会窓口
　　４の担当部局と同じ
11　その他必要と認める事項
　⑴�　業務規模概算額　42,700,000円（消費税及び地方
消費税を含む）

　⑵�　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担
の有無

　　�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、
公募型企画提案参加者の負担とする

　⑶　その他
　　ア�　審査結果の発表は令和４年11月17日㈭を予定し

ています
　　イ�　詳細については、川崎市エネルギー最適化補助

金運営業務委託に係る公募型企画提案実施要領、
仕様書を参照すること

　　　───────────────────
川崎市公告第1152号
　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し
ます
　　令和４年10月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　業務名
　�　富士見公園再編整備事業　設計等モニタリング支援
業務委託
２　履行期間
　　契約締結日から令和５年３月31日まで
３　履行場所
　　川崎市川崎区富士見１丁目、２丁目地内
４　業務概要
　⑴　業務目的
　　�　本業務は、富士見公園の再編整備事業を官民連携
事業としてＰＦＩ（ＢＴＯ）方式及び公募設置管理
制度（Park-PFI）で実施するにあたり、民間事業者
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が実施する各種業務等に関するモニタリングを支援
することを目的とする。

　⑵　業務内容
　　ア　設計モニタリング支援
　　　ア　要求水準事項等確認支援
　　　イ　設計図モニタリング支援
　　　ウ　事業者独自提案事項確認支援
　　　エ　定例会議支援
　　イ　ＳＰＣ関連業務モニタリング支援
　　　ア　事業全体の進捗管理支援
　　　イ　変更契約書の締結支援
　⑶　提案上限額（参考）
　　　提案額は、8,437,000円を上限とする。
５　参加資格
　�　プロポーザルに参加することができる者は、次に掲
げる要件を備えた者とする。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中又は川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱
による指名停止期間中の者でないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「建設コンサルタント」種目「造園部門」及び
業種「建築設計」で登録されていること。

　⑶　法人であること。
　⑷�　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規
定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない
こと又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21
条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされて
いないこと。

　⑸�　本事業における落札者グループの代表企業、構成
企業、協力企業ではないこと。

６　担当部局
　　川崎市建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12番地１
　　川崎駅前タワーリバークビル17階
　　電話　044－200－2390　ＦＡＸ　044－200－3973
　　電子メール　53mihoze@city.kawasaki.jp
７　プロポーザル実施要領及び仕様書等の配付
　⑴　配付期間
　　　令和４年10月31日㈪から令和４年11月11日㈮まで
　　　ただし閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）を除く
　　�　川崎市ホームページ上で公表及び担当部局窓口に
おいて配付

　⑵　提出先
　　　「６　担当部局」のとおり
８　参加意向申出書等の提出期限、場所及び方法等
　⑴　提出期間
　　　令和４年10月31日㈪から令和４年11月11日㈮まで
　　　ただし閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）を除く

　⑵　提出先
　　　「６　担当部局」のとおり
　⑶　提出書類
　　　次の書類を１部ずつ提出すること。
　　ア　プロポーザル参加意向申出書
　　イ　会社概要書
　⑷　提出方法
　　　持参または郵送にて提出すること。
　⑸　参加資格の確認結果の通知
　　�　令和４年11月16日㈬に、参加申出者に対し電子
メールにより通知する。

９　質問
　⑴　質問方法
　　　質問書を用いて、電子メールにて提出すること。
　⑵　質問先
　　　「６　担当部局」のとおり
　⑶　質問期間
　　　令和４年11月16日㈬から令和４年11月22日㈫まで
　　�　ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）を除
く

　⑷　回答
　　�　令和４年11月25日㈮までに電子メールにより回答
する。なお、回答は参加申出者全てに対して質問者
を明らかにしない形で送付する。

10　提案書等の提出期限、場所及び方法等
　⑴　提出期限
　　　令和４年11月28日㈪から令和４年12月２日㈮まで
　　�　ただし閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）を除く
　⑵　提出先
　　　「６　担当部局」のとおり
　⑶　提出方法
　　　持参または郵送にて提出すること。
　⑷　提出書類
　　　企画提案書　正本１部　副本６部
11　審査
　⑴　審査方法
　　�　審査・評価は、公正かつ客観的に行うため、富士
見公園再編整備事業　設計等モニタリング支援業務
委託プロポーザル評価選考委員会（以下「評価選考
委員会」という。）を設置し、書類及びプレゼンテー
ションによる審査を行う。

　⑵　審査日時及び場所等
　　ア　審査日時
　　　　令和４年12月８日㈭
　　イ　審査場所（予定）
　　　　道路管理センター
　　　　（川崎区砂子１－10－２ソシオ砂子ビル６階）
　　ウ　審査環境
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　　　�　プレゼンテーション等に必要な機材のうち、ス
クリーン、プロジェクタ以外は、全て提案者が用
意すること。

　　エ　審査体制
　　　�　プレゼンテーションは、本業務に配置する担当

者が行うこと。なお、会場に入室できる人数は５
人までとする。

　⑶　審査基準
　　�　参加者から提出された提案書等に基づき、次の基
準により審査する。

　　ア　実施体制
　　　ア　実施体制
　　　イ　類似業務の実績
　　　ウ　実施能力
　　イ　企画提案
　　　ア　資料作成
　　　イ　実施方針
　　　ウ　独自視点及び創意工夫
　　　エ　課題への対応方法
　　　オ　見積書の妥当性
　　ウ　プレゼンテーション
　　　ア　説明能力
　　　イ　質疑応答
　　　ウ　担当者の能力
　　　エ　意欲
　　　オ　その他
　⑷　審査結果が同点であった場合の措置
　　ア�　評価選考委員会での審査の結果、最高得点の提

案書等を提出した者を受注候補者として選定する。
ただし、評価点が６割に達していないと判断され
た場合においては、この限りではない。

　　イ�　最高得点者が複数いる場合は、評価選考委員会
で協議のうえ、受託候補者を選定する。

　　ウ�　最高得点者が辞退その他の理由で契約交渉がで
きない場合は、次点の者を受注候補者とする。

　⑸　審査結果の通知
　　�　受注候補者を特定した後は、結果通知書により、
令和４年12月16日㈮に提案者全員に対してその結果
を通知する。

12　その他
　⑴　企画提案に使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨に限る。
　⑵　契約書作成の要否
　　　市指定の契約書により、作成を要する。
　⑶　前払金の要否
　　　不要とする。
　⑷　本プロポーザルに要した費用の負担
　　　提案者の負担とする。

　⑸　留意事項
　　�　提出書類は返却しない。また、提出書類に関して
説明を求められた場合は、応じること。

　⑹　その他詳細について
　　�　詳細については、「富士見公園再編整備事業　設
計等モニタリング支援業務委託プロポーザル実施要
領」等を参照すること。

　　　───────────────────
川崎市公告第1153号
　　　大規模小売店舗立地法に基づく新設の届出
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条
第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の新設の届出が
なされたので、同条第３項の規定により次のとおり公告
します。
　　令和４年10月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　星ケ丘ショッピングプラザ
　　川崎市多摩区菅北浦四丁目11番地８号
２�　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住
所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　株式会社新都市ライフホールディングス
　　代表取締役　新居田　滝人
　　東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
３　変更しようとする事項
　⑴�　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時
刻及び閉店時刻

　　（変更前）　開店時刻　午前10時
　　　　　　　閉店時刻　午後８時
　　（変更後）　開店時刻　午前６時15分
　　　　　　　閉店時刻　午後10時45分
　⑵　来客者が駐車場を利用することができる時間帯
　　（変更前）　午前８時30分～午後９時30分
　　（変更後）　午前６時～午後11時分
４　変更する年月日
　　令和４年12月１日
５　届出の年月日
　　令和４年10月26日
６　届出及び添付書類の縦覧場所
　�　経済労働局観光・地域活力推進部商業・サービス業
振興担当（川崎フロンティアビル10階）及び多摩区役
所
７　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯
　�　令和４年10月31日から令和５年２月28日までの午前
８時30分から午後５時00分まで。ただし、土曜日及び
日曜日、休日、12月29日から１月３日を除く。
８�　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店
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舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた
めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該
公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出
により、これを述べることができます。
９　意見書の提出期限及び提出先
　　令和５年２月28日
　�　川崎市経済労働局観光・地域活力推進部商業・サー
ビス業振興担当

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第292号
　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年11月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�令和５年度川崎市福祉バス運行事業

委託　
　⑵　履行場所　　川崎市内及び各地
　⑶　履行期間　　�令和５年４月１日から令和６年３月

31日まで
　⑷　調達概要　　詳細は入札説明書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「倉庫・運送業務」、種目「運送業務」で登録
が予定されている者。

　　�　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加
業種（種目）に登載のない者も含む。）は、財政局
資産管理部契約課に所定の様式により資格審査申請
を令和４年12月１日までに行ってください。

　⑷�　過去３年間で地方公共団体において同種・同規模
以上の契約実績があること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書
類を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　�健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・就労
支援課　酒井、山寺

　　　電　話� 044-200-2928（直通）
　　　FAX� 044-200-3932
　　　E-MAIL� 40syusien@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年11月10日㈭から令和４年12月１日㈭まで
の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時15分までとします。（ただし、土曜日、日曜日
及び国民の祝日を除く）

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の
交付
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。なお競争入札参加資格があると
認めた者には、入札説明書を合わせて交付します。ま
た入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で縦
覧に供します。
　⑴　日時
　　�　令和４年12月９日㈮午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで

　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
５　仕様に関する質問・回答
　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで
きます。
　�　入札参加者以外の質問には回答しませんので御注意
ください。
　⑴　質問受付期間
　　�　令和４年12月９日㈮午前８時30分から令和４年12
月15日㈭午後５時15分までとします。（ただし、土
曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑵　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑶　質問書の提出方法
　　　電子メールによります。
　　　E-MAIL　40syusien@city.kawasaki.jp
　　　�川崎市役所健康福祉局障害者社会参加・就労支援

課　酒井、山寺宛て
　⑷　回答日
　　　令和４年12月20日㈫
　⑸　回答方法
　　�　回答については、入札参加者から質問が提出され
た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした
質問回答書を入札参加全社に電子メール（E-MAIL　
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40syusien@city.kawasaki.jp）にて送付します。
　⑹　その他
　　�　⑶及び⑸について、電子メールによりがたい場合
には、FAX（044-200-3932）によります。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札金額等
　　ア�　入札は、令和５年度川崎市福祉バス運行事業委

託に係る費用の合計金額で行います。入札書には
時間制運賃、キロ制運賃、ガイド料、バス変更料
の単価及び委託費用の合計金額を記入してくださ
い。数量は、時間を3,500時間、距離を62,000ｋｍ、
ガイドを200回、バス変更回数を20回として合計
金額を算出してください。バス変更料とは確保し
た福祉バスの車いす固定席数を超える利用希望が
あり、車いす固定席数が多い福祉バスに変更して
運行した場合に適用するものです。

　　　�　なお時間制運賃、キロ制運賃の単価は国土交通
省で定める公示運賃の範囲内としてください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
は入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額にこの金額の10%（消費税及び地方消費税）に
相当する額を加算した金額でもって落札価格とす
るので、入札者は見積もった契約金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載してください。

　　エ�　「ア」に記載した数量は新型コロナウイルス感
染拡大前の数量であるため、令和５年度川崎市福
祉バス運行事業委託は、記載した数量と必ずしも
同等程度の数量にならない場合があります。令和
元年度から令和４年度までの実績を参考までに以
下のとおり示します。

　　　　令和元年度～令和４年度実績

令　和
元年度

令　和
２年度

令　和
３年度

令　和
４年度
（上半期）

運行時間
（時間） 3,701 476 817 553

運行距離
（ｋｍ） 65,880 8,170 13,850 9,530

ガイド回数
（回） 227 35 49 30

バス変更回数
（回） ３ １

　⑵　入札方法
　　ア　持参による入札の場合
　　　　提出日時　　令和４年12月27日㈫
　　　　　　　　　　午前11時
　　　　提出場所　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階
　　　　　　　　　　10Ｂ会議室
　　　　※�　会場に案内しますので、時間前に３⑴にお

越しください
　　イ　郵送による入札の場合
　　　　提出期限　　令和４年12月26日㈪必着
　　　　提出場所　　３⑴に同じ
　　　　�　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の

入札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名
及び「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便に
より送付してください。

　　　　�　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の
場所に必ず電話をしてください。

　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時・場所　７⑵アに同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。

　　�　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合
は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
川崎市の公式ウェブサイトの「入札情報かわさき」
の「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます（URL　http://www.city.kawasaki.jp/233300/
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index.html）。
９　その他
　⑴�　この特定調達契約において使用する言語及び通貨
は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は､ 入札説明書によります。　
　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑸　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ
　⑹�　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ
る、本調達に係る予算の議決（令和５年３月頃）を
要します。

10　Summary
　⑴　�Nature�and�quantity�of�the�services�to�be�

required:�Service�of�the�welfare�bus
　⑵　�Time-limit�for�tender:�11:00�A.M.,�December,�27,�

2022
　⑶　�Time-limit�for�tender�by�mail:�December,�26,�

2022
　⑷　�Contact�point�for�the�notice:�
　　　�KAWASAKI�CITY�OFFICE�Social�Engagement�

and�Job�Assistance�of�Persons�with�Disabilities�
Section�Health�and�Social�Welfare�for�Persons�
with�Disabilities�Department�Health�and�Welfare�
Bureau�

　　　�580,�Horikawa-cho,�Saiwai-ku�Kawasaki,�
Kanagawa�212-0013,�Japan

　　　TEL:�044-200-2928
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第293号
　　　落札者等の公示
　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい
て公示します。
　　令和４年11月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　調達の名称及び数量
　　テレワーク専用端末　　　　1,350台
２　契約事務担当部局の名称及び所在地
　　財政局資産管理部契約課
　　川崎市川崎区宮本町１番地
３　落札者を決定した日
　　令和４年10月25日
４　落札者の氏名及び住所
　　株式会社　内田洋行　営業統括グループ
　　取締役上席執行役員　営業統括グループ統括

　　小柳　諭
　　東京都江東区東陽二丁目３番25号
５　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）
　　145,233,000円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　入札の公告を行った日
　　令和４年９月12日
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第294号
　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年11月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　購入（製造）物品及び数量
　　　キャスター付きワゴン　　　　1,498台
　⑵　購入（製造）物品の特質等
　　　仕様書によります。
　⑶　納入場所
　　　仕様書により指定する場所
　⑷　納入期限
　　　令和６年３月29日
　⑸�　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は
本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を
行ってください。ただし、提出期限までに本市の電
子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙
入札方式に替えることができます。

２　一般競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿の業種「文具・事務機器」種目「事
務用器具」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格
付けされていること。

　　�　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加
業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部
契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和４
年11月25日までに行ってください。

　⑷�　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品
についての類似の契約実績があること。

　　�　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000
円以上とします。また、川崎市以外の他官公庁、民
間企業等との契約実績でも構いません。
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　⑸�　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書
の内容を遵守し確実に納入することができること。

　⑹�　この購入（製造）物品の納入後、不良品について
すべて責任をもって無償で修理又は交換できること。

３　仕様書等の閲覧
　　次により仕様書等を閲覧することができます。
　⑴　窓口での閲覧の場合
　　ア　閲覧場所　�川崎市役所財政局資産管理部契約課　

物品契約係担当
　　　　　　　　　〒210－8577
　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階
　　　　　　　　　電話　044－200－2091
　　イ　閲覧期間　�令和４年11月10日～令和４年11月25

日
　　　　　　　　　�（土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）
　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時
　⑵　インターネットでの閲覧の場合
　　ア�　閲覧場所　川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」
　　イ　閲覧期間　�令和４年11月10日～令和４年11月25

日
　　　　　　　　　午前８時～午後８時
４�　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問
い合わせ先
　�　下記⑵の書類は、電子入札システムにより提出して
ください。
　　提出期間　令和４年11月10日～令和４年11月25日
　　　　　　　午前８時～午後８時
　�　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記
３⑴アの場所に、上記３⑴イの期間に持参にて提出し
てください。
　⑴　持参による入札参加申し込みの場合
　　ア　配布、提出及び問い合わせ先
　　　　上記３⑴アに同じ。
　　　�　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから

一般競争入札参加申込書等をダウンロードするこ
とができます。

　　イ　配布・提出期間
　　　　上記３⑴イに同じ。
　⑵　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ　納入予定物品仕様書
　　ウ�　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）
　　エ　引受証明書

　　　�　また、提出された書類等に関し、説明を求めら
れたときはこれに応じなければなりません。提出
された書類等を審査した結果、この購入（製造）
物品を納入することができると認められた者に限
り、入札に参加することができます。

５　入札説明書の交付
　�　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者
に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書
は３のとおり縦覧に供します。
６　発注課担当者　
　　総務企画局本庁舎等整備推進室　担当　中島
　　電話　044－200－1820
７　仕様書に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により、仕様書の内容に関して質問することが
できます。

　　�　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付
けません。

　　�　質問することができる方は、入札参加申込を済ま
せた方に限ります。

　　�　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注
意ください。

　　ア　電子入札システムによる質問方法
　　　�　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。
　　　�　入力・提出期間　�令和４年11月10日～令和４年

11月25日
　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時
　　　�　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロー
ドコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載し
ている「電子入札システム質問回答機能操作方法」
を参照してください。

　　イ　持参等による質問方法
　　　�　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴アの場所に質問書を持参するか、指定
の電子メールアドレスあてにＥｘｃｅｌ形式のま
ま送付してください。なお、質問書をメールにて
送付した場合は、その旨を上記３⑴アの担当まで
御連絡ください。

　　　　配布・提出期間　�令和４年11月10日～令和４年
11月25日

　　　　　　　　　　　　（�土曜日、日曜日及び祝日を
除く。）

　　　　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後１
時～午後５時

　　　　電子メールアドレス　�23keiyak@city.kawasaki.
jp
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　　　�　質問書は、川崎市ホームページ（「入札情報か
わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の「入
札参加手続関係」）に掲載している「質問書（一
般競争入札用）」からもダウンロードできます。

　　　�　また、持参により質問書を提出する場合には、
紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥ
ｘｃｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してく
ださい。（どちらか一方の場合には、質問を受け
付けません。）

　⑵　回答
　　ア　回答日　令和４年12月21日　17時まで
　　イ　回答方法
　　　�　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ
イルにし、競争入札参加資格があると認められた
入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入
札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕
様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、
質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　�　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市
ホームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダ
ウンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）
に掲載している「電子入札システム質問回答機能
操作方法」を参照してください。

　　　�　なお、回答後に再質問は受け付けません。
８　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和
３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物
品」の委任先メールアドレスに令和４年12月21日まで
に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。
　�　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな
い者には、令和４年12月21日の午前９時～正午に上記
３⑴アの場所において一般競争入札参加資格確認通知
書等を交付します。
９　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等
　⑴　入札方法、日時及び場所
　　�　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内
訳の用意をお願いします。

　　�　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所
渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見

積もるものとし、所定の入札書に記載してください。
　　ア　電子入札システムによる入札の場合
　　　　入札書の提出期限　令和５年１月12日
　　　　　　　　　　　　　午前10時00分
　　イ　持参による入札の場合
　　　ア　入札書の提出日時　令和５年１月12日
　　　　　　　　　　　　　　午前11時00分
　　　イ　入札書の提出場所　川崎市役所入札室
　　　　　　　　　　　　　　�川崎市川崎区砂子１－７

－４　砂子平沼ビル７階
　　ウ　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合
　　　ア　入札書の提出期限　令和５年１月10日　必着
　　　イ　入札書の提出先　　上記３⑴アに同じ
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　　上記10⑴イに同じ。
　⑶　入札保証金
　　�　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免
除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札
等において、落札したにも係わらず契約を締結しな
かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ
らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第
９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ
ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の
２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ
なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、
入札書と同時に納付することができます。

　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し
く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

11　契約の手続等
　　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免
除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札
等において、落札したにも係わらず契約を締結しな
かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ
らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第
33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ
ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の
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10パーセントを納付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争
入札参加者心得等は、上記３⑴アの場所において閲
覧できます。

　⑷　議決を要する契約
　　�　本案件は川崎市財産条例第２条に基づき、動産の
買い入れにあたり市議会の議決を要しますので、川
崎市議会定例会における議決（令和５年３月頃）を
得たときに契約を締結します。また、落札者にはそ
の旨を記載した仮契約書を交付します。

12　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
ころによります。

　⑷�　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委
員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時
停止することがあります。

13　Summary
　⑴　�Nature�and�quantity�of�the�products�to�be�

manufactured:
　　　Desk�drawers�with�caster�1,498�units
　⑵　Time-limit�for�tender:�
　　　ａ　By�electronic�bidding�system
　　　　　10:00�A.M.�12�January�2023
　　　ｂ　Direct�delivery
　　　　　11:00�A.M.�12�January�2023
　　　ｃ　By�mail
　　　　　10�January�2023
　⑶　Contact�point�for�the�notice:�
　　　KAWASAKI�CITY�OFFICE
　　　�Contract�Section�Property�Administration�

Department�Finance�Bureau
　　　�1�Miyamoto-cho,�Kawasaki-ku,�Kawasaki-city,�

Kanagawa
　　　210-8577,�Japan
　　　TEL:�044-200-2091
　⑷　Language:�
　　　�Japanese�is�the�only�language�used�in�all�the�

contract�procedures
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第295号
　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。　
　　令和４年11月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　購入（製造）物品及び数量
　　　ロッカー　　　　564台
　⑵　購入（製造）物品の特質等
　　　仕様書によります。
　⑶　納入場所
　　　仕様書により指定する場所
　⑷　納入期限
　　　令和６年３月29日
　⑸�　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は
本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を
行ってください。ただし、提出期限までに本市の電
子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙
入札方式に替えることができます。

２　一般競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿の業種「文具・事務機器」種目「事
務用器具」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格
付けされていること。

　　�　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加
業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部
契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和４
年11月25日までに行ってください。

　⑷�　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品
についての類似の契約実績があること。

　　�　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000
円以上とします。また、川崎市以外の他官公庁、民
間企業等との契約実績でも構いません。

　⑸�　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書
の内容を遵守し確実に納入することができること。

　⑹�　この購入（製造）物品の納入後、不良品について
すべて責任をもって無償で修理又は交換できること。

３　仕様書等の閲覧
　�　次により仕様書等を閲覧することができます。
　⑴　窓口での閲覧の場合
　　ア　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課
　　　　　　　　　物品契約係担当
　　　　　　　　　〒210－8577
　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
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　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階
　　　　　　　　　電話　044－200－2091
　　イ　閲覧期間　�令和４年11月10日～令和４年11月25

日
　　　　　　　　　�（土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）
　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時
　⑵　インターネットでの閲覧の場合
　　ア　閲覧場所　�川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の
「入札公表」

　　イ　閲覧期間　�令和４年11月10日～令和４年11月25
日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時
４�　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問
い合わせ先
　�　下記⑵の書類は、電子入札システムにより提出して
ください。
　　提出期間　令和４年11月10日～令和４年11月25日
　　　　　　　午前８時～午後８時
　�　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記
３⑴アの場所に、上記３⑴イの期間に持参にて提出し
てください。
　⑴　持参による入札参加申し込みの場合
　　ア　配布、提出及び問い合わせ先
　　　　上記３⑴アに同じ。
　　　�　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから

一般競争入札参加申込書等をダウンロードするこ
とができます。

　　イ　配布・提出期間
　　　　上記３⑴イに同じ。
　⑵　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ　納入予定物品仕様書
　　ウ�　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）
　　エ　引受証明書
　　　�　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出
された書類等を審査した結果、この購入（製造）
物品を納入することができると認められた者に限
り、入札に参加することができます。

５　入札説明書の交付
　�　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者
に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書
は３のとおり縦覧に供します。
６　発注課担当者　

　　総務企画局本庁舎等整備推進室　担当　中島
　　電話　044－200－1820
７　仕様書に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により、仕様書の内容に関して質問することが
できます。

　　�　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付
けません。

　　�　質問することができる方は、入札参加申込を済ま
せた方に限ります。

　　�　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注
意ください。

　　ア　電子入札システムによる質問方法
　　　�　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。
　　　�　入力・提出期間　�令和４年11月10日～令和４年

11月25日
　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時
　　　�　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロー
ドコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載し
ている「電子入札システム質問回答機能操作方法」
を参照してください。

　　イ　持参等による質問方法
　　　�　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴アの場所に質問書を持参するか、指定
の電子メールアドレスあてにＥｘｃｅｌ形式のま
ま送付してください。なお、質問書をメールにて
送付した場合は、その旨を上記３⑴アの担当まで
御連絡ください。

　　　　配布・提出期間　�令和４年11月10日～令和４年
11月25日

　　　　　　　　　　　　�（土曜日、日曜日及び祝日を
除く。）

　　　　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後１
時～午後５時

　　　　電子メールアドレス　�23keiyak@city.kawasaki.
jp

　　　�　質問書は、川崎市ホームページ（「入札情報か
わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の「入
札参加手続関係」）に掲載している「質問書（一
般競争入札用）」からもダウンロードできます。

　　　�　また、持参により質問書を提出する場合には、
紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥ
ｘｃｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してく
ださい。（どちらか一方の場合には、質問を受け
付けません。）

　⑵　回答
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　　ア　回答日　令和４年12月21日　17時まで
　　イ　回答方法
　　　�　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ
イルにし、競争入札参加資格があると認められた
入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入
札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕
様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、
質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　�　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市
ホームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダ
ウンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）
に掲載している「電子入札システム質問回答機能
操作方法」を参照してください。

　　　�　なお、回答後に再質問は受け付けません。
８　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和
３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物
品」の委任先メールアドレスに令和４年12月21日まで
に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。
　�　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな
い者には、令和４年12月21日の午前９時～正午に上記
３⑴アの場所において一般競争入札参加資格確認通知
書等を交付します。
９　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等
　⑴　入札方法、日時及び場所
　　�　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内
訳の用意をお願いします。

　　�　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所
渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見
積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア　電子入札システムによる入札の場合
　　　　入札書の提出期限　令和５年１月12日
　　　　　　　　　　　　　午前10時00分
　　イ　持参による入札の場合
　　　ア　入札書の提出日時　令和５年１月12日
　　　　　　　　　　　　　　午前11時00分
　　　イ　入札書の提出場所　川崎市役所入札室
　　　　　　　　　　　　　　�川崎市川崎区砂子１－７

－４　砂子平沼ビル７階

　　ウ　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合
　　　ア　入札書の提出期限　令和５年１月10日　必着
　　　イ　入札書の提出先　　上記３⑴アに同じ
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　　上記10⑴イに同じ。
　⑶　入札保証金　
　　�　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免
除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札
等において、落札したにも係わらず契約を締結しな
かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ
らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第
９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ
ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の
２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ
なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、
入札書と同時に納付することができます。

　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し
く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

11　契約の手続等
　　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免
除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札
等において、落札したにも係わらず契約を締結しな
かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ
らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第
33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ
ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の
10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争
入札参加者心得等は、上記３⑴アの場所において閲
覧できます。

　⑷　議決を要する契約
　　�　本案件は川崎市財産条例第２条に基づき、動産の
買い入れにあたり市議会の議決を要しますので、川
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崎市議会定例会における議決（令和５年３月頃）を
得たときに契約を締結します。また、落札者にはそ
の旨を記載した仮契約書を交付します。

12　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
ころによります。

　⑷�　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委
員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時
停止することがあります。

13　Summary
　⑴　�Nature�and�quantity�of�the�products�to�be�

manufactured:
　　　Locker��564�units
　⑵　Time-limit�for�tender:�
　　　ａ　By�electronic�bidding�system
　　　　　10:00�A.M.�12�January�2023
　　　ｂ　Direct�delivery
　　　　　11:00�A.M.�12�January�2023
　　　ｃ　By�mail
　　　　　10�January�2023
　⑶　Contact�point�for�the�notice:�
　　　KAWASAKI�CITY�OFFICE
　　　Contract�Section
　　　Property�Administration�Department
　　　Finance�Bureau
　　　�1�Miyamoto-cho,�Kawasaki-ku,�Kawasaki-city,�

Kanagawa
　　　210-8577,Japan
　　　TEL:�044-200-2091
　⑷　Language:
　　　�Japanese�is�the�only�language�used�in�all�the�

contract�procedures
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第296号
　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。　
　　令和４年11月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　購入（製造）物品及び数量
　　　事務用椅子　　　　3,004脚
　⑵　購入（製造）物品の特質等
　　　仕様書によります。
　⑶　納入場所

　　　仕様書により指定する場所
　⑷　納入期限
　　　令和６年３月29日
　⑸�　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は
本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を
行ってください。ただし、提出期限までに本市の電
子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙
入札方式に替えることができます。

２　一般競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿の業種「文具・事務機器」種目「事
務用器具」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格
付けされていること。

　　�　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加
業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部
契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和４
年11月25日までに行ってください。

　⑷�　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品
についての類似の契約実績があること。

　　�　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000
円以上とします。また、川崎市以外の他官公庁、民
間企業等との契約実績でも構いません。

　⑸�　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書
の内容を遵守し確実に納入することができること。

　⑹�　この購入（製造）物品の納入後、不良品について
すべて責任をもって無償で修理又は交換できること。

３　仕様書等の閲覧
　　次により仕様書等を閲覧することができます。
　⑴　窓口での閲覧の場合
　　ア　閲覧場所　�川崎市役所財政局資産管理部契約課　

物品契約係担当
　　　　　　　　　〒210－8577
　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階
　　　　　　　　　電話　044－200－2091
　　イ　閲覧期間　�令和４年11月10日～令和４年11月25

日
　　　　　　　　　�（土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）
　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時
　⑵　インターネットでの閲覧の場合
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　　ア　閲覧場所　�川崎市ホームページ「入札情報かわ
さき」の「入札情報」の物品の欄の
「入札公表」

　　イ　閲覧期間　�令和４年11月10日～令和４年11月25
日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時
４�　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問
い合わせ先
　�　下記⑵の書類は、電子入札システムにより提出して
ください。
　　提出期間　令和４年11月10日～令和４年11月25日
　　　　　　　午前８時～午後８時
　�　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記
３⑴アの場所に、上記３⑴イの期間に持参にて提出し
てください。
　⑴　持参による入札参加申し込みの場合
　　ア　配布、提出及び問い合わせ先
　　　　上記３⑴アに同じ。
　　　�　なお、上記３⑵のとおり、インターネットから

一般競争入札参加申込書等をダウンロードするこ
とができます。

　　イ　配布・提出期間
　　　　上記３⑴イに同じ。
　⑵　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ　納入予定物品仕様書
　　ウ�　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）
　　エ　引受証明書
　　　�　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出
された書類等を審査した結果、この購入（製造）
物品を納入することができると認められた者に限
り、入札に参加することができます。

５　入札説明書の交付
　�　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者
に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書
は３のとおり縦覧に供します。
６　発注課担当者　
　　総務企画局本庁舎等整備推進室　担当　中島
　　電話　044－200－1820
７　仕様書に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により、仕様書の内容に関して質問することが
できます。

　　�　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付
けません。

　　�　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。
　　�　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注
意ください。

　　ア　電子入札システムによる質問方法
　　　�　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。
　　　　入力・提出期間　�令和４年11月10日～令和４年

11月25日
　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時
　　　�　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロー
ドコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載し
ている「電子入札システム質問回答機能操作方法」
を参照してください。

　　イ　持参等による質問方法
　　　�　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴アの場所に質問書を持参するか、指定
の電子メールアドレスあてにＥｘｃｅｌ形式のま
ま送付してください。なお、質問書をメールにて
送付した場合は、その旨を上記３⑴アの担当まで
御連絡ください。

　　　　　配布・提出期間　�令和４年11月10日～令和４
年11月25日

　　　　　　　　　　　　　�（土曜日、日曜日及び祝日
を除く。）

　　　　　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後
１時～午後５時

　　　　　電子メールアドレス　�23keiyak@city.kawasaki.
jp

　　　�　質問書は、川崎市ホームページ（「入札情報か
わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の「入
札参加手続関係」）に掲載している「質問書（一
般競争入札用）」からもダウンロードできます。

　　　�　また、持参により質問書を提出する場合には、
紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥ
ｘｃｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してく
ださい。（どちらか一方の場合には、質問を受け
付けません。）

　⑵　回答
　　ア　回答日　令和４年12月21日　17時まで
　　イ　回答方法
　　　�　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ
イルにし、競争入札参加資格があると認められた
入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入
札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕
様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、
質問がなかった場合には、掲載はいたしません。
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　　　�　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市
ホームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダ
ウンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）
に掲載している「電子入札システム質問回答機能
操作方法」を参照してください。

　　　　なお、回答後に再質問は受け付けません。
８　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和
３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の、「物
品」の委任先メールアドレスに令和４年12月21日まで
に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。
　�　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな
い者には、令和４年12月21日の午前９時～正午に上記
３⑴アの場所において一般競争入札参加資格確認通知
書等を交付します。
９　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等
　⑴　入札方法、日時及び場所
　　�　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内
訳の用意をお願いします。

　　�　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所
渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見
積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア　電子入札システムによる入札の場合
　　　　入札書の提出期限　令和５年１月12日
　　　　　　　　　　　　　午前10時00分
　　イ　持参による入札の場合
　　　ア　入札書の提出日時　令和５年１月12日
　　　　　　　　　　　　　　午前11時00分
　　　イ　入札書の提出場所　川崎市役所入札室
　　　　　　　　　　　　　　�川崎市川崎区砂子１－７

－４　砂子平沼ビル７階
　　ウ　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合
　　　ア　入札書の提出期限　令和５年１月10日　必着
　　　イ　入札書の提出先　　上記３⑴アに同じ
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　　上記10⑴イに同じ。
　⑶　入札保証金　
　　�　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免
除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも係わらず契約を締結しな
かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ
らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第
９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ
ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の
２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ
なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、
入札書と同時に納付することができます。

　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し
く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

11　契約の手続等
　　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免
除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札
等において、落札したにも係わらず契約を締結しな
かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ
らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第
33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ
ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の
10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争
入札参加者心得等は、上記３⑴アの場所において閲
覧できます。

　⑷　議決を要する契約
　　�　本案件は川崎市財産条例第２条に基づき、動産の
買い入れにあたり市議会の議決を要しますので、川
崎市議会定例会における議決（令和５年３月頃）を
得たときに契約を締結します。また、落札者にはそ
の旨を記載した仮契約書を交付します。

12　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
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ころによります。
　⑷�　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委
員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時
停止することがあります。

13　Summary
　⑴　�Nature�and�quantity�of�the�products�to�be�

manufactured:
　　　Office�chair��3,004�units
　⑵　Time-limit�for�tender:�
　　　ａ　By�electronic�bidding�system
　　　　　10:00�A.M.�12�January�2023
　　　ｂ　Direct�delivery
　　　　　11:00�A.M.�12�January�2023
　　　ｃ　By�mail
　　　　　10�January�2023
　⑶　Contact�point�for�the�notice:�
　　　KAWASAKI�CITY�OFFICE
　　　Contract�Section
　　　Property�Administration�Department
　　　Finance�Bureau
　　　�1�Miyamoto-cho,�Kawasaki-ku,�Kawasaki-city,�

Kanagawa
　　　210-8577,Japan
　　　TEL:�044-200-2091
　⑷　Language:�
　　　�Japanese�is�the�only�language�used�in�all�the�

contract�procedures

税 公 告

川崎市税公告第132号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第133号
　次の市税に係る納税通知書を別紙記載の者に送達すべ
きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不
明のため送達することができないので、地方税法（昭和
25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭

和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま
す。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

年度 税目 期別
こ の 公 告
により変更
する納期限

件数
・
備考

令和
４年度

市民税
・県民税
（普通徴収）

９月
随時分
以降

令和４年
10月31日

（９月随時分）
計68件

令和
４年度
（令和３年
度課税分）

市民税
・県民税
（普通徴収）

９月
随時分

令和４年
10月31日

（９月随時分）
計８件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第134号
　次の市税に係る税額決定通知書を別紙記載の者に送達
すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所
が不明のため送達することができないので、地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭
和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま
す。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

年度 税目 期別
こ の 公 告
による変更
する納期限

件数
・
備考

令和
４年度

市民税
・県民税
（公的年金から
の特別徴収）

計１件

（別紙省略）　
　　　───────────────────
川崎市税公告第135号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
（別紙省略）
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上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第40号
　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者
　　　の指定について
　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成
10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、
川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者
を指定したので、同規程第９条第１号の規定により告示
します。
　　令和４年10月25日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　指 定 番 号　第1869号
　　氏名又は名称　株式会社フェイスオブワールド
　　住　　　　所　東京都稲城市押立1031番地の２
　　代表者氏名　清水　力
　　指定年月日　令和４年11月１日
　　有 効 期 限　令和９年10月31日
２　指 定 番 号　第1870号
　　氏名又は名称　湘南ホーム
　　住　　　　所　神奈川県茅ヶ崎市今宿459番地６
　　代表者氏名　智田　康太
　　指定年月日　令和４年11月１日
　　有 効 期 限　令和９年10月31日
３　指 定 番 号　第1871号
　　氏名又は名称　株式会社まり工房
　　住　　　　所　�川崎市幸区南加瀬五丁目16番18－３

号
　　代表者氏名　河原　真也
　　指定年月日　令和４年11月１日
　　有 効 期 限　令和９年10月31日
　　　───────────────────
川崎市上下水道局告示第41号
　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者
　　　の廃止について
　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成
10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づき、
次の指定給水装置工事事業者の指定の廃止を行いました
ので、同規程第９条第３号の規定により告示します。
　　令和４年10月25日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　指 定 番 号　第1607号
　　氏名又は名称　建築設備まり工房
　　住　　　　所　�川崎市幸区南加瀬五丁目16番18－３

号
　　代表者氏名　河原　真也

　　廃止年月日　令和４年10月31日
　　　───────────────────
川崎市上下水道局告示第42号
　　　川崎市排水設備指定工事店の指定について
　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平
成22年川崎市水道局規程第64号）第５条の規定に基づき、
川崎市排水設備指定工事店として指定したので、同規程
第12条第１号の規定により告示します。
　　令和４年10月25日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　指定有効期間
　　令和４年11月１日から
　　令和９年10月31日まで
２　指定工事店
　　指 定 番 号　1202
　　商号又は名称　株式会社古澤設備
　　営業所所在地　�横浜市緑区東本郷５丁目５番３－

345号
　　代表者氏名　古澤　潤
　　指 定 番 号　1203
　　商号又は名称　池田設備
　　営業所所在地　�相模原市中央区共和３丁目10－22
　　　　　　　　　ベルコート共和102
　　代表者氏名　�池田　勝也
　　　───────────────────
川崎市上下水道局告示第43号
　　　川崎市排水設備指定工事店の更新について
　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平
成22年川崎市水道局規程第64号）第９条の規定に基づき、
川崎市排水設備指定工事店として指定を更新したので、
同規程第12条第１号の規定により告示します。
　　令和４年10月27日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　指定有効期間
　　令和４年　11月１日から
　　令和９年　10月31日まで
２　指定工事店
　　指 定 番 号　508
　　商号又は名称　山下設備
　　営業所所在地　川崎市幸区小倉５丁目７番43号
　　代表者氏名　山下　晴路
　　指 定 番 号　701
　　商号又は名称　有限会社安室設備
　　営業所所在地　神奈川県藤沢市菖蒲沢899番地
　　代表者氏名　安室　慶和
　　指 定 番 号　501
　　商号又は名称　有限会社鳥羽設備工業
　　営業所所在地　横浜市南区井土ケ谷下町41番地の６
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　　代表者氏名　鳥羽　泰裕
　　指 定 番 号　711
　　商号又は名称　株式会社ライフ
　　営業所所在地　横浜市旭区笹野台４丁目65番16号
　　代表者氏名　岩本　聖二
　　指 定 番 号　884
　　商号又は名称　株式会社高栄設備工業
　　営業所所在地　横浜市瀬谷区瀬谷５丁目20番６号
　　代表者氏名　髙　正已
　　指 定 番 号　1037
　　商号又は名称　株式会社水巧舎
　　営業所所在地　横浜市泉区上飯田町499番地２
　　代表者氏名　龍野　智嗣
　　指 定 番 号　702
　　商号又は名称　有限会社フジ住研
　　営業所所在地　横浜市戸塚区東俣野町931番地６
　　代表者氏名　藤田　健一
　　指 定 番 号　883
　　商号又は名称　株式会社嵐設備
　　営業所所在地　横浜市泉区緑園２丁目39番地36
　　代表者氏名　嵐　信明
　　指 定 番 号　704
　　商号又は名称　株式会社杉田設備
　　営業所所在地　�相模原市中央区陽光台５丁目２番18

号
　　代表者氏名　杉田　匡房
　　指 定 番 号　885
　　商号又は名称　株式会社落合

　　営業所所在地　川崎市多摩区生田８丁目５番５号
　　代表者氏名　落合　宏亮
　　指 定 番 号　510
　　商号又は名称　株式会社浦野工務店
　　営業所所在地　川崎市宮前区西野川１丁目18番44号
　　代表者氏名　浦野　裕司
　　指 定 番 号　503
　　商号又は名称　株式会社和興業
　　営業所所在地　�横浜市泉区和泉中央南５丁目３番25

号
　　代表者氏名　齊木　和紀
　　指 定 番 号　506
　　商号又は名称　有限会社長野設備
　　営業所所在地　横浜市港北区新吉田町3348番地の１
　　代表者氏名　長野　忠義
　　指 定 番 号　1041
　　商号又は名称　功将株式会社
　　営業所所在地　神奈川県秦野市南矢名1745番地の２
　　代表者氏名　江尻　将

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第85号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年10月18日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度入江崎水処理センターほか脱臭設備点検整備業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１ほか

履行期間 令和５年３月17日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設備
保守点検」で登録されている者
⑷�　平成19年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した下水道施設における脱臭設備
点検整備（脱臭剤交換業務を含む）、又は脱臭設備製作・据付（脱臭剤納入を含む）の元請けとし
ての履行完了実績を有すること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。
　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項
を定めます。詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札
情報かわさき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度都市計画事業認可申請図書作成業務委託

履行場所 川崎市全域

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部門」
で登録されている者
⑷�　平成19年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した委託業務において、事業計画
認可設計に係る業務の元請けとしての履行完了実績を有すること。
⑸�　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～ウは、受注者
との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的
かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要
　ア　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者
　イ�　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道部門：
下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ�　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下
水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 入江崎総合スラッジセンター実施設計委託その16

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12

履行期間 令和６年３月15日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部門」
で登録されている者
⑷�　平成19年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した委託業務において、下水道の
汚泥処理施設に係る建築又は建築設備の実施設計の元請けとしての履行完了実績をＴＥＣＲＩＳに
より確認できること。
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参 加 資 格

⑸�　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～ウは、受注者
との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的
かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要
　ア　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者
　イ�　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道部門：
下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ�　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下
水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 下水道施設モニタリングシステム整備基本計画策定業務委託

履行場所 川崎市全域

履行期間 令和５年６月30日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部門」
で登録されている者
⑷�　平成19年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した委託業務において、下水道施
設の監視・制御システムに関する計画策定業務の元請けとしての履行完了実績を有すること。
⑸�　次の要件を満たす者を配置できること。なお、業務責任者及び照査技術者は兼務できない。また、
ア及びイは、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、
契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要
　ア�　業務責任者及び照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）又は技術士（上
下水道部門：下水道）のいずれかの資格を有する者

　イ�　担当技術者は、平成19年度以降に下水道施設の監視・制御システムに関する計画策定業務の実
績を有し、かつ、技術士（電気電子部門：電気設備）の資格を有する者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。
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（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　稲田取水所　沈砂池Ｎｏ.3汚泥処分業務委託（単価契約）

履行場所 局指定場所

履行期間 令和５年３月17日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物処
分業」で登録されている者
⑷�　平成24年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した汚泥の処分業務について元請
けとしての履行完了実績を有すること。
⑸　産業廃棄物処分業（汚泥）の許可を受けていること。
⑹　液状の汚泥の処分が１日30トン以上かつ１か月400トン以上受け入れることが可能であること。
⑺�　産業廃棄物の処分を行う事業場は、道路交通法第３条に規定する大型自動車が通行できる行程で
稲田取水所からの距離が30キロメートル以内にあること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月10日　14時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
川崎市上下水道局公告第86号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年10月18日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 浅田４丁目150ｍｍ・100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：川崎区京町３－21－１先
至：川崎区浅田４－10－３先　ほか４件

履行期間 契約の日から375日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」
で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が50点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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参 加 資 格

⑼　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年11月14日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　本工事は、「川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式」対象案件です。
⑴�　入札参加者は、「浅田４丁目150ｍｍ・100ｍｍ配水管布設替工事」、「池上新町２丁目350㎜－100
㎜配水管布設替工事」又は「西野川１丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」のいずれか１件の
み落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規
定に該当する場合は、この限りではありません。
⑵�　落札候補者決定は、「浅田４丁目150ｍｍ・100ｍｍ配水管布設替工事」、「池上新町２丁目350㎜－
100㎜配水管布設替工事」、「西野川１丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」の順に行います。
⑶�　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者に
はなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する場
合は、この限りではありません。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 池上新町２丁目350ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：川崎区観音２－18－15先
至：川崎区池上新町２－15－１先　ほか１件

履行期間 契約の日から310日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
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参 加 資 格

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」
で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が50点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年11月14日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　本工事は、「川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式」対象案件です。
⑴�　入札参加者は、「浅田４丁目150ｍｍ・100ｍｍ配水管布設替工事」、「池上新町２丁目350㎜－100
㎜配水管布設替工事」又は「西野川１丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」のいずれか１件の
み落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規
定に該当する場合は、この限りではありません。
⑵�　落札候補者決定は、「浅田４丁目150ｍｍ・100ｍｍ配水管布設替工事」、「池上新町２丁目350㎜－
100㎜配水管布設替工事」、「西野川１丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」の順に行います。
⑶�　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者に
はなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する場
合は、この限りではありません。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 西野川１丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：宮前区西野川１－５－46先
至：宮前区馬絹４－31－21先　ほか３件

履行期間 契約の日から350日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」
で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が50点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年11月14日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本工事は、「川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式」対象案件です。
⑴�　入札参加者は、「浅田４丁目150ｍｍ・100ｍｍ配水管布設替工事」、「池上新町２丁目350㎜－100
㎜配水管布設替工事」又は「西野川１丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」のいずれか１件の
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そ の 他

　�み落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規
定に該当する場合は、この限りではありません。
⑵�　落札候補者決定は、「浅田４丁目150ｍｍ・100ｍｍ配水管布設替工事」、「池上新町２丁目350㎜－
100㎜配水管布設替工事」、「西野川１丁目200ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事」の順に行います。
⑶�　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者に
はなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する場
合は、この限りではありません。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 下麻生２丁目100ｍｍ配水管布設工事

履行場所
自：麻生区下麻生２－４－１先
至：麻生区下麻生２－７－５先

履行期間 契約の日から95日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ｃ」
で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「水道施設」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年11月８日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 加瀬水処理センター北１系初沈配線設備整備工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで
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参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｃ」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年11月９日　午後２時30分
（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 稲田取水所　除塵機洗浄配管修理工事

履行場所 川崎市多摩区菅稲田堤３－21－１（稲田取水所内）

履行期間 契約の日から令和５年１月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録されて
いること。
⑸　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑹　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑺　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100
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入札日時等
令和４年11月９日　午後２時30分
（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に
付する事項

件　　名 麻生水処理センター建設機械その37工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期間 契約の日から令和５年９月29日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年11月９日　午後２時30分
（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第87号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年10月25日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

競争入札に
付する事項

件　　名 水道管路情報ＷＥＢ公開システムサーバ機器等賃貸借一式

履行場所 局が指定するデータセンター

履行期間 令和５年８月１日から令和10年７月31日まで

参 加 資 格 ⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。



（第1,854号）令和４年（2022年）11月10日川 崎 市 公 報

－ 4149 －
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⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」に登載されて
いること。
⑷　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係
（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）
電話　044－200－2091

入札日時等 令和４年12月６日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
川崎市上下水道局公告第88号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年10月25日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度等々力水処理センター脱臭設備点検整備業務委託

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１

履行期間 令和５年３月17日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設備
保守点検」で登録されている者
⑷�　平成19年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した下水道施設における脱臭設備
点検整備（脱臭剤交換業務を含む）、又は脱臭設備製作・据付（脱臭剤納入を含む）の元請けとし
ての履行完了実績を有すること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月17日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。
　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項
を定めます。詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札
情報かわさき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　長沢浄水場　雨水調整池汚泥処理（改良土）委託（単価契約）

履行場所 局指定場所

履行期間 令和５年３月31日限り
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⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物処
分業」で登録されている者
⑷�　平成24年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した汚泥の処分業務について元請
けとしての履行完了実績を有すること。
⑸　産業廃棄物処分業（汚泥）の許可を受けていること。
⑹　液状の汚泥の処分が１日60トン以上かつ１か月300トン以上受け入れることが可能であること。
⑺�　産業廃棄物の処分を行う事業場は、道路交通法第３条に規定する大型自動車が通行できる行程で
長沢浄水場からの距離が30キロメートル以内にあること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月10日　14時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度汚泥圧送管空気弁等点検業務委託

履行場所 川崎市川崎区、幸区地内

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「その他の施設維
持管理」で登録されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年11月17日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
川崎市上下水道局公告第89号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年10月25日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 木月下水幹線その９工事

履行場所 川崎市中原区木月２丁目、川崎区塩浜４丁目地内ほか

履行期間 契約の日から210日間

参 加 資 格
⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
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⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録されて
いること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年11月21日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　本工事は、「川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式」対象案件です。
⑴�　入札参加者は、「木月下水幹線その９工事」又は「東古市場地区ほか下水枝線第221号工事」のい
ずれか１件のみ落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」
第３条の規定に該当する場合は、この限りではありません。
⑵�　落札候補者決定は、「木月下水幹線その９工事」、「東古市場地区ほか下水枝線第221号工事」の順
に行います。
⑶�　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者に
はなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する場
合は、この限りではありません。
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そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 東古市場地区ほか下水枝線第221号工事

履行場所 川崎市幸区東古市場、古市場１丁目地内

履行期間 契約の日から440日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録されて
いること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年11月21日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　本工事は、「川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式」対象案件です。
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そ の 他

⑴�　入札参加者は、「木月下水幹線その９工事」又は「東古市場地区ほか下水枝線第221号工事」のい
ずれか１件のみ落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」
第３条の規定に該当する場合は、この限りではありません。
⑵�　落札候補者決定は、「木月下水幹線その９工事」、「東古市場地区ほか下水枝線第221号工事」の順
に行います。
⑶�　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者に
はなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する場
合は、この限りではありません。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

交通局公告（調達）

川崎市交通局公告（調達）第12号
　　　落札者等の公示
　川崎市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等
について公示します。
　　令和４年11月10日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
１　調達の名称
　　ドライブレコーダー購入（既存車67台更新分）
２　契約事務担当部局の名称及び所在地
　　交通局企画管理部経理課
　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　（川崎御幸ビル９階）
３　契約の相手方を決定した日
　　令和４年10月13日
４　契約の相手方の氏名及び住所
　　株式会社　レゾナント・システムズ
　　代表取締役　近藤　真子
　　横浜市鶴見区鶴見中央四丁目34番26号
５　落札金額
　　19,921,000円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　入札の公告を行った日
　　令和４年８月25日
　　　───────────────────
川崎市交通局公告（調達）第13号
　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年11月10日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫

１　一般競争入札に付する事項
　⑴　購入物品及び予定数量
　　ア　軽油Ａ（１月～３月分）　212キロリットル
　　イ　軽油Ｂ（１月～３月分）　302キロリットル
　　ウ　軽油Ｃ（１月～３月分）　202キロリットル
　　エ　軽油Ｄ（１月～３月分）　310キロリットル
　⑵　購入物品の特質等
　　　仕様書によります。
　⑶　納入場所
　　ア　川崎市交通局上平間営業所
　　イ　川崎市交通局塩浜営業所
　　ウ　川崎市交通局井田営業所
　　エ　川崎市交通局鷲ヶ峰営業所
　⑷　納入期間
　　　令和５年１月１日から令和５年３月31日まで
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市における令和３・４年度製造の請負・物件
の供給等有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」
という。）において業種「燃料・油脂類」、種目「石
油製品・オイル」、かつ、ランク「Ａ」で登録され
ていること。

　　�　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加
に係る業種を登録していない者を含む。）は、財政
局資産管理部契約課に所定の様式により、資格審査
申請を令和４年11月18日までに行ってください。申
請の際には、この公告文の写しを持参してください。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納
入することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書、誓約書及び５の書類を提出
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しなければなりません。一般競争入札参加資格確認申
請書等の様式は、市バスホームページ内「入札情報」
からダウンロードしてください。
　⑴　提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　川崎市交通局企画管理部経理課　契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　⑵　提出期間
　　�　令和４年11月10日から令和４年11月18日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書等を提出
した者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　入札説明書は、３⑴の場所において３⑵の期間中縦
覧に供します。また、市バスホームページ内「入札情
報」からダウンロードもできます。
５　一般競争入札参加者に求められる義務
　�　この入札に参加を希望する者は、購入物品を安定し
て供給できることを証明する書類（供給保証書）を令
和４年11月18日までに３⑴の場所に提出しなければな
りません。
　�　この場合において、提出された書類等を審査した結
果、当該物品を納入することができると認められた者
に限り、入札に参加することができます。
　�　なお、入札参加者は、当該書類に関し説明を求めら
れたときは、それに応じなければなりません。
６　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に
は、その結果を令和４年11月29日までに一般競争入札
参加資格確認通知書により通知します。
７　仕様に関する問い合わせ先
　　川崎市交通局自動車部運輸課車両係　須藤
　　電話　044－200－3241
８　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書
類について、虚偽の記載をしたとき。

９　入札の手続等
　�　１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札及び契約に付す
るものとし、１キロリットル（1,000リットル）当た
りの単価で行います。入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、
一切の諸経費を含めて見積もった金額から軽油引取税
額を控除した額の110分の100に相当する金額に、軽油
引取税額を加算した金額を入札書に記載してください。
軽油引取税額は本公告日現在の税率を適用してくださ
い。
　⑴　入札方法
　　ア　持参による入札の場合
　　　ア　日　時
　　　　　令和４年12月23日　午前９時00分
　　　イ　場　所
　　　　　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階
　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　イ　郵送による入札の場合
　　　ア　期　限　
　　　　　令和４年12月21日　必着
　　　イ　宛　先　
　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　　　　必ず書留郵便により送付してください。
　⑵　入札保証金
　　　免除
　⑶　開札の日時及び場所
　　　⑴アに同じ。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得第７条の規定に
より無効と定める入札は、これを無効とします。

10　再度の入札の実施
　�　落札者がない場合は、直ちに再度入札を行います。
ただし、その前回の入札が川崎市交通局競争入札参加
者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札に
立ち会わない者は参加できません。
11　契約の手続等
　　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否　
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　　　必要
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札
参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧できます。

12　入札に関する苦情
　�　入札に関する苦情について、苦情の原因となった事
実を知り得たときから10日以内に川崎市政府調達苦情
検討委員会へ申し立てることができます。
13　その他
　⑴�　この特定調達契約において使用する言語及び通貨
は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑷�　この契約の目的物に係る税制改正が実施された場
合は、それによるものとします。

　⑸�　落札者の決定後、川崎市政府調達苦情検討委員会
に対する苦情申立てが行われた場合、契約締結等の
手続を一時停止することがあります。

14　Summary
　⑴　�Nature�and�quantity�of�the�products�to�be�

purchased:
　　　①Gas�Oil�Quantity�　212kl
　　　②Gas�Oil�Quantity�　302kl
　　　③Gas�Oil�Quantity�　202kl
　　　④Gas�Oil�Quantity�　310kl
　⑵　Time�limit�for�tender:
　　　9:00�A.M.,�December�23,�2022
　⑶　Time�limit�for�tender�by�mail:
　　　December�21,�2022
　⑷　Contact�point�for�the�notice:
　　　KAWASAKI�CITY�OFFICE
　　　Accounting�Section
　　　Transportation�Bureau
　　　1-8-9,�Isago,�Kawasaki-ku,
　　　Kawasaki,�Kanagawa�210-0006,�Japan
　　　TEL:�+81(0)44-200-3228

病 院 局 規 程

川崎市病院局規程第22号
　川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規程等の一部
を改正する規程を次のように定める。
　　令和４年10月31日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄

　　　川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規
　　　程等の一部を改正する規程
　　（川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規
　　　程の一部改正）
第�１条　川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規程
（平成17年川崎市病院局規程第30号）の一部を次のよ
うに改正する。
　別表第１中
「
医務等従事
手当

⑴ 月額 12,000円 病院局に勤務する助産師
及び看護師（准看護師を
含む。以下同じ。）

」
　を
「
医務等従事
手当

⑴ 月額 8,000円 病院局に勤務する助産師
及び看護師（准看護師を
含む。以下同じ。）

」
　に改める。
　別表第１に次のように加える。
看護職員処遇
改善手当

月額 12,000円 病院局に勤務する助産師
及び看護師。ただし、専
ら職員の福利厚生の業務
に従事する場合を除く。

　別表第２に次のように加える。
　⑽　看護職員処遇改善手当
　　（川崎市病院局会計年度任用職員の給与等に
　　　関する規程の一部改正）
第�２条　川崎市病院局会計年度任用職員の給与等に関す
る規程（令和２年川崎市病院局規程第５号）の一部を
次のように改正する。
　別表第２中
「
医務等従事
手当

⑴ 月額 12,000円 病院局に勤務する助産師
及び看護師（准看護師を
含む。以下同じ。）

」
　を
「
医務等従事
手当

⑴ 月額 8,000円 病院局に勤務する助産師
及び看護師（准看護師を
含む。以下同じ。）

」
　に改める。
　別表第２に次のように加える。
看護職員処遇
改善手当

月額 12,000円 病院局に勤務する助産師
及び看護師。ただし、専
ら職員の福利厚生の業務
に従事する場合を除く。

　　　附　則
　この規程は、公表の日から施行し、令和４年10月１日
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から適用する。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第45号
　　　入　　札　　公　　告
　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
１　総則
　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報
を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　�　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担
当」といいます。）

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　川崎御幸ビル７階
　　電話044‒200‒3857（直通）
　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい
ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以
下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規
程並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書
類は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イ
ンターネットにおいて、病院局入札情報のページで
閲覧及びダウンロードすることができます。

　　　�（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/
contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.
html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている
場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、
閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の
日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午
後５時15分までに限ります。

　⑷　競争参加の申込み及び競争参加資格について
　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け
付けます。

　　イ�　本書において「名簿」とは、「令和３・４年度
川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名
簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと
に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条
件を満たす必要があります。

　　　ア　契約規程第２条の規定に該当しないこと。
　　　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。
　　　ウ�　法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　　エ�　本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ
の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する
こと。

　　ウ�　競争参加資格があると認められた者には、別紙
の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交
付します。競争参加資格があると認め難い者には、
別途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認められた者が、競争参
加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ
いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参
加することはできません。

　⑸　仕様等に関する問合せの方法について
　　�　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局
入札情報のページで取得できます。）により受け付
けます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓
口に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院
局入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹　入札及び開札について
　　ア�　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。
　　イ　入札書の提出方法は、持参とします。
　　ウ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。
なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権限
及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた旨
の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ　入札保証金は免除します。
　　オ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格
の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った入札者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、
最低制限価格が設定されている案件については、
その価格に満たない価格で入札した者の入札は無
効とします。

　　　�　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回
り、落札者を決定できないときは、再度入札を行
います。ただし、その前回の入札が参加者心得の
規定により無効とされた者及び開札に立会わない
者は再度入札に参加できません。

　　カ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ
を無効とします。

　⑺　契約の締結について
　　�　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締
結します。

　　ア�　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。
ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は免
除します。
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　　イ　契約書の作成を必要とします。
　⑻　その他

　　�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、
契約規程、参加者心得等の定めるところによります。

川崎市病院局公告第46号
　　　入　　札　　公　　告
　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年10月25日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
１　総則
　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報
を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　�　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担
当」といいます。）

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　川崎御幸ビル７階
　　電話044‒200‒3857（直通）
　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい
ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以
下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規
程並びに調達に関する仕様書等入札に必要な書類は、
病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、インター
ネットにおいて、病院局入札情報のページで閲覧及
びダウンロードすることができます。

　　　�（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/
contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.
html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている
場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、
閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の
日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。
　⑷　競争参加の申込み及び競争参加資格について
　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け
付けます。

　　イ�　本書において「名簿」とは、「令和３・４年度
業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加
者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格
のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　　ア　契約規程第２条の規定に該当しないこと。
　　　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。
　　　ウ�　法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。
　　　エ�　本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する
こと。

　　ウ�　競争参加資格があると認められた者には、別紙
の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交
付します。競争参加資格があると認め難い者には、
別途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認められた者が、競争参
加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ
いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参
加することはできません。

　⑸　仕様等に関する問合せの方法について
　　�　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局
入札情報のページで取得できます。）により受け付

（案件１）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 川崎病院で使用するデフィブリレータの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１　（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「医療機器」
種　目　「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年10月25日から令和４年11月１日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 令和４年11月11日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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けます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓
口に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院
局入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹　入札及び開札について
　　ア�　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。
　　イ　入札書の提出方法は、持参とします。
　　ウ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。
なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権限
及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた旨
の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ　入札保証金は免除します。
　　オ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格
の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った入札者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、
最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無
効とします。入札書記載金額の最も低い者が予定
価格を上回り、落札者を決定できないときは、再
度入札を行います。ただし、その前回の入札が参
加者心得の規定により無効とされた者及び開札に
立会わない者は再度入札に参加できません。

　　カ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ
を無効とします。

　⑺　契約の締結について
　　�　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締
結します。

　　ア�　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。
ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は免
除します。

　　イ　契約書の作成を必要とします。
　⑻　その他
　　�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、
契約規程、参加者心得等の定めるところによります。

（案件１）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 井田病院ＨＥＰＡフィルター交換保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「施設維持管理」
種　目「空調・衛生設備保守点検」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年10月25日から令和４年11月１日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年11月11日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

特定業務委託に
関 す る 事 項

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委
託契約に該当します。
　特定業務委託契約は、下請事業者も含め、市の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃
金を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わります。
　また、本案件は、年度ごとに定める最新の作業報酬下限額を適用することとなります。
　下請事業者も含めて契約に違反した場合には受注者の責任となり、場合によっては契約解除と
なる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。
　詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報かわさき」の、川崎市契約
条例、川崎市病院局契約規程、「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認く
ださい。
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/category/252-7-0-0-0-0-0-0-0-0.html）
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（案件２）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 川崎病院土壌汚染対策及び地下構造物等解体撤去工事家屋事前調査委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１　（川崎市立川崎病院　周辺）

履行期間 契約締結日から令和５年２月28日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「補償コンサルタント」
種　目　「事業損失部門」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年10月25日から令和４年11月１日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年11月11日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定します。

（案件３）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 多摩病院正面玄関庇パネル補修設計業務委託

履行場所 川崎市多摩区宿河原１－30－37（川崎市立多摩病院）

履行期間 契約締結日から令和５年３月15日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「建築設計」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年10月25日から令和４年11月１日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 令和４年11月10日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定します。

消 防 局 公 告

川崎市消防局公告第12号
　　　サイレンの吹鳴について
　消防法(昭和23年法律第186号)第26条第３項の規定によ
り消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公告し
ます。
　　令和４年10月21日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一

訓
練

日　　時 令和４年10月31日㈪　13時40分~13時42分
場　　所 川崎市川崎区扇島１－１�
消防隊数 消防隊４隊

消 防 局 訓 令

川崎市消防局訓令第14号
局 内 一 般
消　防　署

　消防団の火災出場区分基準の一部を改正する訓令を次
のように定める。
　　令和４年10月28日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一
　　　消防団の火災出場区分基準の一部を改正す
　　　る訓令
　消防団の火災出場区分基準（昭和55年消防局訓令第８



（第1,854号）令和４年（2022年）11月10日 川 崎 市 公 報

－ 4160 －

号）の一部を次のように改正する。
　別表高津消防団の項中
「
高
津
消
防
団

橘
分
団

２ 高津区のうち、
千年、千年新
町、久末、子
母口、明津、
蟹ヶ谷、子母
口富士見台、
東野川１丁目、
東野川２丁目、
北野川

橘分団（新作
班）（千年班）
作延分団（下
作延班）

作延分団（上
作延班）
野川分団（野
川班）

」
を
「
高
津
消
防
団

橘
分
団

２ 高津区のうち、
千年、千年新
町、久末、子
母口、明津、
蟹ヶ谷、子母
口富士見台、
東野川１丁目、
東野川２丁目、
北野川

橘分団（新作
班）（千年班）
作延分団（下
作延班）
野川分団（野
川班）ただし、
東野川１丁目
及び２丁目に
限る。

作延分団（上
作延班）
野川分団（野
川班）

」
に改める。
　　　附　則
　この訓令は、令和４年11月１日から施行する。

教 育 委 員 会 規 則

川崎市教育委員会規則第７号
　川崎市立学校特別開放施設の使用に関する規則の一部
を改正する規則をここに公布する。
　　令和４年10月19日
　　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　　教育長　小　田　嶋　　満
　　　川崎市立学校特別開放施設の使用に関する
　　　規則の一部を改正する規則
　川崎市立学校特別開放施設の使用に関する規則（平成
19年川崎市教育委員会規則第１号）の一部を次のように
改正する。
　別表を次のように改める。
別表（第４条、第７条関係）
１　土橋小学校

区　分
午　前 午　後 夜　間 全　日
９時
～ 12時

１時
～５時

５時30分
～９時

９時
～９時

多目的
ホール 2,680円 3,800円 4,920円 11,400円

２　犬蔵中学校

区　分
午　前 午　後 夜　間 全　日
９時
～ 12時

１時
～５時

６時～
９時30分

９時～
９時30分

格技室 1,340円 2,570円 2,680円 6,590円
３　生田中学校

区　分
午　前 午　後 夜　間 全　日
９時
～ 12時

１時
～５時

５時30分
～９時

９時
～９時

特別創作
活動セン
ター

陶芸室 1,450円 1,790円 2,460円 5,700円
美術
工芸室 1,450円 1,790円 2,460円 5,700円

料理室 1,450円 1,790円 2,350円 5,590円
会議室 1,230円 1,450円 1,900円 4,580円
和室 1,230円 1,450円 1,900円 4,580円

４　はるひ野小学校及びはるひ野中学校

区　分

午前９
時15分
～午前
11時15
分

午前11
時30分
～午後
１時30
分

午後１
時45分
～午後
３時45
分

午後４
時
～午後
６時

午後６
時30分
～午後
８時30
分

午前９
時15分
～午後
８時30
分

はるひ
野黒川
地域交
流セン
ター

多目的
ホール

大
ホール 780円 780円 780円 780円 1,110円 4,230円

小
ホール 600円 600円 600円 600円 880円 3,280円

ミーティング
ルーム 370円 370円 370円 370円 520円 2,000円

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　この規則の施行の際現に使用許可を受けている者の
当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例
による。
　　　───────────────────
川崎市教育委員会規則第８号
　川崎市市民館使用規則の一部を改正する規則をここに
公布する。
　　令和４年10月19日
　　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　　教育長　小　田　嶋　　満
　　　川崎市市民館使用規則の一部を改正する規
　　　則
　川崎市市民館使用規則（昭和47年川崎市教育委員会規
則第29号）の一部を次のように改正する。
　第１条中「第22条」を「第21条」に改める。
　別表中備考以外の部分を次のように改める。
別表（第８条関係）
　　市民館設備使用料一覧
１　ホール
種別 品　　名 金額 回数 単位 備　　考
音響
設備 拡声装置 円

1,680 １ １式

補助ミキサー 560 １ １台
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ダイナミックマ
イクロホン 220 １ １本

コンデンサーマ
イクロホン 670 １ １本

ワイヤレスマイ
クロホン 1,230 １ １本

ディスク・プ
レーヤー 560 １ １台 レコード、ＣＤ

等の再生専用

録音再生機器 560 １ １台 テープ、ＭＤ等
の録音再生用

音響効果装置

560 １ １台 マイクロホン用
３点吊装置

560 １ １台
エコー・ディレ
イ・リバーブ等
の残響装置

560 １ １台 可般型スピー
カー類

560 １ １台 ランニング装置
560 １ １台 その他の装置

照明
設備

ボーダーライト 440 １ １列
アッパーホリゾ
ントライト 670 １ １列

ロアーホリゾン
トライト 440 １ １列

サスペンション
ライト 1,120 １ １列

プロセニアムス
ポットライト 1,120 １ １列

トーメンタルス
ポットライト 1,120 １ １式

フットライト 220 １ １列
シーリングス
ポットライト 1,120 １ １列

ライトバトン 1,120 １ １列 高津に適用
フロントサイド
スポットライト 1,120 １ １式

サイドライトバ
トン 1,120 １ １式 高津に適用

スポットライト

110 １ １台 0.5キロワット
以下

220 １ １台
0.5キロワット
を超え1.0キロ
ワットまで

330 １ １台 1.0キロワット
を超えるもの

ピンスポットラ
イト 1,120 １ １台

ストリップライ
ト

55 １ １基 0.9メートル
110 １ １基 1.8メートル

照明効果装置

440 １ １台 ミラーボール
440 １ １台 リップルマシン
440 １ １台 オーロラマシン
440 １ １台 ストロボマシン
440 １ １台 エフェクトマシン

440 １ １台 ミニプロフィール
440 １ １台 その他の装置

ディスク 110 １ １枚
先玉 110 １ １個
元玉 110 １ １個

舞台
設備 演壇 330 １ １式

司会者台 220 １ １台
反響板 1,680 １ １式 照明付
指揮台 110 １ １台
指揮者用譜面台 110 １ １台
譜面台 55 １ １台
譜面灯 55 １ １台
椅子 22 １ １脚
コントラバス用
椅子 55 １ １脚

長机 110 １ １脚
所作台 2,240 １ １式
平台 110 １ １台
足 11 １ １個
松羽目 1,120 １ １式
鳥屋囲 560 １ １式
金屏風 1,120 １ １双
銀屏風 1,120 １ １双
紅白幕 220 １ １枚
浅黄幕 220 １ １枚
紗幕 220 １ １枚
遠見 1,120 １ １枚
地がすり 330 １ １枚
もうせん 330 １ １枚
長座布団 110 １ １枚
高座用座布団 110 １ １枚
座布団 22 １ １枚
上敷 110 １ １枚

バレエシート 4,480 １ １式 麻生に適用
（テープ別）

大太鼓 220 １ １式

ピアノ 5,600 １ １台 フルコンサート
（調律別）

スクリーン 220 １ １張
浴室 560 １ １室

その
他

映写機 890 １ １台 16ミリ
ビデオプロジェ
クター 890 １ １台 高津に適用

液晶プロジェク
ター 1,680 １ １台 幸・中原・多摩・

麻生に適用

持込器具 110 １
１キ
ロワ
ット

２　大会議室
品　　名 金額 回数 単位 備　　考
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拡声装置 円
1,680 １ １式

テープレコー
ダー
レコードプレー
ヤー
マイクロホン
ビデオプロジェ
クター（高津・
多摩に適用）

照明設備 1,120 １ １式 宮前・多摩・麻
生に適用

ピアノ 3,360 １ １台 セミコンサート
（調律別）

レクチュアーテーブル 560 １ １式 会議室にも適用

金屏風 1,120 １ １双 高津・多摩・麻
生に適用

３　その他の設備
品　　名 金額 回数 単位 備　　考

陶芸窯 円
3,360 １ １台 中原・多摩に適

用
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　この規則の施行の際現に使用許可を受けている者の
当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例
による。
　　　───────────────────
川崎市教育委員会規則第９号
　川崎市教育文化会館使用規則の一部を改正する規則を
ここに公布する。
　　令和４年10月19日
　　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　　教育長　小　田　嶋　　満
　　　川崎市教育文化会館使用規則の一部を改正
　　　する規則
　川崎市教育文化会館使用規則（昭和42年川崎市教育委
員会規則第３号）の一部を次のように改正する。
　第１条中「第22条」を「第21条」に改める。
　別表中備考以外の部分を次のように改める。
別表（第８条関係）
　教育文化会館設備使用料一覧
１　大会議室

品　　　　名 金額 回数 単位 備考

拡声装置 円
1,680 １ １式

テープレコー
ダー、レコード
プレーヤー、マ
イクロホン

照明設備 1,120 １ １式
映写機 890 １ １式 16ミリ

ピアノ 3,360 １ 台 セミコンサート
（調律別）

レクチュアーテーブル 560 １ 式 会議室にも適用

２　１以外の設備
品　　　　名 金額 回数 単位

拡声装置（テープレコーダー付き） 1,120円 １ １台
ビデオプロジェクター 1,120円 １ １台
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　この規則の施行の際現に使用許可を受けている者の
当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例
による。
　　　───────────────────
川崎市教育委員会規則第10号
　川崎市青少年の家条例施行規則の一部を改正する規則
をここに公布する。
　　令和４年10月19日
　　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　　教育長　小　田　嶋　　満
　　　川崎市青少年の家条例施行規則の一部を改
　　　正する規則
　川崎市青少年の家条例施行規則（昭和63年川崎市教育
委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。
　第１条中「第21条」を「第20条」に改める。
　第11条第１項第３号及び第12条第２号ア中「５割相当
額」の次に「（10円未満の端数は、切り捨てる。）」を加
える。
　　　附　則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市教育委員会規則第11号
　川崎市少年自然の家条例施行規則の一部を改正する規
則をここに公布する。
　　令和４年10月19日
　　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　　教育長　小　田　嶋　　満
　　　川崎市少年自然の家条例施行規則の一部を
　　　改正する規則
　川崎市少年自然の家条例施行規則（昭和52年川崎市教
育委員会規則第18号）の一部を次のように改正する。
　第１条中「第21条」を「第20条」に改める。
　第13条第１項第３項中「５割相当額」の次に「（10円
未満の端数は、切り捨てる。）」を加える。
　　　附　則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

教 育 委 員 会 告 示
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川崎市教育委員会告示第25号
　次の名称の公印を改刻しますので、告示します。
　　令和４年10月19日
　　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　　教育長　小　田　嶋　　満
１　川崎市立浅田小学校長印
　⑴　使用開始日　　　　令和４年10月19日
　⑵　ひな形番号　　　　30
　⑶　書　　　体　　　　てん書
　⑷　寸　　　法　　　　方21ミリメートル
　⑸　保管場所及び個数　川崎市立浅田小学校　１個
　⑹　印　　　影

教 育 委 員 会 公 告

川崎市教育委員会公告第４号
　令和５年度　川崎市立高等学校入学定員を次のとおり
制定します。
　　令和４年10月25日
　　　　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　教育長�小　田　嶋　　満

令和５年度　川崎市立高等学校入学定員
１　全日制課程

学校名 学科名 入学定員
（人数）

併設型
中学校
からの
入学定員

転編入枠
（人数）

募集定員
（人数）

募　集
学級数

川　崎
普通科 120 120
生活科学科 40 1� 39 1
福祉科 40� 1 39� 1

幸
普通科 120 2 118 3
ビジネス教養科 120 2 118 3

川崎総合科学

情報工学科 40 1 39 1
総合電気科 40 1 39 1
電子機械科 40 1 39 1
建設工学科 40 1 39 1
デザイン科 40 1 39 1
科学科 40 1 39 1

橘
普通科 200 2 198 5
スポーツ科 40 1 39 1
国際科 40 1 39 1

高　津 普通科 280 2 278 7
合　計 1,240 120 18 1,102 28

※�川崎高等学校普通科においては、併設中学校からの入
学者（120人）を入学定員にあてる。また、転変入枠
も設けない。なお、併設型中学校からの入学者に対し
て選抜は行わない。

※�転編入枠は、普通科及び２学級以上の専門学科（ビジ
ネス教養科）は１学科につき２人とし、他の専門学科
は１学級につき１人とする。

２　定時制課程

学校名 学科名 入学定員
（人数）

募集定員
（人数）

募　集
学級数

川　崎
普通科　昼間部 140

一般募集
132

4
在県外国人等特別募集

8
普通科　夜間部
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川崎総合科学
クリエイト工学科 35 35 1
商業科 35 35 1

橘 普通科 70 70 2
高津 普通科 70 70 2

合　計 350 350 10

農 業 委 員 会 告 示

川農委告示第11号
　第29回川崎市農業委員会総会を次のとおり招集します。
　　令和４年10月31日　
　　　　　　　　　　　　　川崎市農業委員会
　　　　　　　　　　　　　会長　小　川　耕　平
１　日　時　
　　令和４年11月９日㈬　午後３時00分～
２　場　所
　　セレサ川崎農業協同組合梶ヶ谷ビル３階
　　第１会議室
　　（川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７）
３　議　題
　⑴　議案第１号　�農地法第３条の規定による許可申請

に対する意見について
　⑵　議案第２号　�農用地利用集積計画の決定について
　⑶　議案第３号　�相続税の納税猶予適格者証明（新規）

について
　⑷　議案第４号　�特定農地貸付規程の変更の承認につ

いて
　⑸　報告第１号　�農地法３条の３第１項の規定による

届出について
　⑹　報告第２号　�農地の転用届出に関する事務局長の

専決処分について
　⑺　報告第３号　�相続税の納税猶予適格者証明（継続）

について
　⑻　報告第４号　�生産緑地の主たる従事者証明につい

て
　⑼　報告第５号　�地目変更登記に係る登記官からの照

会について
　⑽　その他

職員共済組合公告

川崎市共済公告第14号
　川崎市職員共済組合組合会議員選挙を次のとおり行う。
　　令和４年10月19日
　　　　　　　　　　　　　川崎市職員共済組合

　　　　　　　　　　　　　理事長　伊　藤　　弘
１　選挙の日時　　令和４年11月18日㈮
　　　　　　　　　午前11時00分から午前11時30分まで
２　選挙会の日時　令和４年11月18日㈮
　　　　　　　　　午前11時30分
３�　選挙及び選挙会の場所、選挙すべき議員の数並びに
選挙長の氏名

選挙区 選挙すべき
議員の数 選挙及び選挙会の場所 選挙長の氏名

第１区 ６人 共済組合会議室 原　貴美子

第２区 ３人 上下水道局会議室 松田　良久

第３区 １人 消防局会議室 永岡　敦司

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第152号
　国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に係る差押
調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、その
者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達す
ることができないので、国民健康保険法（昭和33年法律
第192号）第78条及び高齢者の医療の確保に関する法律
（昭和57年法律第80号）第112条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年10月17日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第153号
　国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険
料に係る差押解除通知書及び交付要求解除通知書を別紙
記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事
務所及び事業所が不明のため送達することができないの
で、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条、
介護保険法（平成９年12月17日法律第123号）第143条及
び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80
号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）
第20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
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　　令和４年10月17日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第154号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ
り公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第155号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第156号
　督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の
住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達するこ
とができないので、介護保険法（平成９年12月17日法律
第123号）第143条で準用する地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第157号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之

年度 科目 期別 この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

令和
４年度

国民健康
保険料 ３期 令和４年11月１日

（３期） 計30件

　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第158号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に
より公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第159号
　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき
ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明
のため送達することができないので、介護保険法（平成
９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之

年度 科目 期別 この公告により滞納
処分に着手し得る日

件数
・
備考

令和
４年度

介護
保険料 第５期 令和４年11月１日 計24件

令和
４年度

介護
保険料 第６期 令和４年11月１日 計24件

　（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第61号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
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不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　　川崎市幸区長　赤　坂　慎　一
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市幸区公告第62号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、国民健康保険法（昭和33年
法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律
第226号）第20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月21日
　　　　　　　　　川崎市幸区長　赤　坂　慎　一
　（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第56号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に
より公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市中原区公告第57号
　国民健康保険料に係る差押調書を別紙記載の者に送達
すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所
が不明のため送達することができないので、国民健康保
険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫

　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市中原区公告第58号
　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条
第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、
印鑑の登録をまっ消しましたので、同条第２項の規定に
より、その者に通知しなければならないところ住所及び
居所が不明のため、通知の送達ができないので公示しま
す。
　　令和４年10月28日
　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市中原区公告第59号
　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住
民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第
１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職
権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者
に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の
ため、通知の送達ができないので公示します。
　　令和４年10月28日
　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。
　（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第71号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
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和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市高津区公告第72号
　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、介護保険法（平
成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税
法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公
告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗

年度 科目 期別 滞納処分に
着手し得る日

件数
・
備考

令和
４年度

介護
保険料 第６期分 令和４年11月１日

（第６期分） 計９件

　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市高津区公告第73号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗

年度 科目 期別 滞納処分に
着手し得る日

件数
・
備考

令和
４年度

後期高齢者
医療保険料 第３期分 令和４年11月１日

（第３期分） 計２件

　（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第33号
　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、介護保険法（平

成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　　川崎市宮前区長　南　　昭　子
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市宮前区公告第34号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　　川崎市宮前区長　南　　昭　子
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市宮前区公告第35号
　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住
民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第
１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職
権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者
に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の
為、通知の送達ができないので公示します｡ �
　　令和４年10月31日
　　　　　　　　　川崎市宮前区長　南　　昭　子
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市宮前区公告第36号 
　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条
第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、
印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ
り、その者に通知しなければならないところ住所及び居
所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。�
　　令和４年10月31日
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　　　　　　　　　川崎市宮前区長　南　　昭　子
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。
　（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第47号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市多摩区公告第48号
　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき
ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明
のため送達することができないので、介護保険法（平成
９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘
　（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第48号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ
り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年10月20日
　　　　　　　　川崎市麻生区長　三　瓶　清　美
　（別紙省略）

正 誤

　川崎市公報第1,853号（令和4年10月25日発行）3862�ペー
ジ川崎市公告（調達）第291号中「横浜市西区みなとみ
らい２丁目３番８号」は「横浜市西区みなとみらい２丁
目３番５号」の誤り。


